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（午前９時５９分 開会） 

○野口博委員長 ただいまから、総務建設

常任委員会を開会します。 

 本日の委員会記録署名委員は南野委員

を指名いたします。 

 先日に引き続き、議案第１号所管分及び

議案第９号所管分の審査を行います。 

 質疑に入る前に、昨日の本会議での議案

訂正を受けて、議案第１号所管分について、

訂正の説明を求めます。 

 石原総務部長。 

○石原総務部長 令和７年度摂津市一般

会計予算のうち、総務建設常任委員会の所

管事項について審査をいただく前に、発言

の許可をいただきありがとうございます。 

 今回、一般会計当初予算において訂正を

させていただくこととなり、誠に申し訳ご

ざいません。 

 では、総務建設常任委員会の所管部に係

る訂正内容でございますが、予算書５４ペ

ージ、款１９繰入金、項２基金繰入金、目

１財政調整基金繰入金３０億４，６１４万

７，０００円を３０億７，４１４万５，０

００円に訂正させていただくものでござ

います。 

○野口博委員長 説明が終わりました。 

 それでは、質疑に入ります。 

 藤浦委員の２回目の質疑をお願いいた

します。 

 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 おはようございます。２

回目からになりますので、よろしくお願い

したいと思います。 

 まず、１番目の財政問題についてでござ

います。細かく、いろいろ御説明をいただ

きましてありがとうございました。 

 それで、もう少しお聞きしておきたいと

思うんですけれども、一つは、財産売払収

入の関連で、旧別府公民館の払い下げ、そ

れから旧市民活動支援センター、これは正

雀地域です。前に寄贈いただいたものやと

思うんですけど、今、更地になっていると

いうことで阪急電車との境界明示等につ

いて、なかなか苦労されているとお聞きし

ています。年度内での売却が可能なのかど

うか。これはちょっと資産活用課になるか

もわかりませんが、教えていただきたい。

それから、ＪＲ千里丘駅西地区の２街区の

売却が入りますということで、これは所管

の委員会が違うんですけど、財政全般とい

うことで、移転補償費として、これまでに

権利返還はお金での賠償になったものが

多かったので、２５億円ほど出ています。

基金からたしか入れたと思うんですけど

も、清算されて戻ってくると認識をしてい

るんですが、財政の予測上、この辺のもの

は見込めるものなのかどうなのか。 

 それから、補正予算第１０号で、今回、

大体１０億円ほど基金への戻しがあると

のことです。決算では４億円ぐらい戻って

くるもわからないという話があって、基金

が１９億円ぐらい不足する予定になると

おっしゃっていたと思います。中期財政見

通しではもう少し不足額が少なかったよ

うに思いますけども、これは中期財政見通

しよりもさらに不足額が、今回に限っては

増加するという考え方になるのか。その辺

の見立ての違いとか、細かいことになりま

すけども、認識をちゃんとしておきたいと

思いますので、御答弁をお願いします。 

 それから、次は６番、防犯カメラの設置

についてです。他市と比べても、多い、少

ないは判断できないということでしたけ

れども、結果としては、警察の要請もある

ので、これからも増設をする方向でいきま

すという話でございました。 
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 決算審査のときは、他市より設置が少な

くならないように設置をしていきたいと

いう答弁もありました。同じような意味な

のかもわかりませんけども、摂津市はどち

らかというと少ないと私も認識をしてい

ます。そういう意味では、これからもしっ

かり増設をお願いしたいと思っています。 

 それで、もう少し突っ込んで聞きますけ

ど、設置の場所の選定、これは当然、警察

との協議で、警察が言っているところが最

優先になるのかもわかりませんが、自治会

からも要請が出ていると思います。そうい

う兼ね合いで、自治会の要請と警察の要請

と、それぞれの設置に対する場所の選定は

どのような考え方に基づいて進められて

いるのかということと、もう一つは、公園

もカメラを増設する必要性があるという

ことで、以前、議論がありました。いくつ

か公園にも設置されています。もちろん、

新しくできた明和池公園なんかはもとも

と設置しています。それから、三島公園と

か庄屋公園には設置されていたと思いま

す。緑の基本計画でも、防犯カメラの設置

というのは課題に上がっていますので、防

犯カメラの公園等への設置の考え方につ

いてもお示しいただきたいと思います。 

 続きまして、７番目、交通安全啓発事業

です。 

 令和７年度も、自転車の厳罰になる等に

ついては啓発活動をしていただけるとい

うことでございますので、これはしっかり

とお願いしたいと思います。 

 そして、そのほかにも、例えば運転免許

証を返納される方に対して、啓発ジャンパ

ーを配布するとか、また、そのときに一緒

に自転車マナーの啓発を行っていく、そう

いうこととか、あと運転免許証の返納をど

んどん推奨するために、人生１００年ドラ

イブという取組がありましたけれども、こ

ういうものを継続的に行っていかれるこ

とになるのか。それから特に頑張ってほし

いと思っているのは、自転車のマナーとと

もにヘルメットの着用です。なかなかヘル

メットの着用が進まない。見ていても、何

か減ってきているような気がするんです

けど、なかなか進まないと感じています。

特に大阪府は全国ワースト１やそうです

けども、自転車とかの関連する事故が非常

に多いのに、ヘルメットをかぶる人が少な

いのは悲しいと思うんです。これは、しっ

かり行政としては進めていかなあかんと

思っています。当然、警察も啓発をやって

います。この辺の取組、少し強化していた

だきたいと思いますが、令和７年度に向け

て、どんなふうに考えておられるか、御答

弁をお願いしたいと思います。 

 それから、８番目、公共交通確保維持事

業、これは地域公共交通推進計画の中でも、

特に私は自転車のことについて聞いてき

ました。サイクルポートは今４５か所あっ

て、さらに協議が整い次第、増やしていき

ますということでございました。 

 ＪＲ千里丘駅にも実はあるのを、この前

見つけました。地下の駐輪場にありました。

これは分からんと思いました。地下駐輪場

にぽつんとありましたけど、なかなかこれ

は難しいと思います。場所の選定が難しか

ったかもわかりませんけども、阪急摂津市

駅については、川のそばの駐輪場横にあり

ます。これはなかなか分かりにくい。駅と

いえば、一番起点になるようなところです

ので、もっと分かりやすいところにつけた

らいいのにと思うんです。特に駅周辺の自

転車問題は、前々からございますが、例え

ば阪急摂津市駅にはまだまだレンタサイ

クルが存在しますので、これは自転車の総
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数を減らすには寄与していると思うんで

すけど、ＪＲ千里丘駅はなくなりました。

御存じのように、昔は２件ありました。一

つはマイケルといって、今の宮脇書店の奥

のところにあったんですけど、早くになく

なって、もう１個、ＪＲがやっていました

駅リンくんも去年、撤退をしてなくなって

しまいました。結局、レンタサイクルがな

くなってしまったから、自転車の流入がど

んどん増えるのではないかということが

ありました。それで今、サイクルポートと

いうことで、期待もしているんですけども、

なかなか目指すところの設置が難しいと

いうのがあるわけです。こういう駅周辺の

自転車問題と今のサイクルポートとの関

連で、もう少しいいところに設置ができな

いものか、検討はお願いしたいと思うんで

す。この辺の検討の方向性についてお願い

したいと思います。 

 それから、もう一つ、ＪＲ千里丘駅西口、

これはまた所管が違うわけですけど、自転

車の問題だけいいますと、今、完成予想図

を見ていると、自転車置き場が非常に少な

い。住居用の自転車置き場はタワーマンシ

ョンの２階とか３階にあります。一方で、

商業用の自転車置き場は非常に少ないで

す。かつてのフォルテ摂津と同じようなこ

とになるん違うかと危惧するんです。 

 フォルテ摂津は、当時、自転車が無法地

帯になってしまいまして、山積みになって、

真ん中に通路ができるような、そういう悲

惨な事態になっていまして、それを解決す

るのに随分時間がかかりました。今はほん

まにラックを並べていただいて、整然とさ

れています。撤去もしていますけども、昔

は撤去もされないし、何かもう自転車の上

に自転車を積み上げるような、ひどいこと

になっていました。結局は、管理上の問題

です。いろんなことが相まって、結局、テ

レビで放映してもらって、すっと解決へ向

かったというようなことがありました。そ

の二の舞にならないかと思いますけども、

この辺、担当課として、自転車問題につい

てどんな考え方をされているのかについ

ても、併せて聞いておきたいと思います。 

 次に、９番目、都市再生地籍調査事業で

す。昨年に引き続き鶴野２丁目の３ヘクタ

ールの部分を進められるということでご

ざいます。なかなか、少しずつ着実にとい

うか、慎重にというか、進められておりま

す。非常に長い取組になるんだろうと思い

ますけど、粛々と進めていただいて、災害

があったときとかの復興を加速させると

か、いろんな意味がありますので、計画的

に、着実に進めていただきたいということ

でお願いしておきます。これは要望としま

す。 

 １０番目、駅前広場施設管理事業につい

てです。ＪＲ千里丘駅東口の修繕をするこ

とに対しての準備事業として、自転車ラッ

クを移動させたりとか、そういうのものの

手数料であるとか、一応、いろんな関係者

と調整するための着手の支援業務なんか

が行われるということでございました。 

 既にＪＲ千里丘駅東口の実施設計は終

わっていると思うんですけど、実施設計に

基づいて、改修の概略です。それと、工事

の実施につきまして、これは令和７年度の

途中から入るといったり、令和８年度に入

るといったり、今は令和９年６月のＪＲ千

里丘駅西口の再開発に間に合いませんみ

たいなことも言われていますけども、実際、

どれぐらいの工事期間、スケジュールで考

えられているのか、聞いておきたいと思い

ます。 

 それから、もう一つは、ＪＲ千里丘駅東
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口の活性化です。ハード面の活性化も、イ

ンフラ整備も非常に大事やと思いますけ

ど、ソフト面といいますか、フォルテ摂津

商人会が活性化を担っているわけで、なか

なか店舗も単一化してきて、活性化が厳し

い状態になっています。こういった部分を

併せて、どんなふうに活性化させていける

のか、ここは大事やと思うんですけど、何

か考えがありますか。一応、お聞きしてお

きたいと思います。 

 それから、１１番、千里丘三島線道路改

良事業について、今、係争中であるという

ことと、それから今後検討しますというこ

とでございました。あと残りのところは阪

急京都線連続立体交差事業が完成すると

きに合わせて工事をすると私は認識して

いましたので、まだ随分かかるんです。だ

から、もし係争がまとまって、境界がまと

まって触れるようになったら、もっと早く

やっていただきたいということを、これは

要望しておきたいと思います。 

 この間、見てましたら、何か故障箇所だ

けやり直して、障害物がのけてありました。

多少なりとも通りやすいようにしていた

だいたということで、感謝しております。 

 あとは拡幅をしっかりと、早い時期に、

合意した段階で検討していただきたいと

いうことをお願いしておきます。 

 それから、道路整備です。 

桜町にあるサンドライビングスクール

はこの７月で閉鎖すると言われています。

２回も聞きにいったら、やっぱり７月もし

くは８月、今通っておられる人が全員卒業

したら、閉鎖になると話を聞きました。そ

れで、間違いないだろうと思いますが、そ

の後、何になるかはまだ全然決まっていな

いそうです。御存じのように、あの場所は

堤防の道路が狭くなっていて、サンドライ

ビングスクールの入口のところで狭くな

っていて、歩道もついていない現状で、し

かも人通りが多いです。病院に行かれる方

とか、車も多いです。沢良宜西の方も、よ

く車で通られます。道路整備、安全対策、

歩道設置、これは切望されていることなん

ですけども、お考えをお聞きしておきたい

と思います。閉鎖されるといったことに対

して、どういう構えを見せはるのか、担当

課として、どういう心構えなのか、聞いて

おきたいと思います。 

 それから、１２番目の特定空家です。今

は特定空家を増やさないという方針で進

められているということと、それから統計

では、平成３０年度と令和５年度とを比べ

るとすごく減ったということで、成果が上

がってきているというお話でございまし

た。それはそれで一定評価をしたいと思い

ますし、これからもどうかしっかり取り組

んでいただきたいと思っています。 

 空家等対策計画の中に、実は住宅セーフ

ティネットというのが書いてあります。こ

れは、住宅マスタープランにも書いていま

す。もう随分前のプランから書いていまし

て、住宅セーフティネットについて、どう

いう制度なのかと、現状どうなっているの

かと。どこをどういうふうにやられている

かも踏まえて、教えてください。 

 それから、もう一つ、空き家の問題で、

私は一つ、案件を聞いていて、なかなか前

に行かへんのがあります。それは、千里丘

東２丁目で、今から５年ほど前、火事にな

って、そこでお二人の方が亡くなりまして、

そこは空き家になっています。そのままず

っと放置されていまして、地域からやいや

い言われる中で、なかなか権利関係も難し

いようです。１階部分の開けっ放しのとこ

ろは蓋をして、人が入らんようにされてい
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ますけど、２階の窓は火事の後、窓がない

ままです。そういう状況になっているので、

解体をしてほしいと地域の声を非常に強

く聴いているんですけど、なかなか動かな

いということで、これはどんなアプローチ

をしているのか。あまり詳しくは言えない

と思いますけども、対応をちゃんとしてい

ただいているのかどうかについて、併せて

聞かせてもらいたいと思います。 

 １３番目、多世代同居・近居支援事業で

す。最近、多くの方に使っていただいて、

新しい住宅が建っているということにも

比例すると思うんです。マンションもどん

どん、安威川以北は建っていますから、そ

れに比例するだろうと思いますけど、周知

方法が、転入時にチラシを配っていただく

と。転入で来たときに、チラシを一緒に渡

していただくのと、ホームページで公表し

ていただいているということでございま

すけど、中には知らないというか、知らん

かったわという人がいてはります。そうい

う制度があるなら、ぜひ申し込みますとい

うのを何人かから聞きました。例えばもう

少し積極的に、こういう良い制度なので、

より摂津市を選んでもらえる、魅力を感じ

てもらえるようにするために、仲介業者に

そういうことをお知らせして、こういう制

度がありますということを言ってもらう

ことも一つの方法だと思います。 

 仲介業者もいろいろありますから、市の

開発協議基準の中に、「開発者は、住宅入

居者の自治会への加入促進に努め、開発区

域に該当する自治会へ情報提供を行うと

ともに地域との協議が必要な場合は積極

的に取り組まなければならない。又、独自

に自治会を立ち上げる場合は、積極的に協

力するものとする」と書いてあるんです。

この委員会で要望して、入れてもらったん

です。そういう項目もあるので、こういう

ことをちゃんと守ってもらえる開発事業

者については情報提供するというか、言っ

てもらうということを前提として、そうい

う事業者にもこういうことをお知らせし

てもらうということも一つの方法だと思

うんです。この辺のもう少し積極的な広報

をするということについて、一度、御意見

をお聞きしておきたいと思います。 

 次に１４番目、震災対策推進事業につい

てでございます。耐震改修促進で、耐震化

率が今８５％と言われました。９５％の目

標で、８５％です、これは必ず進んでいく。

なぜなら、建て替えがあるから。建て替え

が進む中で、プラスいろいろ取組をされて

います。例えば、木造密集地域に、日本木

造住宅耐震補強事業者協同組合の人と協

力して、チラシをまいて、相談会をやって、

少しでも耐震改修してもらうということ

とか、あと除却についても補助が出るんで

す。そういうものについての周知をすると

か、いろいろやっていただいていると思う

んですけども、毎年、住宅耐震化緊急促進

アクションプログラムというのを作成さ

れています。そういう目標を１年ごとに出

してあります。当然、２０２５年も作成を

されるだろうと思いますけども、耐震診断

とか耐震改修の目標数について、どういう

ふうにされるのか。また、住宅耐震化緊急

促進アクションプログラム２０２５とい

うのが作成されると思いますので、目標値

などを教えてください。 

 それから、もう一つ、この事業中にブロ

ック塀の撤去補助金が入っています。大阪

府の補助がなくなっているから、市単独で

やっています。これは一定評価したいと思

うんです。毎年４件とか、それに該当する

補助が出ています。前から何回も言ってい
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ますけど、単独でやるんやったら、摂津市

は私道が結構あります。要は、市が認定し

ていない道路、そこに面しているブロック

塀は、私道やから補助できませんと言われ

るんです。認定道路とか、もしくは法定外

道路、もしくは公園とか、そういうところ

でないとあかんと言われるので、これを撤

廃して、ぜひ私道に面したのも対象に入れ

てほしい、同じように税金を払っているん

やから、そういう声が出ていますけども、

検討できないのか、お聞きしたいと思いま

す。 

 それから、１５番目、狭隘道路の整備工

事でございます。令和６年度、５０件の相

談があって、そのうち２８件が広がったと。

一方で、２２件は広がらなかったというこ

とです。中心から２．４メートル、摂津市

の基準までは下がらなかったと。これは、

法律上は合法です。だけども、道路を広げ

ていきたいという市の方針から外れてい

ました。できたら、２．４メートルまで下

げて、Ｌ型側溝にして、自主管理でもいい

から、そういう形状にしてもらおうという

交渉をするのがこの取組の趣旨だと思い

ます。水も漏らさんとぜひやってください

と前から言っていますけど、結構、漏れ漏

れやと感じています。いろいろ紆余曲折あ

ったかもしれませんけど、もう一回、引き

締めしていただいて、とにかく担当課とし

ては下がってもらわないと駄目ですとい

うぐらいの強い姿勢が必要です。いろいろ

土地の利用もあると思いますけど、ここは

強く、ぜひとも、そう簡単には妥協を許さ

ないぞという姿勢で、道路の拡幅を目指し

ていただきたいと思います。これは切にお

願いしておきますので、よろしくお願いし

ます。要望といたします。 

 それから、１６番目、公園維持管理事業

についてでございます。緑の基本計画の後

期計画は、国・府の方針に基づいてつくっ

ていくということでございますので、しっ

かり、また良い計画をつくっていただくと

いうことでお願いしたいと思います。 

 その中には、当然、また協働による取組

を入れていただけると思いますし、今、話

題のインクルーシブ公園とか、特色のある

公園づくりとか、そういうものが入ってく

ると思っています。なので、より市民に愛

されるというか、利用していただける、そ

の基になる計画にしていただくようにお

願いしておきたいと思います。よろしくお

願いします。これは要望です。 

 続きまして、１７番目、自主防災組織支

援事業についてでございます。 

 自治会が解散した場合、どうでしたかと

聞いているんですけど、自治会が解散して

も、これは自主防災会でやっているので、

参加されていますということでした。実際、

どうなのかというのは、連絡も来ないとい

う状況になったりすることがあるので、自

主防災組織もどこまで今の形態のままで

継続していけるか、私はクエスチョンだと

思っています。主体が自治会になっていま

すから、主体のままでいけるかどうか。ど

こかで違うものになっていかないと、存続

できないところも出てくると思います。こ

れは柔軟にぜひとも先々を考えていって

いただきたいと思っています。 

 例えば、防災サポーターがもう少し表に

出てくれるように、これはしっかりと研修

もしながらやっていかなあきませんが、も

っと防災にいろんな思いを持っている人

たちも入ってこれるような、そういう組織

につくり替えていくことも一つの方法だ

と思います。自治会加入率がどんどん低下

していって、今、４割ぐらいになっていま



- 9 - 

 

す。だから、そういうことも視野に入れて、

今後の自主防災組織というのは考えてい

かないといけないと思いますので、そうい

うところもぜひ入れといてください。 

 それから、１８番目の防災資機材及び備

蓄用品整備事業についてでございます。こ

れは、コミュニティ防災資機材倉庫に置か

れている発電機を定期的に動かさないと

動きませんという話をしました。 

 自主防災会に点検を委託するというこ

とでございます。これはなかなかしんどい

のに毎月なんかできへんみたいな話が出

てくると思うので、少し丁寧にやっていく

と。誰かが毎月、２か月に１回でもいいで

すから、行って、動かして、いざというと

きに動くようにしておくということが大

事だと思います。そういういざというとき

に使えるようにするための維持管理もし

っかり進めていただきたいと思います。し

っかり計画をつくっていただくというこ

とで、これは要望としておきます。 

 次に、１９番目の防災訓練事業です。防

災演習を今回、再開されるということで、

中身をお聞きいたしましたけれども、今ま

でなかったような、例えば消防と自衛隊に

よる救助活動とか、キッチンカーによる炊

き出しであるとか、新しいことを入れられ

ているということは一定評価したいと思

います。以前は、防災演習を停止するとい

うことについて、担当者からは、今、イベ

ント性が強いので、どちらかというと現実

に近い、災害時に役立つ訓練とか演習をし

たいんだと言っておられました。 

 多くの自治体もそうですけど、全市一斉

防災訓練をよくやっています。吹田市もや

ってはります。災害というのは、全市一遍

に起こりますから。大阪府がやっているよ

うな、メールが来る８８０万人訓練とは違

うんです、また。ちゃんとそれぞれの自主

防災会で訓練も同時にやると、そういうこ

とをやられています。そのときに、自主防

災会と災害対策本部とで連絡を取る、そう

いうことも一緒にやるということで、実際

にそうせなあかんから、そうやってはるわ

けです。そういうリアルな訓練を実施する

ことが非常に大事だと思っているんです

けど、その辺の考え方について、例えば、

防災演習も単発ではなくて、全市一斉でや

るときに一緒に組み込んでいく。災害対策

本部の訓練も兼ねてやるとか、そういうこ

とも併せてやるとか、いろいろ考えていく

べきだと思いますけども、その辺の考え方

を教えていただきたいと思います。 

 それから、２０番目の避難所運営マニュ

アルの策定です。令和５年度、令和６年度

と続けてこられまして、令和７年度もまた

引き続き旧味舌東小学校区で行われると。

味舌小学校と正雀体育館についてのマニ

ュアルをつくっていかれるということで

ございます。 

 実際の災害になりますと、指定された避

難所に避難収容できる避難者はごく一部

になります。住民のうち、本当に今、一人

の面積でいくと４平米とかで、収容人数が

少なくなっています。そのほかの人は自宅

とか、車中で避難生活をしたりというのが

強いられるわけです。特に、地震の場合は

余震が怖いから家の中にはいたくないと

か、最初の段階はそういうことになります。

だけども、昼間は家の片づけもせなあかん。

家からあまり離れたくない。ペットがいる

から家から出られないとか、いろいろな理

由があって、自宅におられる方が結構大半

になります。 

 摂津市の地域防災計画の第３編に地震

災害応急対策計画というのがありまして、
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その第１４節に、自発的受入れというのが

あります。その中の集会所の位置づけです。

集会所は、摂津市の場合に限っては、たく

さんあります。身近な地域に集会所があり

まして、これを防災の拠点として位置づけ

ることは非常に有意義やと私は思います。 

 例えば、自宅で避難生活をされている方

の安否確認をしたりとか、いろんな救援物

資が要ったりします。そういうものの活動

拠点というんですか、地域における拠点が

ないわけです。だから、集会所を中心に、

これは単位自治会とかになりますけども、

組織をして、そして自宅避難者の安否確認

をしていくとか、避難所は市が運営してい

ますから、そこに物資があるわけですけど

も、そこからいろんなものをまたサテライ

トで受けて、それをまた自宅避難している

ところへ配っていくとか、そういうことが

できるんです 

 だから、集会所をそう位置づけて、そし

て自治会等の活動拠点でもあるけれども、

災害のときには災害拠点とすれば、防災の

補助金等をうまいこと使って、耐震化も進

めていける可能性がある。今の避難所運営

マニュアルだけではなくて、そこと今のサ

テライトになる部分と連動させて、実際に

災害があったときには、本当にちゃんと活

動できるように、避難所は避難所でやるけ

ども、避難所とサテライトもちゃんと連携

を取って、まち全体の防災対策ができるよ

うに計画をつくっていくことが可能だと

思います。集会所を地区の防災ステーショ

ン化していくという考え方について、一度、

お考えを聞いておきたいと思います。 

 次、２１番、表示板製作委託料について

でございます。これは、令和６年度と令和

７年度で全て整備ができますということ

でございます。出前講座のときに、避難所

と緊急避難場所の区別が分かりにくいと

いう意見が多かったということから進め

ていかれたということでございます。これ

は一定評価をしておきたいと思いますの

で、粛々と整備をお願いしたいと思います。

これは要望です。 

 次に、２２番、防災マップ作成委託料で

す。令和７年度は安威川以南の地域をまた

選定してやっていくということをお聞き

しました。防災マップは、多分、１回作っ

たものをまた作り替える、もしくは２回目

の作り替えということになっていると思

うんです。この考え方について、順番にず

っとまた作り替えをしていくのかどうか

について聞いておきたいと思います。 

 次に、２３番のマンホールトイレの整備

負担金についてでございます。令和７年度

では３校の小・中学校にマンホールトイレ

を設置するということでございます。割り

かしプライバシーが確保されているテン

トということでございますので、しっかり

また確認したいと思います。一方で、トレ

ーラートイレについて以前に、市の方針と

しては導入していこうと、借りてくるとい

うことでおっしゃっていました。 

 トレーラートイレは、今回の国の防災メ

ニューの中にも、これを導入する費用をあ

てがうことができるようになっています。

今、箕面市がやっているんですけども、実

は、一般社団法人助けあいジャパンという

団体がありまして、ここがトレーラートイ

レを導入するのをお手伝いしているわけ

です。どういうやり方をするかというと、

クラウドファンディングをして、集めたお

金で、大体１台８００万円ぐらいするんで

すけど、それを導入して、あと協定を結ぶ

んです。トレーラートイレを持っている市

町村と協定を結んで、そして、その協定を



- 11 - 

 

結んでいる自治体のどこかが被災に遭う

と、そのトイレを持っていくんです。まず

避難所に持っていって、衛生的なトイレを

確保するという取組をやっています。 

 今回の能登半島地震のときも、箕面市が

いち早くトイレを持っていったそうです

けども、そんなふうに、結構、これはやっ

ている。阪南市もやっています。こういう

のも一つ、検討するべきだと思います。こ

れはしっかりぜひ勉強していただきたい

と思いますので、要望としておきます。 

 次に、２４番目、マイタイムラインの関

係でございます。５０自治体ほど参加をし

ている全国ネットワーク国民会議という

のがあると。そこへ加入をされているとい

うことでございました。 

 マイ・タイムラインの普及は非常に大事

やと思います。国土交通省も随分、これは

奨励をしています。ホームページにもそれ

が出てきますけども、以前に鬼怒川が氾濫

をしました。そのことをきっかけに、その

地域で逃げキッドというものを作られて

います。それを基に、国土交通省が取り上

げて、そして今、全国展開をして、ユーチ

ューブで説明動画を上げまして、ワークシ

ョップで逃げキッドの作成を展開してい

ます。これは本市でも紹介したことがあり

まして、それに基づいて、一度、作ってい

ただいたと思うんです。 

 今回の本市の水害対策ガイドマップに

ついても、マイ・タイムラインのことが載

っています。マイ・タイムラインを作れる

ようになっていますが、配っただけではほ

んまに活用してもらえない。保存してもら

うのも厳しいと思いますから、ぜひともこ

れを使っていただいて、ワークショップで

マイ・タイムラインを作る活動を展開して

いただきたいと思うんです。できれば、ホ

ームページにもそういう作成の動画をア

ップして、それを見たらできるようなやり

方とか考えていただいて、マイ・タイムラ

インの普及に力を入れていただきたいと

思うんですが、お考えをお聞かせください。 

 次に、２５番目、防災士取得費用助成金

についてでございます。令和６年度の実績

では、男性６名と女性３名ということで、

令和７年度は１０名の目標ということで

ございます。 

 半額を補助していただけるということ

でございますが、なかなか市民に対する周

知がよくないと思っています。どのように

周知をされているのかについてお聞きし

たいと思います。 

 ２６番目、個別避難計画の策定でござい

ます。これも努力義務で始まっていますけ

ども、各市で、これは重要なことやという

ことで取り組まれています。なかなか進ま

ない。いろんな部署と連携しないといけな

いということで、摂津市の場合は、令和３

年度から難病の人を優先に進めていると

いうことで、先だって２件についての発表

がありました。説明会がありましたけども、

この個別避難計画について、令和７年度の

取組をお聞かせください。 

 それと、個別避難計画をつくるには、当

然、福祉避難所に逃げていかんとあかんと

思うんですけど、福祉避難所の摂津市の設

置状況についても聞いておきたいと思い

ます。 

 次に、２７番目の広域避難についてでご

ざいます。広域避難についての万博のとこ

ろで、今、具体的に検討するということで

ございまして、広域シミュレーションの動

画がホームページに載っています。それで

いくと、鳥飼地域から一斉に万博を目指し

て車で行ったら、１０時間から３０時間か
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かりますと。歩いたら１時間ほどで行ける

かもしれませんけど、車だったらそれぐら

いかかりますということで、ほかの方面の

検討も必要になると、そのビデオでは言わ

れています。いろんな方面に逃げてくださ

いということになります。 

 広域避難の検討は、今は万博になってい

ますけど、そういう考え方でいくのか、分

散の避難場所を設定していく考えになる

のか、いやいや、それはもう勝手にやって

くださいという話になるのか、そこを聞い

ておきます。 

 それから、もう一つは、地域防災計画の

中にもそれぞれの役割というのがあって、

バス会社の役割があります。バス会社は、

早い時期に市民を乗せて避難させる、そう

いう役割が書いてあります。これは、市内

のバス会社やったら近鉄バス、阪急バス、

千里山バスもあるかもしれませんが、そう

いうバス会社の役割が書いてあります。実

際はどこへ逃げていくんやという話とか、

どうやって逃がしていくんやという話と

か、バスそのものも避難させなあかんとい

う話とか、いろんなことが絡み合って、そ

ういうものを整理しないといけないと思

いますけれども、その辺の考え方も併せて

お答えいただきたいと思います。 

○野口博委員長 浅田課長。 

○浅田資産活用課長 それでは、質問番号

１、財政に関する質問の中で、令和７年度

内に土地の売却が可能であるかというお

問いでございます。 

 まず、旧別府公民館用地につきましては、

境界部分の整理ができましたので、公募し

て令和７年度に売却が可能であると考え

ております。 

 もう一つ、旧市民活動支援センター用地

につきましては、公図の訂正について、法

務局に相談を行っている状況でございま

す。こちらにつきましては、整い次第にな

るんですけれども、また売却の手続を行っ

てまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 妹尾副理事。 

○妹尾総務部副理事 それでは、２回目の

御質問にお答えいたします。 

 千里丘駅西地区で、売払収入の見込みの

件でございます。１街区につきましては、

令和９年６月には完成予定ということで

ございますので、それ以降に市の売払収入

の見込みというのはしておりまして、財政

でも、その収入が入ってくる見込みで中期

見通しを立てておるところでございます。 

 その収入の見込みにつきましては、土地

開発基金を令和４年度に千里丘駅西地区

駅前再開発事業分の移転補償の分で使っ

た約１４億８，６００万円を運用しており

ます。その分が戻ってくるかというお話で

ございましたが、令和９年度に売払収入が

入ってくるということで、土地開発基金で

運用していた分は基金に戻すという見込

みで、見通しを考えておるところでござい

ます。 

 もう１点、決算見込みで、令和６年度の

主要基金の取崩しにつきましては、１０数

億円の見込みということを申し上げてお

ります。あと令和９年度の基金の不足の額

につきまして、私が誤った数字を申し上げ

ていたのかもわかりませんけれども、現時

点では９億円ほどの主要基金がマイナス

という見通しを出しております部分は、特

にそこから新しい見通しを出していると

いうことではございません。ただ、今後、

赤字ということになってはいけないとい

うところで、そうならないための事業見直

しを含めて、財政健全化プランのお話をい
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ろいろ出させていただいております。そう

いった努力をしまして、赤字を出さないと

いう方向でと考えておるところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 辻副理事。 

○辻総務部副理事 それでは、質問番号６

番、防犯カメラの設置場所の決定に関する

お問いにお答えいたします。 

 現在、防犯カメラは市内に１８０台設置

しておりまして、そのうち、先ほどおっし

ゃいました明和池公園を含めまして、公園

やちびっこ広場には１５台が設置されて

おります。 

 設置場所につきましては、自治会からの

要望等があった場合などにつきましては、

それが公園である場合も含めて、摂津警察

署と情報共有を行いながら、摂津警察署と

協議の上、設置場所を決定しておるところ

でございます。 

 以上です。 

○野口博委員長 永田部長。 

○永田建設部長 それでは、７番目の御質

問にお答えさせていただきます。 

 まず、セッピィジャンパーについてでご

ざいます。高齢者の運転免許証自主返納支

援事業として、市内在住の６５歳以上で運

転免許証を自主返納された方で、申込みに

来られた方には配布させていただいてい

る事業でございます。申込みに来られた方

には、申請の際に、交通安全の啓発も行っ

ております。 

 令和７年度におきましても、継続して実

施していく予定でございます。 

 続きまして、人生１００年ドライブの件

でございます。こちらにつきましても、高

齢者の運転免許証自主返納者に対して引

き取り手のない放置自転車を無償譲渡す

る取組でございます。 

 これまでの取組の中で、譲渡会で自転車

を選んでいただいて、試乗する際にバラン

スを取ることが難しい方も見受けられま

した。また、近年、放置自転車の減少によ

りまして、譲渡する対象の自転車の確保が

難しい状況でもございます。それから、自

転車用のヘルメットを支給する取組をし

た際に実施したアンケート結果によりま

すと、免許証返納前から自転車を持ってい

る方が約８割おられたという結果がござ

いました。こうしたことから、令和６年３

月末をもって新たな受付を一旦休止して

いる状況でございます。 

 現在、申込みの待機者はゼロであります

ので、令和７年度も休止の状況になろうか

と思います。 

 それから、自転車マナー等のヘルメット

についてでございます。自転車マナーの向

上については、厳罰化の強化もされていま

すので、これまでどおり、引き続き街頭キ

ャンペーンや各種交通安全教室の機会を

捉え、効果的な周知・啓発等を実施してい

きたいと考えております。 

 それから、先日も御答弁させていただき

ましたように、運転免許証を持っていない

方を対象にした新たな交通安全教室を摂

津警察署と実施していく予定で、検討中と

いうことでございます。 

 それから、また同じような答弁になろう

かと思いますが、自転車用のヘルメット着

用に係る周知の取組については、改正道路

交通法の施行前の令和５年３月２７日に

摂津警察署と街頭キャンペーンを実施し、

ヘルメット着用の啓発をはじめとする交

通ルールの遵守を呼びかけております。 

 施行後は、イベント時に自転車用ヘルメ

ットの展示やチラシの配架、また春・秋の
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全国交通安全運動中の街頭キャンペーン

や高齢者の交通安全大会、市内６か所で実

施する運転者講習会などの機会を捉え、自

転車ヘルメットの着用の努力義務化に関

するチラシ、自転車の交通ルールを学べる

ＤＶＤを活用した周知・通知関係を実施し

てまいりたいと考えております。 

 続きまして、８番目の千里丘駅西口の自

転車駐車場の設置の検討、方向性について

の御質問でございます。千里丘駅西口につ

きましては、現在、再開発事業を進めてお

ります。その中で、自転車駐車場の確保に

努めているところでございますが、内容と

しましては、大規模小売店舗立地法の必要

台数、それから開発従前にあった自転車の

台数の合計を設置台数として予定してい

るところでございます。 

 あと、シェアサイクルにつきましては、

現在、千里丘駅東口、委員がおっしゃるよ

うに、フォルテ摂津の地下のところに５台

ほど設置しております。その他の敷地につ

いても、これはソフトバンク系のＯｐｅｎ

Ｓｔｒｅｅｔが民有地も探して、台数を増

やすような検討はしておりますが、なかな

か場所が確保できないというところでご

ざいます。 

 また、千里丘駅西口につきましても、シ

ェアサイクルの設置は進めていきたい考

えではございますが、ＪＲの駅前というこ

とで、多様な需要が高いことから、スペー

スの確保が困難な状況であります。しかし、

引き続いて設置に向けた調整は継続して

まいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 寺田副理事。 

○寺田建設部副理事 それでは、質問番号

１０番の２回目のお問いに対して答弁さ

せていただきます。 

 千里丘駅東口の再整備に当たりまして、

大きな三つの観点でのお問いであったか

と思います。 

 まず、工事実施設計の概要ということで

ございます。現時点で考えさせていただい

ているイメージについてお答えをさせて

いただきたいと思うんですが、千里丘駅西

口再開発におけます都市景観との一体感、

これは当然、共有をさせていただきながら、

橋上連絡通路の既存の柱等を活かしまし

て、屋根の材質やタイルの舗装材の改良、

バス停の屋根材の改良を図るなど、フォル

テ摂津と千里丘駅の東西一体の駅前広場

空間の再整備を図るよう検討をさせてい

ただいているような状況でございます。 

 その具体的な内容、要素としまして三つ

ございます。まず、バリアフリーの改善と

いうことで、高齢者、障害者の方の利便性

確保の視点でございます。二つ目には、老

朽化対策ということで、駅前広場の機能、

構造上の劣化によります、危険性の排除と

いう視点での内容、三つ目といたしまして

は、にぎわい空間としての再編ということ

で、もちろん交通利便性、駐輪の台数の確

保も維持しながら、新たな魅力創出の空間

づくりもこの中で検討させていただいて

いるところでございます。 

 二つ目に、着工時期ということでお問い

がございました。令和７年度につきまして

は、工事着手の支援ということで、工事発

注に向けての内容です。先日も御答弁させ

ていただきましたが、工事着手につきまし

ては、令和８年度以降で、工事の実施の期

間といたしましては約２か年がかかるス

ケジュール感を考えてございます。ただ、

関係者との協議によりまして鋭意進めて

まいりますが、工事実施に当たりましては、

当然、国庫補助を最大限活用させていただ
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くとともに、駅の利用を閉ざすことなく、

可能な限り施工範囲を確保しながら、利用

される方にはかなり御不便をおかけする

内容にはなってこようかと思いますので、

御理解、御協力をいただきながら進めてい

くことが求められると考えてございます。 

 所管課としましては、先ほど申しました

ように、円滑な工事発注に向けて、令和７

年度は取り組んでまいりたいと考えてお

ります。 

 最後に、活性化の視点でのお問いでござ

いました。現在、千里丘駅西口の再開発事

業では、特定建築者で工事は進行中でござ

います。基盤整備については、市で着々と

整備を進めている状況でございます。 

 特定建築者からは、提案内容の中で、エ

リアマネジメントの方針が提案されてお

ります。市の再開発の方針とも整合されて

いる中で、「つなぐわ、広げるわ、育むわ」、

この持続的な実現に向けて、周辺地域と連

携し、地域の魅力発信やにぎわい創出を目

的としたエリアマネジメントを展開する

とお聞きもいたしております。 

 取組としましては、交流活動や文化を創

ったり、周辺地域を含めた交通利便性、そ

れらの活動を地域と住民と、それと商業の

活性も含めて、検討されるということもさ

れております。ただ、駅周辺では現在、住

民有志でされております千里丘まちづく

り協議会、これらの住民主体の活動も盛ん

に行われております。このような動きの中

で、行政と民間、地域と関係者により、千

里丘駅西口の再開発の進行と併せまして、

東口の活性化も一層進むことが期待され

るところかと、所管課としては感じるとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 永田部長。 

○永田建設部長 それでは、１１番目の御

質問にお答えさせていただきます。 

 道路整備について、サンドライビングス

クール横、大正川沿いの道路についての御

質問であったかと思います。 

 当該道路につきましては、狭小な道路で

あり、これまで安全対策について、摂津警

察署及び地元自治会とも話合いをしてま

いりました。道路の一方通行化だとか、現

在、付いている押しボタン式の信号は、摂

津警察署、茨木土木事務所、地元自治会と

も相談した中で、安全対策として設置した

経過がございます。 

 事業所側の立地条件により、拡幅という

のが困難な状況でありました。今回、委員

がおっしゃるように、閉鎖というところは

認識しているところであります。 

 そういった中で、これから開発が出てく

るものと思われますが開発に合わせて、道

路の拡幅が可能かどうか、その辺は指導し

ていきたいと思っていますし、建築課、道

路交通課、道路管理課、部内連携を取って

取り組んでいきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 江草副理事。 

○江草建設部副理事 １点目、特定空家に

ついての御質問にお答えさせていただき

ます。 

 まず、住宅セーフティネット法、この法

律は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅

の供給の促進に関する法律ということで、

これから単身者とか単身の高齢者の増加

が見込まれるという中で、住宅セーフティ

ネットの制度といたしまして、そのような

方への住宅供給を進めていくという法の

趣旨であると認識しております。 

 摂津市の空き家の状況を御説明させて

いただきますと、特定空家等につきまして
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は、当然、そのままでは居住ができないよ

うな住宅状況となっております。また、本

市で相談を受け付けておる案件につきま

しては、ある程度、手を加えれば住める状

態で、御相談いただいた中では、リフォー

ムの方法とか、あと流通に乗せるための不

動産業者の紹介、そういうところで支援し

ておる状況でございます。 

 続きまして、千里丘東の空き家について

でございます。この空き家につきましては、

今年の１月末に特定空家に認定いたしま

して、その後の手続を粛々と進めておる状

況でございます。今後、法に沿った形で、

対応を進めていくという予定をいたして

おります。 

 続きまして、多世代同居・近居支援事業

についての御質問にお答えさせていただ

きます。 

 周知方法でございます。委員からいろい

ろ御提案いただいたところでありますけ

ど、現在、私どもで行っておる周知方法に

つきましては、多世代同居・近居支援事業

に該当する方がまず通るところ、市民課に

おいて住民登録をするところで情報を提

供することが一番効率的な周知方法であ

ると考えております。 

 その他、委員から御提案いただいたよう

な方法についても、有効であるかどうかと

いうのも、また検討してまいりたいと考え

ております。 

 次に、震災対策推進事業でございます。 

 本市の令和６年１２月末の推計値でご

ざいますけれども、耐震化率８９．５％と

なっております。 

 アクションプログラム２０２５でござ

いますけど、このプログラムにつきまして

は、現計画につきましての２０２５年度の

実施の予定計画で、計画自体については、

引き続き令和７年度までの継続計画とな

っておりますので、大きな変更はございま

せん。 

 数の目標等というお問いでございまし

たけど、この耐震とかの対応につきまして

は、建物の所有者にやっていただかないと

いけないということになりますので、数の

目標を立てるのではなくて、どのような周

知なり啓発を行うことによって実施して

もらえるかを考えていくプログラムにな

っていくかと考えております。 

 続きまして、ブロック塀の補助を私道ま

で拡大できないかというお問いでござい

ます。 

 ブロック塀につきましては、あくまでも

所有者での管理物件となっております。一

定、どこかで線引きは必要ではないかとい

うことで、まず、市が管理者である道路に

ついて重点的に補助していっておるとい

う状況です。これにつきましては、平成３

０年に通学路について調査した結果で、経

年の確認及び啓発、戸別訪問を実施してき

ておりまして、令和６年の調査時点で、残

り７件となってきており、一定、このブロ

ック塀補助については効果を発揮し、次回

の見直しでは、在り方について検討してい

く必要があると考えております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 辻副理事。 

○辻総務部副理事 それでは、質問番号１

７番、自主防災組織の在り方についての考

え方についてでございます。 

 自主防災組織につきましては、地域住民

の方々が自分たちの地域は自分たちで守

るという意識に基づきまして、自主的に結

成される防災組織であります。市としても、

多様な主体がつながって防災活動に取り

組まれることが望ましいと考えておると
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ころでございます。 

 施設ごとの避難所運営マニュアルや地

域版防災マップの作成を現在行っており

ますが、その際、自主防災組織以外に、防

災サポーター、民生児童委員、校区等福祉

委員会、学校、ＰＴＡ、民間事業者など、

多様な主体が参加して取り組んでいると

ころでございまして、様々な角度からの共

助の姿をつくっていけたらと考えている

ところでございます。 

 続きまして、１９番の防災演習のお話で

ございます。 

 総合防災演習の意義は大きく三つある

と考えております。１番目につきましては、

災害時の応急対策業務の確認、それから２

番目といたしまして、関係機関とのさらに

顔の見える関係性の構築、それから３番目、

市全体の防災意識の向上といったものが

挙げられるかと思います。令和７年度につ

きましては、多くの関係者が参画し、協定

を締結した事業者との連携も視野に入れ

つつ、総合的に様々な演習を行う予定をし

ております。 

 防災演習と同時に災害対策本部運営訓

練を同時に行う予定は今のところいたし

ておりませんけれども、他市の事例等を収

集いたしまして、よりよい防災訓練につい

て、今後も検討してまいりたいと考えてお

るところでございます。 

 それから、質問番号２０番、集会所の避

難所利用についてでございます。 

 まず、避難所の収容人数が足りていない

というお話でございましたけれども、上町

断層帯地震Ａによる想定避難者数は約１

万１，０００人と試算されておりまして、

現在確保している避難所の収容可能人数

といたしましては、数字上は充足している

ような状況でございます。新たに地震時の

避難所を確保する場合につきましては、避

難者数が想定よりも上振れした場合でも

混乱がなく受入れが可能なことがメリッ

トとして挙げられると考えます。市として

も、集会所に自主避難をされることを妨げ

るものではございません。 

 一方で、デメリットといたしまして、新

たに緊急防災推進員として、地震発生後の

初動期に避難所の開設運営を行う職員を

捻出する必要があることや、避難所が増加

することにより、情報の収集伝達、救援物

資の配送などのオペレーションの複雑化

や、避難所閉鎖の際の集約の煩雑化などが

挙げられると考えます。 

 そのため、現時点におきましては、集会

所への自主避難は妨げないものの、避難所

として指定することは考えておりません。

ただし、避難所等に自主避難された場合に

つきましては、状況を確認するとともに、

避難所までお越しいただくことにはなり

ますけれども、救援物資を配布するなどの

対応を行うことは想定をしております。 

 それから質問番号２２番、防災マップの

作成についてでございます。 

 順番に作り替えをしていくのかという

お問いであったかと思います。こちらにつ

きましては、現在、安威川以南の水害リス

クの高い地域については広域避難、広域避

難がかなわない場合については垂直避難

を呼びかける資料として作成をしており

ますので、当面は、安威川以南の水害のリ

スクが高い地域を中心に作成をしていく

ことを考えております。 

 安威川以南のマップの作成が整った段

階で、また安威川以北についても、作るか

どうかは今後検討していきたいと考えて

おるところでございます。 

 続きまして、質問番号２４番のマイ・タ
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イムラインに関する取組に関する御質問

でございます。 

 自助、共助、公助のうち、最も大切なの

は自助であるということで毎回申し上げ

ておりますが、日頃から災害に備えて、災

害が発生したときには、自らの命を守る行

動を素早く適切に取っていただくことが

何よりも大事でございます。その行動をあ

らかじめ詳細に時系列を追って、家族等で

お話合いをしてもらうなどして決めてお

きましょうというのが、マイ・タイムライ

ンでございます。マイ・タイムラインの啓

発に関しましては、令和６年６月号の広報

せっつにおきまして、広域避難カルテの説

明と合わせて、マイ・タイムラインを紹介

させていただいたところでございます。 

 そして、マイ・タイムラインにつきまし

ては、令和７年２月に全戸配布した水害対

応ガイドブックにも掲載をさせていただ

いております。 

 それと併せまして、まいどおおきに出前

講座におきましても、必要に応じて、マ

イ・タイムラインの啓発にも取り組んでま

いりたいと考えておるところでございま

す。 

 続きまして、質問番号２５番の防災士に

関する周知のことでございます。 

 現在、防災士の資格取得に関する市民の

方々への周知については、ホームページで

の周知のみとなります。都道府県別の防災

士登録者数といたしましては、全国で３１

万５，０００名強がいらっしゃいまして、

大阪府は１万３，１４４名の状況でござい

ます。人口案分いたしますと、摂津市につ

いては、ほぼ平均的な防災士の数となって

おります。 

 続きまして、質問番号２６番の個別避難

計画の令和７年度の取組と福祉避難所の

設置状況に関する御質問に御答弁申し上

げます。 

 令和６年度個別避難計画２件の作成に

こぎ着けたというのは、もう御存じのとお

りでございます。令和７年度につきまして

も、難病患者について、引き続き取り組ん

でいくのと併せまして、災害時の避難行動

要支援者と申しますのは、身体障害者、療

育手帳の所持者、精神障害者保健福祉手帳

所持者、それから要介護認定者、一人暮ら

し高齢者などでございまして、摂津市内に

は対象者が約３，３００人ほどいらっしゃ

います。それらの対象者の個別避難計画を

防災担当部局で作成するのは物理的に不

可能であり、仮にできたとしても、相当な

年数が必要となってしまうところであり

ます。 

 他自治体におきましても、福祉部局が担

当するケースが主流であるため、本市にお

いても、保健福祉部との連携が不可欠であ

ると考えているところでございます。 

 また、福祉避難所の確保状況でございま

すけども、保健福祉課におきまして、社会

福祉法人と協定を締結していただいてお

り、現在７施設を確保済の状況でございま

す。 

 続きまして、質問番号２７番の広域避難

に関するお問いでございます。 

 委員がおっしゃいますように、多くの

人々が１か所を目がけて避難を行おうと

いたしますと、交通渋滞により想定以上の

時間を要してしまいます。そこで大事にな

ってきますのが、早めの避難開始でありま

す。家族単位で避難開始のタイミングや方

法をあらかじめ決めていただこうとする

のが、マイ・タイムラインのまさに考え方

でございます。 

 また、広域避難では、全市民が万博方面
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を一斉に目指すのではなくて、親戚の家や

知人宅、それから民間の宿泊施設などへの

広域避難についても併せて呼びかけをし

ているところでございます。 

 なお、今後の話にはなりますけれども、

市内のバス会社とも協議し、避難者に乗っ

ていただいて、バス車両ごと広域避難をす

ることも検討していく予定としておりま

す。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 ありがとうございまし

た。最後にしていきたいと思います。 

 １番目の財政の問題について、個別でい

ろいろ教えていただきました。土地売払い

の関係が千里丘駅西口での精算で返って

くるお話とか、いろいろあったと思います。

最後に、この財政健全化プランのお話にな

ると思うんですけども、何回も議論されて

います。昔、摂津市が陥った財政難とは少

し趣旨が違うんです。前は、何にもせえへ

んのに借金だけが多くて、何にもできへん

のにさらに切っていくというやり方をや

りました。とにかく切ることばっかりを考

えていたような数年間でございました。最

後は人件費を削るということで、人も減ら

せということで、退職者不補充ということ

もやりました。でも今はいろんなことやり

過ぎていて財政が危うくなっているとい

うことで、簡単に言うと、あれを止めたら

回復するんやけども、そうはいかなへんと。

今はシティプロモーションもあるから、摂

津市もできるだけよくしていこうという

意欲的な思いが強過ぎて、物価高騰があっ

て、変わってきたということなので、大分

違うと思うんです。この財政健全化プラン

は、こういう厳しい状況だけれども、何と

か最初に掲げた摂津市をよくしていこう

という部分は貫いていこうという思いの

下で進めていく計画になるんだろうと思

っています。 

 その上で、何とかお金を算段して、基金

を枯渇せんようにうまいこと残して、うま

く切り抜けていこうという、そういう計画

になるんやろうと思っているんです。 

 そういう観点の中で、いろいろ財政の問

題を議論させていただきましたけれども、

あかん部分だけじゃなくて、少し明るい部

分もあります。まだ返ってくるようなもの

もあると思うんで、それも踏まえて、この

財政健全化プランについての総括的な認

識を、副市長から最後に言っていただきた

いと思います。 

 それから、次に、防犯カメラにつきまし

ても、粛々とこれからも増設をしていただ

く。一遍には無理かもしれませんけども、

より安全・安心を目指して、公園にもお願

いしたいと思っています。 

 この間、市場池公園で木が無造作にへし

折られているという事件がありまして、何

者かが折って、そこにいっぱい捨てていま

した。注意をしたら、向かってきたという

ことで、非常に怖い目にあったというよう

なことがあって、どんなことがあるか分か

らへんのが今の時代でございます。そうい

う意味では、しっかりそういうことも踏ま

えた防犯カメラ設置による犯罪抑制を進

めていただくということで、これは要望し

ておきたいと思います。 

 続きまして、７番目、交通安全啓発でご

ざいます。自転車用ヘルメットの着用率の

向上は、大きなテーマになっていると思う

んです。なので、前に歩きスマホアカン隊

と旗を作ってやったことありましたけど、

例えば、自転車用ヘルメットかぶせ隊を作

るとか、何か目立った取組、キャンペーン
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をしっかり考えていただく中で取り組ん

でいただきたいと思いますので、これも要

望しておきます。 

 続いて、８番目の公共交通の問題です。 

 自転車に特化しているという話ですが、

千里丘駅西口は、非常に危惧しています。

商業施設に来た自転車をどこに止めるの

か。見ても明らかに少ないと思います。や

っぱり周辺に自転車ラックを置くとか、何

か考えていかないと大変なことになると

思います。その辺も踏まえて、担当の部署

ともよく協議していただきながら、自転車

問題については、しっかりとお願いしたい

と思います。これも要望としておきます。 

 より自転車のまちの推進をしてくださ

い。最近は、よくサイクルポートを利用し

てはるのを見ますので、お願いしておきま

す。 

 続いて、１０番目、駅前広場管理事業に

ついてでございます。令和８年度から始ま

って２年間はかかるということは、令和１

０年度に完成です。千里丘駅西口よりも後

になるという話でございますから、関係者

と調整せなあかんとか、実際に交通は人々

が閉ざすことができないから、どうしても

そういうふうになるということかも分か

りませんけど、その辺はうまくやりながら、

少しでも早く完成ができるように頑張っ

てくださいますようにお願いしておきま

す。 

 そして、全体として活性化していくとい

うお話でございますから、ちょっとずつ活

性化は頑張っていますから、それにうまく

かみ合って、駅の東西両方で活性化が進ん

でいくようにお願いしておきたいと思い

ます。これも要望です。 

 続いて、空き家の話でございます。住宅

セーフティネットについては説明いただ

きました。これは、ある社会福祉法人が中

心に頑張っていただいていまして、今も良

かったと。昔、実は一般質問したことがあ

りまして、そのときはまだ全然そういう兆

しがなかったんですけど、具体的にそうい

う動きが出てきて、社会福祉協議会にも頑

張っていただいていますので、これもしっ

かりまた支援できるようにしてください。 

 そして、火事のあった家も特定空家と認

定していただいたということでございま

すので、あとは粛々と進めていただきます

ようにお願いしておきます。これも要望で

す。 

 続いて、１３番の多世代同居・近居支援

事業についてでございます。 

 周知方法はいろいろ工夫していただい

て、対象者にはちゃんと情報がいって、そ

の制度が使えるようにお願いしておきた

いと思います。これも要望です。 

 続いて、１４番目、震災対策推進事業で

ございます。 

 ブロック塀の話が引っかかっています。

どこかで線を引かなあかんとおっしゃい

ますけれども、認定道路も人々が通る道路

であるし、私道という、大阪府の位置指定

道路であります。大阪府の位置指定してい

るんやけど、私道で、こっちは個人で持っ

てはるケースがようあります。大阪府が認

定しているのになぜ私道なんやと。補助は

できません、舗装もできませんというのが

今の制度です。認定道路は悪くなったら舗

装してもらったりできますけど、そういう

古い道路もあります。要するに空地扱いに

なっている道路なんかもあります。でも見

た感じは同じ道路です。誰もが通れます。

同じように利用できるし、子供たちも通っ

ています。だけども、そういう底地が違う

んだということで差別をされる。これは支
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援できません。そういう道路が存在をして

いますので、これは何か不合理やと。昔の

法律に基づいてそういうふうになってし

まっているわけですけど、何とも不合理だ

と思っています。 

 道がもうぼろぼろになって、いや、これ

はできませんと。穴が空いたら穴だけ埋め

ますというような対応です。同じように人

が通って、誰でも通れる道路です。だけど

も、そんなふうに差別されている。このブ

ロック塀もそうです。だから、そういうと

ころに面しているブロックには補助がな

い。だけども、市が認定している道路は補

助しますと、この違いです。これはどうし

ても不合理だと私は思います。例えば、地

震があってブロック塀が倒れてきて、その

人がけがしたら、その持ち主の責任になる

わけですから、考えてほしいと思います。

これは要望としておきます。 

 それから、１７番の自主防災組織支援事

業です。今、多様な自主防災組織の固まり

にできるような取組も進めていますとい

うことで、マップ作りとか、それから避難

所運営マニュアルの作成については、今後

ともお願いしたいと思います。 

 変えていかないといけないと思います

から、お願いします。 

 それでもう一つ、ぜひ取り組んでほしい

ことは、南海トラフ地震の発生率が８０％

になりました。少し上がりました。地震に

ついては、一番有効なのは、まず家具の転

倒防止策、つまり家具を止める。それから、

家の中でも家具の置いているところでは

寝ないとか、自分で自分の命は守るという

ことの一丁目一番地は、まず家具の転倒防

止やと私は思っています。 

 本当はもっともっと啓発のチラシを作

ったりして徹底をしてほしいと思うわけ

ですけども、なかなかチラシも作成されて

いません。例えば、防災士が作るそういう

防災マップの中には少し書いてある。ぜひ

とも、この家具の転倒防止と、それから家

で備蓄をするということについては、何か

使えるチラシを作ってほしいです。いろん

な自治会でも配れるとか、そういうチラシ、

啓発物を使って、しっかり啓発をしていっ

てほしいと思っています。 

 難しいことではないんです。でも、去年

８月に宮崎県で地震があって、南海トラフ

臨時情報が出ました。あのときは、コーナ

ンとなどのホームセンターで、いろんなグ

ッズがなくなりました。家具を固定するも

のもなくなる。だから、そういうことがあ

ると、みんなやらなあかんと思うんで、ま

だまだ止めていない家はたくさんありま

す。だから、しっかり備えとして、こうい

うことは徹底をしていくべきやと思いま

すので、これは要望としておきます。ぜひ

作ってください。 

 それから、１６番、防災訓練の話です。

今回、防災演習は、それで一歩前進と捉え

ていきたいと思いますので、次は、ぜひそ

ういうもっとリアルな実践ケースに近い

ものをしっかり他市のことも研究をして、

進めていただきたいと思います。 

 残念ながら、摂津市の防災は、決して進

んでいるとは言えないと思うんです。まだ

まだ進めていかなあかんと思いますので、

そういうところもしっかり柔軟に対応し

ていただきたいということで、お願いして

おきます。 

 防災対策は、本当に重要な取組やと思っ

ているんですけども、副市長から最後に摂

津市の防災をどうしていくのか、思いを熱

く語っていただきたいと思います。 

 それから、２０番の避難所やマニュアル
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の話です。私が言ったのと辻副理事とかみ

合っていないと思いました。私は、集会所

を避難所にしようと言っているのではな

いんです。防災拠点として自宅避難をして

いる人が多いから、その人たちの安否確認

とか、いろんな活動をする一つの拠点にし

ていったらどうですかということを言っ

たのであります。集会所はなかなか狭いか

ら、避難所にするのは難しい。だけども、

拠点がいるわけです。想定では、確かに１

万何千人という想定かもしれません。それ

は避難所に訪れなければならない人の数

です。そこまではいかないけれども、イン

フラが止まって、水が止まり、電気が止ま

ったら、自宅で避難せざるを得ないんです。

しばらくは物資も売ってない。だからそう

いう状況の中で、安否確認もしていかなあ

かんと思うんです。薬がないとかというこ

ともあると思うんです。それは誰がやるの

かといったら、住民がやるんです。地域の

住民が集会所を中心に、防災サポーターと

か、いろんな人が集まってやるんです。そ

ういう体制を取っていくことで、本当に災

害に強いまちになっていくと思うんです。

それは決められた人ではなくて、あらかじ

めそういう人に役割を持って決めていく

ということになります。自治会があろうが

なかろうが、そういう備えをしていく体制

を取っていくことが大事やと思っていま

す。 

 その中心になるのは、やっぱり避難所で

す。ここは職員がおる。だから、あれが欲

しい、これが欲しいとか、こういう人がい

ますということは、その中心の避難所と連

携を取って、足らないものを分けてもらう

とか、そういうこともしないといけないと

思います。実際の拠点とするのに、摂津市

は集会所がたくさんあるので、これを使わ

ない手はないということを私は言ってい

ます。ここへ避難してくださいじゃなくて、

ここを防災拠点として、ここをサテライト

として、いろんな見守りとか、いろんなこ

とができますということを言っているの

で、それを避難所運営マニュアルの中にひ

もづけていけば、避難所に来た人だけじゃ

なくて、地域の人も一緒に守っていけるよ

うな計画ができるのではないですかとい

うことを言っています。ここで避難すると

いうことを想定しているのではなくて、避

難できるところもあります。例えば、鉄筋

造りの集会所もあり、大広間を持っている

ようなところもありますけれども、多くは

そうじゃない。木造で、耐震化できていな

いような建物もありますから、そういう位

置づけをして耐震化をしていく。国からの

防災関連の補助金を使って耐震化を図っ

ていく。もう一つ、防災拠点という位置づ

けをしたら、補助金の話も合わせて一石二

鳥になりませんかという話をしています

ので、これはまたよく話ししましょう。 

 それから、避難所運営マニュアルは、ス

ピードアップが大事になると思うんです。

今、大体１校区で１年、２年かけとったら、

全部で１２校区あるんですから、１２年か

かるんです。少しかかり過ぎなので、スピ

ードアップをどうしていくかということ

を考えていきたいと思いますので、お願い

したいと思います。 

 それから、同じような考え方になります

けど、これは国の推奨で、地域防災計画の

下に地区防災計画というのをつくってい

こうという、これは努力義務になっていま

すけども、結構取り組んでいるところが増

えていきました。地区というのは、自主防

災でもいいです。１個の自治会でもいい。

マンションでもいい。どんな形でもいいん
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ですけれども、その地区ごとに合った、自

分たちに合った防災計画をつくっていく

というのが今進められています。そういう

ことも今後視野に入れて、マニュアルも出

来上がったら、次は、地区防災計画もしっ

かり御検討いただきたいと思いますので、

これも要望しておきます。 

 ２２番の防災マップの作成です。防災マ

ップと、それから避難所運営マニュアルと

同じような作り方をするから、その辺のこ

とをよく考えてやっていただきたいと思

いますので、お願いいたします。これは要

望です。 

 それから、２４番目、マイ・タイムライ

ンでございます。出前講座等ではやります

ということですので、それは一定評価いた

しますけど、もう少し積極的にやったらど

うかと思うんです。講座に集まってもらっ

て、マイ・タイムラインの作成、ワークシ

ョップとか、市から積極的に出ていってや

っていただきたい。せっかく水害マップを

作ったんやから、それを生かすためには、

それを活用して、皆が全世帯でマイ・タイ

ムラインを作ってもらったほうがいいと

思うんです。そこをもう少し積極的にやっ

たらどうかと思います。もしくは積極的に

やってもらえる仕掛け、こういうのを考え

ていったらいいのではないか。それこそ防

災サポーターと一緒にやってもらって、防

災サポーターが講師となってワークショ

ップをしてもらうとか、何かそういう仕掛

けをぜひ考えてほしいと思いますので、こ

れも要望としておきます。 

 それから、防災士取得費用助成金です。

どうやって防災士会の会員を増やすかと

いうと、いませんかで手を挙げてもらうん

です。そうやって自主的になってもらわな

いと分からない取組になっていまして、だ

からなかなか難しいんです。ただし、摂津

市が推進されている分は、必ず防災サポー

ターに入らなあかんということになって

いる。これはいいと思うんです。市のお金

も使っているから、防災サポーターに入っ

て、摂津市と一緒に活動してもらうという

システムになっているので、これはいいで

す。防災士会はそうはなっていないんです。

なので、まだまだ取組としてしっかり活用

していかなあかんなと思っています。防災

士の皆さんを活用して、防災サポーターに

誘って、市と一緒にやっていかなあかんと

思っています。我々も頑張りますので、市

もぜひ頑張っていただいて、お願いしてお

きたいと思います。これも要望です。 

 個別避難計画もなかなか難しいのは分

かります。分かりますけど、一歩一歩前に

進めていかなあかんと思いますので、しっ

かり歩みを止めずに、計画をつくって、計

画的に進めていただきたいと思います。こ

れも要望としておきます。難しいと思いま

すが、よろしくお願いします。 

 それから、福祉避難所も、今ある例えば、

特別養護老人ホームとか、そういうところ

になっていると思います。桜苑はまだ空い

ているスペースがありますからいけます

けど、普通のそういう施設は、もともと入

所者がいますから、だからそんなにキャパ

があらへんのです。そこへ詰め込むわけに

もいかへんから、だから、実際にはたくさ

んの人を受け入れるような避難所にはな

らないという問題があって、全国的に問題

になっています。だけど、福祉避難計画を

つくって、これを連動させていかなあかん

ということで、非常に難しい問題ではある

んです。だけど、必要やという認識はすご

い強いんです。なぜかというと、一番被害

に遭う人やから。避難所でも被害に遭う、
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関連死しやすい人です。だから、より手厚

く保護しないといけないというのが、今日

本全体の指標なんで、模索をしながら、何

とか前に進めていただきたいと思います

ので、お願いします。 

 最後、２７番目でございますが、広域避

難についても、しっかりとお願いします。

バス会社の件も、よろしくお願いしておき

たいと思います。 

 とにかく防災全般にわたって、決して、

摂津市は進んでいるとは言えないわけで

ございます。しっかりこれ進めていきたい

と思っておりますので、最後、副市長から

よろしくお願いいたします。 

○野口博委員長 財政問題と防災対策に

関連して、副市長。 

○山本副市長 まず、１点目の財政健全化

プランでございます。 

 過去のお話も委員からございました。当

時、市民サービスを当然低下しないでお金

を生み出す、効率的に仕事をするという視

点でスタートいたしました。ですから、ま

ずは、内なる改革をしていこうということ

で、民間の活用でございますとか、やはり

職員数のところをもう一度見直すという

ことを始めました。団体の皆様につきまし

ては、団体補助というような名目が多かっ

たかとは思いますので、事業費補助に変え

ていただこうということで、各団体も事業

をしておられますので、その事業に対する

補助金という形に変えさせていただいた。 

 単独補助金について、見直しをしていく

ところは見直しをしていく。一つは、生活

が困窮されている方の補助金については、

削減ということではなくて、そのことを残

しながら、所得制限をつけたりさせていた

だいたと思っております。その後、諸先輩

方の工夫とか、いろんな活用の中で、企業

の立地のようなこと、また健都の土地の売

却についていろいろ工夫をされて、予想以

上に歳入が一時入ってきたという状況で

ございました。 

 少し先輩方の工夫に甘えてきているの

かと私自身も思っております。そのように

今回、物価の高騰等々はございますけれど

も、予想していた以上に基金の残の減りが

早い状況でありましたので、今の状況下で、

少し歩みを緩やかにして、考える時間のあ

る間に、何かサービス低下しないで財政を

運営して、市政運営を行っていくモードを、

今まで以上に職員の中に植え付けていき

たいという思いで、財政健全化プランを今

考えているところでございます。 

 メニュー等々の詳細はこれからでござ

いますけども、さきの答弁でも申しました

ように、摂津市にあります行政経営方針、

ここの中で五つの視点がございます。この

視点を踏まえながら、効率的、効果的に実

施することで、持続可能な行政経営を目指

していく。各分野で施策、事業を展開して

おりますので、そのことが基本的に実施で

きて、摂津市の基本構想の実現につながっ

ていくと考えております。その実現に向け

たプランを策定していきたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

 防災のところでございます。いろいろと

御提案をいただきまして、ありがとうござ

います。 

 本日は、東日本大震災があった日でござ

います。私も釜石市との連携がございまし

たので、数度、釜石市に行かせていただき

ました。災害が起こった半年後、当時二人

の職員を釜石市に派遣して、復興に向けた

学習をしていただこうということで、３か

月だったでしょうか、釜石市で仕事をして

いただく。その後、数年にわたって職員の
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派遣をして、釜石市との連携を行ってまい

りました。 

 私自身、テレビでしか釜石市の状況見て

いなかったんですけど、ＪＲ釜石駅を降り

ると高台ということもあって、家も何も残

っているな、テレビで見た映像と違うなと

思いました。市役所に向かったら、もう海

が見えまして整備ができておりましたん

で、家屋も全て片づけた状態だったんです

けど、あの状態を見ましたら、災害という

のは、予想以上のことが起こってくるとい

うことが、僕自身もあの場で心に残ったよ

うなこともございます。 

 喫緊の課題は、まず地域防災計画、遅れ

ておりますけども、令和７年度にその中身

を庁内挙げて見直しをさせていただいて、

まずそれを進めていきたい。その中で、委

員が御提案いただいたマイ・タイムライン

の件でございますとか、広域避難の件でご

ざいますとか、自助、共助、公助のところ

を内部で十分議論をする。また、今各エリ

アで御活躍いただいている方、自治会をは

じめ、小学校単位で防災訓練もしていただ

いています防災サポーターの方もいらっ

しゃいますので、その方々といろいろ議論

をしながら、防災対策を進めていきたいと

思っておりますので、よろしくお願いいた

します。 

○野口博委員長 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 副市長から、今お話をい

ただきましたので、しっかり取り組んで、

私自身もまた全力で頑張ってまいります

ので、よろしくお願いしたいと思います。 

 以上で終わります。 

○野口博委員長  暫時休憩いたします。 

（午前１１時５７分 休憩） 

（午後 ０時５８分 再開） 

○野口博委員長 再開します。 

 南野委員。 

○南野直司委員 それでは、予算概要を中

心に、六つの質問と一つの要望ということ

でさせていただきますので、よろしくお願

いします。 

 １番目です。３２ページ、課税事務事業

についてでございます。 

 令和７年度におきましては、個人住民税

に係る電子申告の受付を開始しますとい

うことで、大きく市民サービスの向上も進

んでいくのかと思います。このシステムと

しましては、例えば、国の電子申告のシス

テムｅ－Ｔａｘがありますけれども、これ

は地方税共同機構が運用されているｅＬ

ＴＡＸを経由しての申請になるかと思い

ます。 

 例えば、スマートフォン、あるいはパソ

コンから、マイナンバーカードを利用して

申告してもらうという形になるものかと

認識をしておりますけれども、その流れ、

内容について、お聞かせください。 

 ２番目についてであります。９２ページ

でありますけども、橋梁長寿命化修繕事業

について、改めてお聞かせをいただきたい

と思います。令和７年度につきましては、

４０橋の法定点検及び２橋の修繕を実施

していただくということであります。市内

には、確か約１７３橋梁があって、平成２

６年度から段階を追って取り組んできて

いただいております。令和７年度の取組と、

もしよければ、今後の展開、事業の予定な

どを併せてお聞かせください。 

 ３番目、９４ページ、阪急正雀駅前道路

改良事業です。 

令和７年度は、引き続き道路拡幅に向け

ての用地取得を進めてまいりますという

ことで、これも引き続き、丁寧で寄り添っ

た用地取得に努めていただきますよう、よ
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ろしくお願いいたしたいと思います。 

 そして、この事業といたしましては、正

雀駅前のまちづくりの前に、道路を何とか

拡幅して、安全対策を取っていかなあかん

のと違うかということで、始まった取組だ

と思います。そんな中、この春、十三高槻

線の正雀工区がいよいよ完成するという

ことです。これは春ですから、４月になる

か、５月になるか読めないんですけども、

正雀地域に入ってくる車の流れとか、やっ

ぱり変わってくるのかと思います。摂津市

全体の道路網といたしましても、この十三

高槻線の正雀工区が完成することによっ

て、例えば、正雀一津屋線の別府交差点に

向かう渋滞解消であったり、それが少しは

改善するものと期待をしています。車の流

れについて、十三高槻線がまずは完成する

ことによってどのように読んでおられる

のか。そして、もう一つ関連するのが、中

央環状線と十三高槻線の接合部でありま

す。これは府の事業でありますけども、検

討していただいていると思います。僕自身

は、オーバーパスで設置していただいたら

ありがたいと思っていまして、現状、もし

よければ、お聞かせください。 

 次に、４番目、同じく９４ページ、千里

丘三島線道路改良事業についてでありま

す。 

三島まちかど広場から、三島２丁目交差

点までの西側の歩道整備に係る用地取得

を新年度も進めていっていただきます。質

問に対して御答弁もありまして、順調に進

んでいると認識はしております。どうかよ

ろしくお願いしたいと思いますけども、地

域のマンションの方、そして、摂津小学校

区の皆さんも、この歩道設置につきまして

は待ち望んでおられますので、どうか引き

続きよろしくお願いしたいと思います。こ

れは要望とさせていただきます。 

 次に、５番目、同じく９４ページ、交通

安全対策事業についてであります。 

令和７年度の主要事業に挙がっており

ますけども、取組といたしましては、通学

路等の交通安全プログラムに基づきまし

て、グリーンベルト等の設置工事、そして、

南別府鳥飼上線地域は、鳥飼下地域におけ

る速度抑制対策工事を実施していきます

ということであります。令和７年度の主要

工事予定箇所図を見させていただきまし

て、場所等確認したわけでありますけども、

鶴野地域であったり、味舌小学校の近辺は

グリーンベルトになってくるのかと思い

ます。鳥飼下の箇所を丸で囲んである範囲

は広い範囲ですけども、これから地域の人

と話し合って、どこの場所に設置していく

のか決めていかれることについてです。ひ

ょっとしたら決まっているかもしれない

ですけども、速度抑制工事ですから、ハン

プを設置されるのか、はたまた、今ポール

コーンだけ立てて抑制する方法もありま

すけども、その辺の具体的な部分です。速

度抑制工事をする近くには民地があるの

か、具体的な部分をお聞かせいただきたい

のと、令和７年度ですけども、もしよけれ

ば、今後の展開として、もっと通学路の安

全対策をとらなあかんところもあります

し、あるいは、ハンプを淀川河川沿いです

から、ずっと集中的につけていっていただ

いていますけど、まだまだ続くのかとか、

展開を併せてお聞かせください。 

 次、６番目、１００ページ、公園維持管

理事業についてです。 

お聞きしたいのは、先ほどの質問と御答

弁にもあった防犯カメラを公園にも設置

してほしいということと、また市の考え方

についてです。御答弁があったと思います
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けども、先日、２月に入ってからですけど、

別府地域にお住まいの方から、別府公園の

トイレがこんな状態なんですということ

で、朝、僕のＬＩＮＥに写真をいただきま

した。この写真を見ますと、別府公園のト

イレの便器が完全に壊されていて、水がた

まるタンクの蓋がもう完全に割れていて、

もうむちゃくちゃな状態でありまして、水

みどり課へお伝えさせてもらいました。そ

こから警察へ、恐らく被害届を出していた

だいていると思うんですけども、あちこち

の公園でマナー違反であったり、モラルの

問題がございます。公園が困っていますと

いうことで、ホームページに早速掲載して

いただいて、僕もＬＩＮＥで共有させてい

ただいております。公園が今こんなことに

なっていますと、市民の方に訴えさせてい

ただいたんですけども、公園というのは、

市民の皆さんの憩いの場所であって、子供

たちが安全に遊べる場所なので、何とかマ

ナーを守っていただかなあかんなって、い

ろいろ考えておりました。周知をしっかり

と、令和７年度もしていっていただきたい

と思うんです。ホームページ、あるいは広

報紙で、特集なんか組んでいただいて、も

しできるんやったらやっていただきたい

と思います。その考えだけ、マナーあるい

はモラルを守っていただきたいことの周

知、どのように公園を守っていくかという

観点から、担当課の課長から御答弁いただ

きたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

 最後、７点目、１０８ページ、防災対策

事業です。 

もうかなりの質問があって、御答弁もあ

ったわけでありますけども、新年度は、主

要事業として鳥飼北小学校及び第五中学

校のマンホールトイレを各１０基設置し

ていきますということであります。今日は、

３．１１ということで、１４年前、私も記

憶にあるんですけども、常任委員会の最中

に東日本大震災が発生いたしました。それ

から１４年たちまして、摂津市におきまし

ても、さらなる防災対策の向上というもの

に期待をするところであります。主要事業

としては、令和７年度、マンホールトイレ

を設置していきますということでありま

すけども、少し視点を変えて、広域連携と

いうキーワードといいますか、出てきまし

たが、一つは万博であったり、大阪大学と

協定を結ぶ方向で動いていただいている

と認識しております。もう一つが、近畿圏

内を見た場合に、災害時における相互応援

協定を結んでいただいている県がありま

す。これは地域防災計画にも載っておりま

したけれども、例えば、京都府向日市であ

ったり、奈良県桜井市、滋賀県草津市、岩

手県釜石市、そして、兵庫県新温泉町、三

重県の尾鷲市等々、あとほかにもあると思

います。災害時における相互応援協定の現

状、市等も御紹介いただきたいのと、年に

一度ぐらいは、何かリモートでやり取りを

しているとか、そういうことがあったと思

います。災害時だけになるかもしれません

けども、その辺お聞かせください。 

 １回目、終わります。 

○野口博委員長 石坂課長。 

○石坂市民税課長 質問番号１番、市民税

課に係ります個人住民税の電子申告の御

質問に御答弁申し上げます。 

 こちらは、地方税共同機構が管理運営し

ますｅＬＴＡＸ、地方税ポータルシステム

を利用し、電子署名が付された住民税申告

データが申告先の市区町村の申請管理シ

ステムへ送信され、市区町村では、そのデ

ータのダウンロード及び市民税システム
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への取り込みを行うこととなっておりま

す。 

 市民の方の手続としましては、ｅＬＴＡ

Ｘや市区町村のホームページ、マイナポー

タルから、ｅＬＴＡＸ手続ポータルに入っ

ていただき、マイナンバーカードの読み取

りにより、基本４情報が自動入力されます。

その後、申告データを入力いただき、マイ

ナンバーカードの読み取りを経て、電子署

名されたデータが付与され、送信となる流

れが予定されております。 

 なお、運用につきましては、来年年明け、

令和８年度住民税申告からの利用が予定

されております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 寺田副理事。 

○寺田建設部副理事 それでは、質問番号

２番のお問いに対して、答弁させていただ

きます。 

 橋梁長寿命化修繕事業でございます。令

和７年度の取組ということのお問いであ

ったかと思います。 

 まず、点検でございますが、４０個の橋

でございます。市内で、三島、東正雀、学

園町、一津屋、あと鳥飼和道、鳥飼西、鳥

飼下方面の４０の橋で、地上とはしごによ

る点検を予定しております。この橋梁点検

業務委託料を計上させていただいており

ます。 

 あと修繕の２橋でございますが、大正川

の鶴野中橋でございます。ちょうど市役所

の北側から鶴野１丁目にかけての橋梁で

ございます。 

 もう一つの橋は、無名橋１５８０号でご

ざいまして、こちらは、鳥飼水路に架かっ

ております鳥飼新町２丁目から鳥飼上３

丁目、ちょうどせんだん公園の北側方面の

橋でございます。このいずれもが鋼製の橋

で、ＰＣＢが含有されている塗膜の除却、

それと塗装の塗り替えを予定する内容で

ございます。 

 あと令和７年度の取組の一環といたし

ましては、現在、取組をさせていただいて

おります防領橋でのＰＣＢが出てきた部

分についての収集、運搬及び処分の委託料

ということで予算は計上させていただい

ております。 

 二つ目の今後の展開でのお問いであっ

たかと思います。こちらは、橋梁長寿命化

の基本的なスタンスといたしましては、摂

津市公共施設等総合管理計画が市のＦＭ

というところでの大本の計画でございま

す。それにひもづいた形で土木インフラ施

設、これの個別施設計画でございます橋梁

長寿命化修繕計画、これは、現在、計画期

間を令和２年度から令和１１年度の１０

年間と設定をさせていただいております。 

 この考え方ですが、道路法で、平成２６

年度から、１７３の橋を５年ごとにかけて

点検を実施させていただいているところ

でございます。現在２巡目が令和５年度に

終わりまして、令和６年度は３巡目に入ら

せていただいているところでございます。 

 この点検の判断基準が国で示されてお

り、４段階に区分とさせていただいており

ます。２巡目の点検の内容でいきますと、

緊急措置段階がゼロでございます。 

早期措置段階が２橋でございます。予防

保全段階が３４の橋でございます。健全が

１３７橋ということで、早期措置段階の二

つの橋につきましては、令和５年度に既に

修繕の措置は済んでおるという状況でご

ざいます。 

 現行の計画では、そういった形の点検を

通じた予防保全型の維持管理を進めるこ

とによりまして、縮減を図っていくという
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ものでございます。 

 喫緊の課題といたしましては、先ほど修

繕料の中で申し上げたとおり、低濃度ＰＣ

Ｂの処分期限が、ＰＣＢ特措法で、令和９

年３月末までとされておりますので、計画

的に順次進めさせていただいております。

市内では、令和３年度に８橋が判明をいた

しましたので、順次計画的にさせていただ

いて、令和７年度は除却、令和８年度には

全て処分まで終えていくという形で考え

ているところです。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 永田部長。 

○永田建設部長 それでは、３番目の御質

問にお答えさせていただきます。 

 十三高槻線の正雀工区が供用開始した

後の正雀駅前の車の流れについてでござ

います。現在、大阪府が整備を進めている

十三高槻線の正雀工区は、委員が質問の中

でおっしゃったように、令和７年度、今年

の春頃に供用開始と伺っております。現在、

摂津市域から吹田市域へ通行するには、正

雀駅地下道を利用する車両があり、駅前に

おける歩行者等とのふくそうにより、特に

朝の時間帯は安全面に課題があると認識

しています。 

 供用開始後、十三高槻線、正雀工区供用

開始後は、吹田市との交通の利便性は向上

いたします。そのため、正雀駅前の車両の

交通量が減少するものと期待はしておる

ところでございます。供用開始後の同駅前

の交通状況を注視してまいりたいと考え

ております。 

 続いて、十三高槻線と大阪中央環状線交

差部の検討につきましては、松倉次長から

答弁させていただきます。 

○野口博委員長 松倉次長。 

○松倉建設部次長 ３番目の十三高槻線

と大阪中央環状線の接合部の検討状況に

ついて、お答えさせていただきます。 

 十三高槻線と大阪中央環状線の交差部

につきましては、昨年、「平面交差の場合、

当該交差点を含む大阪中央環状線等の渋

滞が悪化するということで、実施は困難と

いう結論に至った」と大阪府から聞いてお

ります。 

 このような状況を受けまして、大阪府で

は昨年９月から令和７年度にかけて２か

年におきまして、現状の近畿自動車道や大

阪モノレールの既設構造物を踏まえた立

体交差の概略の設計に着手したと聞いて

おります。 

 この概略設計の結果を基に、技術的な検

証を深め、最新の交通状況を踏まえ、事業

効果などの検証を行うなど、対策の方向性

を見極めていくと大阪府から聞いており

ます。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 永田部長。 

○永田建設部長 それでは５番目の交通

安全対策について、まずグリーンベルトに

ついてでございます。 

 グリーンベルトの令和７年度の取組と

今後の考え方についてでございます。委員

がおっしゃったように味生小学校の通学

路において、これは令和７年度の主要工事

予定箇所図に記載しております一津屋４

０号線と法定外道路、この部分についてグ

リーンベルト約３００メートルの設置を

予定しております。 

 今後の考え方につきましてですが、グリ

ーンベルトによる安全対策は車の運転者

に歩行者が通行する部分であること、それ

と、通学路であることを視覚的に示すこと

で車両の速度抑制と注意喚起の効果を期

待するものであります。 
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 今後も摂津市通学路等交通安全プログ

ラムに基づいて、教育委員会、摂津警察署、

本市と大阪府の道路管理者と連携し、点検

の結果、必要と合意した箇所についてグリ

ーンベルトの設置を進めていく予定でご

ざいます。 

 続きまして、ハンプの令和７年度の取組

と今後の展開についての御質問にお答え

させていただきます。 

 ハンプは道路構造令上第３１条の２の

凸部に当たり、自動車を減速させて歩行者

または自転車の安全な通行を確保する必

要がある場合において設置するものと位

置づけされております。 

 地域の車両の速度抑制の要望と合意の

下、淀川沿いの摂津市市道の南別府鳥飼上

線の下流側からハンプを設置してきてお

ります。これまで８か所設置しております。 

 今回、ハンプを設置する箇所は鳥飼下の

地域で、２か所を予定しております。 

 ハンプを設置した地域からは、「速度抑

制効果を実感した」という声をいただいて

いる一方で、「想定以上の振動や騒音があ

る」という苦情もいただいております。 

 こうした結果を踏まえまして、令和６年

度では対策の手段の見直しとして実際に

は、凸部ではないペイントのみの施工とし

て、イメージハンプなんですが、それと狭

窄を組み合わせた対応で速度抑制対策を

させていただいております。 

 今後も、場所がまだ確定ではないので、

地域の方々の意見を聴いた中で、令和６年

度と同じような対策を検討して進めてい

く予定でございます。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 杉山課長。 

○杉山水みどり課長 それでは、公園に関

します御質問にお答えいたします。 

 令和６年度におきましては、委員がお示

しの別府公園の事例以外にも、ほかの公園

で故意と思われる悪質な行為が度々発生

しております。 

 そのため、モラルとマナー遵守を啓発す

るため、ホームページにも掲載させていた

だいたところでございます。 

 しかしながら、啓発には限界があると感

じておりますし、やり方によっては、逆に

こうした悪質な行為を助長しかねないと

も考えております。 

 とはいえ、工夫しながらこうした啓発は

継続していくべきと考えておりますので、

委員がお示しのようなやり方ですとか、ま

ずは現地での看板等の設置による啓発を

考えていきたいと考えております。 

 特に、看板につきましては手作りのもの

を用意すれば文言等も工夫できると考え

ておりまして、そういった取組は徐々にし

ているところでございます。 

 令和７年度も引き続き、こうした取組を

継続してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 辻副理事。 

○辻総務部副理事 それでは、質問番号７

番、他自治体との相互応援協定に関する御

質問にお答えいたします。 

 現在、他自治体との災害時の相互応援協

定につきましては、先ほど副委員長がおっ

しゃいました京都府向日市をはじめとす

る市町のほか全国伝統地名、いわゆる旧国

名の市町で、本市を含めて９市１町と相互

応援協定を締結しておるほか、三島地域の

市町、こちらも本市を含めて４市１町と相

互応援協定を締結しておるところでござ

います。 

 協定締結市町との相互の交流といいま

すか、年１回ぐらいはやり取りしてるのか
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というお問いでございます。 

 自治体との交流につきまして、三島地域

はもちろん密に交流を行っておるんです

けども、そのほかにも、旧国名の市町で言

いますと、年に１回、防災サミットと題し

まして、情報共有等を行う会議が開催され

ているところでございます。 

 大規模な災害が発生したときには物資

やマンパワーの不足が想定されます。 

 したがいまして、そういった災害時の物

資やマンパワーの不足を補う意味でも、他

自治体と相互に応援協定を締結させてい

ただくことは大変重要な意味を持つと考

えております。 

 また逆に、本市から被災された自治体に

応援しに行くことも災害の現場で多種多

様な経験を積むことにつながりますので、

併せて重要な意味を持つと考えます。 

 具体的には、防災サミット等でのやり取

り、会議の場で情報共有するだけではなく

て、例えば、協定締結市町の近くで地震が

起こった際には、電話１本その市町に入れ

て、「協定締結させていただいている摂津

市でございます。先ほどの地震は大丈夫だ

ったでしょうか」という安否確認の電話も

させていただきながら、「何か摂津市が協

力できることがあればおっしゃってくだ

さい」という問いかけも積極的に行ってお

るところでございます。 

 相互応援協定につきましては、様々な御

縁がきっかけで締結に至っておるわけで

ございますけれども、今後ともそのような

機会があれば、積極的に相互応援の輪とい

うのは広げていきたいと考えております。 

 以上です。 

○野口博委員長 南野委員。 

○南野直司委員 御答弁ありがとうござ

います。 

 １点目の個人住民税の電子申告につい

て、課長から詳しく御答弁いただいたわけ

でございます。地方税共同機構が運用して

おるｅＬＴＡＸを活用しての申請という

ことであります。 

 令和８年の年明けから実施ということ

になりますので、こういうことは市役所へ

行かなくてもできるということを市民の

皆さんに周知いただきたいと思いますの

で、どうかよろしくお願いをします。要望

としておきます。 

 ２点目の橋梁長寿命化修繕事業につい

て、令和年７年度の取組と今後の展開等、

詳しく御答弁をいただきました。 

 長寿命化修繕計画の対象とならない橋

梁につきましても、日常の道路パトロール

において点検を実施して早期発見につな

げていただいていると思いますけれども、

どうか引き続き、よろしくお願いしたいと

思います。 

 また長くかかると思いますけども、どう

かよろしくお願いします。要望としておき

ます。 

 ３点目の阪急正雀駅前の道路改良事業

の用地取得、そして関連する十三高槻線の

完成によって、正雀駅前に入ってくる車が

減るものだと、僕もそうなっていただきた

いと思います。 

 そしてまた十三高槻線については、中央

環状線の接合部、一歩も二歩も前進してき

たのかと思っています。まだまだこれは日

数がかかってくる話だと思いますけども、

将来は、中央市場のほうから正雀にオーバ

ーパスで抜けるようになるのかと確信を

いたしました。 

 この十三高槻線が完成することによっ

て、摂津市の道路網は大きく変わってきて、

あちこちの渋滞等が解消するのを大きく
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期待をしているところであります。バスは

鳥飼地域から順次やっていかれると思い

ますけども、正雀駅の前まで来て、そして

例えば、正雀駅の下のアンダーパスを抜け

て岸辺駅のほうまで行って、千里丘駅に行

くとか、そういうルートもありじゃないか

と思います。 

 正雀駅の下のアンダーパスは車が通れ

ますが、歩行者、自転車道にしてしまうな

ど、その辺も含めて、正雀地域の方に御意

見を聴きながら、今のうちからいろいろと

アンテナを張り巡らせて進めていってい

ただきたいと思いますので、どうぞよろし

くお願いをいたします。これは要望とさせ

ていただきます。 

 ５点目の交通安全対策事業につきまし

て、グリーンベルトと、そしてハンプと詳

しく御答弁いただきました。 

 今回は、ハンプにつきましては２か所を

予定しているということです。 

 僕はあまり聴いていないんですけども、

ハンプを乗り越えた後の上りと下りの騒

音のお声もいただいていると。僕はいただ

いていないんですけど、設置場所、そして

隣接する住民の方への御理解をしっかり

といただきながら設置していただきたい

と思います。 

 このイメージハンプの利用、すごくいい

と私自身は思っていますので、活用をよろ

しくお願いしたいと思います。 

 グリーンベルトはまだまだたくさん通

学の安全対策を取らなあかん場所もある

と思いますので、引き続き、どうかよろし

くお願いしたいと思います。 

 ６点目の公園維持管理事業です。 

 私自身は市民の方へ、「こんなんになっ

てるんですよ」ということを知らせていく

必要もあるのかと思います。トイレが壊さ

れたり、そういうことになっていますので、

どうか周知をよろしくお願いしたいと思

います。 

 手作りの看板をつけていくんだという

ことで、どうかお願いしたいと思います。 

 それから、防犯カメラを設置いただいて

います公園につきましては、防犯カメラが

ついているという大きめの看板も、もし可

能やったらお願いします。 

 今、摂津市の防犯カメラの案内はちっち

ゃめについています。大きいのを作ってい

ただいてもいいのかと思っています。「あ、

防犯カメラついてる」っていうので抑止力

になっていくのかと思います。 

 引き続き、地域あるいは警察から要望が

ある公園につきましては、積極的に予算を

組んでいただいて設置いただきたいと思

います。そういった看板もよろしくお願い

したいと思います。 

 以上です。要望としておきます。 

 それから７番目、最後の質問で、相互応

援協定の詳しい中身について、御答弁いた

だきました。 

 私はこの取組はすごく大事だと思うん

です。地域防災計画の中にもしっかりと掲

載していただいていますけども、さらに拡

大するんだという視野に立っていただい

て、何かの縁があるところとしっかりと協

定を結んでいただきたいと思います。 

 今、物価高騰でお米も高いです。大きな

災害、あるいは風水害になったときに、そ

ういった近畿圏内といいますか、日本海側

あるいは太平洋側の自治体と協定を結ぶ

ことで、災害時には、そういうマンパワー

の応援、そして水であったり食料であった

りの支援をしっかり受けられることは重

要なことであります。また、摂津市も支援

できる体制の構築を考えていただきたい
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と思いますので、よろしくお願いします。 

 以上で終わります。 

○野口博委員長 南野副委員長の質問は

終わりました。 

 以上で、総務部、建設部、会計室に関わ

る質疑を終わります。 

 暫時休憩いたします。 

（午後１時３７分 休憩） 

（午後１時４１分 再開） 

○野口博委員長 再開いたします。 

 引き続き、議案第１号所管分及び議案第

９号所管分の審査を行います。 

 本２件について、補足説明を求めます。 

○野口博委員長 平井市長公室長。 

○平井市長公室長 それでは議案第１号 

令和７年度摂津市一般会計当初予算のう

ち市長公室に係る事項につきまして、目を

追って、その主なものについて補足説明を

させていただきます。 

 まず、歳入でございます。 

 予算書３６ページから３８ページです。 

 款１５国庫支出金、項２国庫補助金、目

１総務費国庫補助金では、都市安全確保拠

点整備に係る社会資本整備総合交付金や

女性相談支援員の配置に必要な費用に係

る女性支援推進等事業費補助金を計上い

たしております。 

 同じく３８ページです。 

 目２民生費国庫補助金では、物価高騰支

援給付金事業に係る物価高騰対応重点支

援地方創生臨時交付金を計上いたしてお

ります。 

 ５０ページです。 

 款１６府支出金、項３委託金、目１総務

費委託金では、人権啓発推進事業に係る人

権啓発活動委託金を計上いたしておりま

す。 

 ５２ページです。 

 款１８寄附金、項１寄附金、目１寄附金、

ふるさと応援寄附金に係る一般寄附金を

計上いたしております。 

 ５６ページです。 

 款２０諸収入、項４雑入、目２雑入では、

広報紙及びホームページへの広告掲載料

や大阪府後期高齢者医療広域連合に派遣

する職員に係る給与等負担金、会計年度任

用職員等雇用保険個人掛金などを計上い

たしております。 

 次に、歳出でございます。 

 ６８ページから７４ページです。 

 款２総務費、項１総務管理費、目１一般

管理費では、秘書業務をはじめとする市長

公室各課に関わります事務執行経費のほ

か、人事課が所管いたしております職員研

修、労働安全衛生、職員健康管理、職員厚

生会関係などに係る経費を計上いたして

おります。 

 同じく７４ページです。 

 目２文書広報費では広報紙、ホームペー

ジ及び市公式ＬＩＮＥに係る経費のほか、

シティプロモーションの推進に向けたふ

るさと応援寄附金の事務に係る委託料や

市のＰＲグッズ作成などに係る経費、大阪

銘木イベント実施に係る補助金などを計

上いたしております。 

 ７８ページです。 

 目５企画費では、行政経営戦略策定等に

係る支援業務委託料のほか、河川防災ステ

ーションと隣地との連絡橋の実施設計に

係る委託料や、鳥飼東小学校跡地活用に係

る検討委託料などを計上いたしておりま

す。 

 ８２ページです。 

 目１１人権政策費では、人権啓発推進顧

問の報酬に要する経費などを計上いたし

ております。 
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 ８２ページから８４ページです。 

 目１２男女共同参画費では、男女共同参

画センターの講座開催及び相談業務など

に係る経費を計上いたしております。 

 １１８ページです。 

 款３民生費、項１社会福祉費、目７物価

高騰支援給付金事業費では、物価高騰支援

給付金事業に係る事業費及び事務費を計

上いたしております。 

 次に、人件費に係る内容を御説明いたし

ます。 

 ２１２ページからの給与費明細書を御

参照願います。 

 令和７年度当初予算の人件費は特別職

に係る予算として４億６２４万１，０００

円、一般職に係る予算といたしまして７１

億５，３０５万８，０００円、総額７５億

５，９２９万９，０００円を計上いたして

おります。 

 前年度当初予算と比較いたしますと、３

億７１７万１，０００円の増額となってお

ります。 

 これらの人件費の内訳は、それぞれの予

算科目において計上いたしており、報酬が

１３億９，４４９万２，０００円、給料が

２４億２，８２２万９，０００円、職員手

当等が２５億７，０３３万８，０００円、

共済費が１１億６，６２４万円となってお

ります。 

 次に、一般職の人件費の主な増減につい

てでございます。 

 人件費全体では２億９，３１１万５，０

００円の増額となっております。 

 この内訳につきましては、報酬で９，２

９５万５，０００円の増額、給料で３，８

３１万８，０００円の増額、職員手当で１

億９，１３１万円の増額、共済費で２，９

４６万８，０００円の減額となっておりま

す。 

 報酬及び給料は令和６年人事院勧告に

伴う給料表改定による増額、職員手当は、

令和６年人事院勧告に伴う地域手当、期末

手当及び勤勉手当の支給率の引上げによ

る増額、共済費は、期末手当及び勤勉手当

の増額の一方で、会計年度任用職員の報酬

及び給料等の当月払い移行に伴う共済組

合個人掛金分の減額がそれぞれの主な要

因でございます。 

 以上、議案第１号、令和７年度摂津市一

般会計予算の補足説明とさせていただき

ます。 

 続きまして、議案第９号、令和６年度摂

津市一般会計補正予算（第１０号）のうち

市長公室に係る事項につきまして、その主

な内容について補足説明をさせていただ

きます。 

 まず、歳入でございます。 

 ２２ページです。 

 款１８寄附金、項１寄附金、目１寄附金

では、広報課に係るふるさと応援寄附金に

ついての決算見込みによる減額及び人権

女性政策課に係る指定寄附金を計上いた

しております。 

 次に、歳出でございます。 

 ２６ページです。 

 款２総務費、項１総務管理費、目１一般

管理費では、旅費などの経常経費について、

決算見込みによる減額をいたしておりま

す。 

 ２８ページです。 

 目２文書広報費では、委託料等について

決算見込みによる減額をいたしておりま

す。 

 目５企画費では、印刷製本費について決

算見込みによる減額をいたしております。 

 ３０ページです。 
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 目１１人権政策費では委託料について

決算見込みによる減額をいたしておりま

す。 

 目１２男女共同参画費では、報償金など

について決算見込みによる減額をいたし

ております。 

 次に人件費に係る内容について、６２ペ

ージからの給与費明細書をご参照願いま

す。 

 特別職の人件費につきましては、総額で

５６５万１，０００円の減額となっており

ます。これは、その他の特別職の報酬に係

る決算見込み等による減額が主な要因で

ございます。 

 次に、一般職の人件費につきましては、

給料で１８３万５，０００円の減額、職員

手当で１億８，６６２万８，０００円の増

額、共済費で４３万３，０００円の減額と

なっております。給料及び共済費は、年度

途中に退職する職員が生じたことによる

減額、職員手当は自己都合の退職者が生じ

ることによる退職手当の増額がそれぞれ

の主な要因でございます。 

 以上、議案第９号 令和６年度摂津市一

般会計補正予算（第１０号）の補足説明と

させていただきます。 

○野口博委員長 続きまして、溝口総合行

政委員会事務局長。 

○溝口総合行政委員会事務局長 それで

は、議案第１号、令和７年度摂津市一般会

計当初予算のうち、公平委員会、固定資産

評価審査委員会、選挙管理委員会及び監査

委員事務局に係ります項目につきまして、

目を追って補足説明をさせていただきま

す。 

 まず歳入でございます。 

 予算書４２ページです。 

 款１５国庫支出金、項３委託金、目１総

務費委託金は、在外選挙人名簿登録事務及

び参議院議員通常選挙の執行に係る委託

金でございます。 

 続きまして、歳出でございます。 

 ８０ページです。 

 款２総務費、項１総務管理費、目７公平

委員会費及び目８固定資産評価審査委員

会費につきましては、委員報酬など委員会

運営に係る経費でございます。 

 ９６ページです。 

 項４選挙費、目１選挙管理委員会費につ

きましては、委員報酬など委員会運営に係

る経費及び鳥飼書庫解体工事に係る経費

でございます。 

 同じく９６ページから９８ページです。 

 目２参議院議員通常選挙費につきまし

ては、夏の参議院議員通常選挙に係る執行

経費でございます。 

 ９８ページから１００ページです。 

 目３市議会議員一般選挙費につきまし

ては、令和７年９月２９日に任期満了とな

ります市議会議員の選挙執行に係ります

経費でございます。 

 １０２ページから１０４ページです。 

 項６監査委員費、目１監査委員費につき

ましては、委員報酬など監査事務実施に係

る経費でございます。 

 以上、議案第１号、令和７年度摂津市一

般会計当初予算の補足説明とさせていた

だきます。 

 続きまして、議案第９号、令和６年度摂

津市一般会計補正予算（第１０号）のうち、

公平委員会、固定資産評価審査委員会、選

挙管理委員会及び監査委員事務局に係り

ます項目につきまして、目を追って補足説

明をさせていただきます。 

 まず、歳入でございます。 

 １８ページです。 
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 款１５国庫支出金、項３委託金、目１総

務費委託金につきましては、令和６年１０

月２７日執行の衆議院議員総選挙に係る

執行経費の確定に伴い、選挙費委託金を減

額するものでございます。 

 ２０ページです。 

 款１６府支出金、項３委託金、目１総務

費委託金につきましては、令和６年９月２

２日執行の大阪府議会議員補欠選挙に係

る執行経費の確定に伴い、選挙費委託金を

減額するものでございます。 

 続きまして、歳出でございます。 

 ２８ページです。 

 款２総務費、項１総務管理費、目７公平

委員会費につきましては、事業費の精査に

伴い減額するものでございます。 

 ３０ページです。 

 目８固定資産評価審査委員会費につき

ましては、事業費の精査に伴い減額するも

のでございます。 

 ３２ページです。 

 項４選挙費、目１選挙管理委員会費につ

きましては、事業費の精査に伴い減額する

ものでございます。 

 同じく３２ページです。 

 目２市長選挙費につきましては、令和６

年９月２２日執行の摂津市長選挙に係り

ます執行経費の不用額を減額するもので

ございます。 

 ３４ページです。 

 目３府議会議員補欠選挙費につきまし

ては、令和６年９月２２日執行の大阪府議

会議員補欠選挙に係ります執行経費の不

用額を減額するものでございます。 

 同じく３４ページです。 

 目４衆議院議員総選挙費につきまして

は、令和６年１０月２７日執行の衆議院議

員総選挙に係ります執行経費の不用額を

減額するものでございます。 

 ３６ページです。 

 項６監査委員費、目１監査委員費につき

ましては、事業費の精査に伴い減額するも

のでございます。 

 以上、議案第９号、令和６年度摂津市一

般会計補正予算（第１０号）の補足説明と

させていただきます。 

○野口博委員長 続いて、松田消防長。 

○松田消防長 議案第１号、令和７年度摂

津市一般会計予算のうち、消防本部に係る

事項につきまして、目を追ってその主なも

のについて補足説明をさせていただきま

す。 

 まず、歳入でございます。 

 予算書３４ページです。 

 款１４使用料及び手数料、項２手数料、

目５消防手数料は、危険物設置許可等及び

検査手数料、保安３法設置許可等及び検査

手数料などでございます。 

 ４８ページです。 

 款１６府支出金、項２府補助金、目７消

防費府補助金は、大阪航空消防運営費補助

金、権限移譲交付金でございます。 

 ６０ページです。 

 款２０諸収入、項４雑入、目２雑入の消

防本部所管分は、消防団員退職報償費、近

畿道救急業務実施市町村交付金などでご

ざいます。 

 次に、歳出でございます。 

 予算書１７２ページです。 

 款８消防費、項１消防費、目１常備消防

費は１０億８，５６９万７，０００円で、

前年度と比較して３１．８％、５億５７５

万４，０００円の減額となっております。 

 １７４ページです。 

 需用費は、庁舎維持管理及び消防車両の

メンテナンス経費などでございます。 
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 役務費は、消防指令システム等に係る通

信運搬費などでございます。 

 委託料は、庁舎清掃委託料、消防庁舎総

合管理業務委託料、救急資機材管理供給業

務委託料などでございます。 

 使用料及び賃借料は、土地借上料、寝具

借上げ料、救急活動用感染衣防止借上料な

どでございます。 

 １７６ページです。 

 備品購入費は、高規格救急自動車及び高

度救命資機材の購入に係る機械器具費、火

災現場等で使用する空気呼吸器用空気ボ

ンベ、救急活動で使用する半自動体外式除

細動器の購入に係る消防器具費などでご

ざいます。 

 負担金、補助及び交付金は、大阪航空消

防運営費負担金、指令センター共同運用等

負担金及びデジタル無線共同運用負担金

などでございます。 

 目２非常備消防費は９，２８４万１，０

００円で、前年度と比較して３．１％、２

７７万１，０００円の増額となっておりま

す。 

 報酬は、消防団員に支払う消防団員年間

報酬、火災及び警戒等の出動に係る出動報

酬でございます。 

 報償費は、退職消防団員に支払う報償金

などでございます。 

 １７８ページです。 

 需用費は、消防団の活動経費などでござ

います。 

 備品購入費は、市第四分団の消防ポンプ

自動車の更新にかかる機械器具費でござ

います。 

 負担金、補助及び交付金は、消防団員等

公務災害補償等共済基金負担金などでご

ざいます。 

 以上、議案第１号、令和７年度摂津市一

般会計予算のうち、消防本部所管分の補足

説明とさせていただきます。 

 続きまして、議案第９号、令和６年度摂

津市一般会計補正予算（第１０号）のうち、

消防本部に係る事項につきまして、その主

なものについて補足説明をさせていただ

きます。 

 補正予算書７ページです。 

 第３表繰越明許費を御参照ください。 

 款８消防費、項１消防費、消防本部車両

資機材整備事業につきましては、能登半島

地震の影響により一部配線部品の製造に

遅延が発生し、シャシの入庫が大幅に遅れ

ました。契約履行期間を延長しましたが、

履行期間内に納車が困難との報告があり

ましたので、事業費の全部を繰越しするも

のでございます。 

 次に、歳出でございます。 

 補正予算書５４ページです。 

 款８消防費、項１消防費、目１常備消防

費はいずれも執行差金で、決算見込みによ

り減額いたすものでございます。 

 目２非常備消防費は執行差金で、決算見

込みにより減額をいたすものでございま

す。 

 以上、議案第９号、令和６年度摂津市一

般会計補正予算（第１０号）のうち、消防

本部所管分の補足説明とさせていただき

ます。 

○野口博委員長 説明が終わり、質疑に入

ります。 

 塚本委員。 

○塚本崇委員 御説明ありがとうござい

ます。それでは早速、質問に入らせていた

だきたいと思っております。 

 まず、消防から入っていきます。 

 予算書６ページ、消防費に関してです。 

 令和６年度が約１７億６，６００万円に
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対して、令和７年度が約１３億３００万円

という額で組まれております。約４．６億

円の減となったわけですけども、その要因

について教えてください。 

 ２番目、予算概要１０６ページです。 

 職員特別健康診断委託料がございます。

この内容について、お教えください。 

 続きまして、市長公室に移ります。 

 人事です。 

 毎回、聞かせていただいておりますが、

階層別能力開発事業のところでハラスメ

ントです。セクハラを含むハラスメントの

撲滅の取組について、令和７年度どのよう

に取り組まれるのか、お聞かせください。 

 続いて、予算書２１１ページです。 

 給与明細書で、議案第２４号とかぶるか

もしれないんですが、今回、地域手当の上

昇が予算に組み込まれているということ

で、これはずっと地域手当を上げていこう

と頑張ってきた結果であると思います。 

 今回、地域手当の上昇により財政へのイ

ンパクトの部分、どのぐらい上昇するかと

いうところを１回目、答弁ください。 

 予算概要１６ページのシティプロモー

ション推進事業です。 

 シティプロモーション自体が約３７８

万円の予算ですけども、そのうち２００万

円が銘木フェスタのものとなっています。

残り１７８万円で一体どんなことをする

のかということをお教えください。 

 同じく予算概要１６ページのふるさと

応援寄附金推進事業です。 

 決算審査のときも、答弁いただいている

んですが、食物がすごく人気があるという

ことで聞いております。まず魅力的な返礼

品もそろえてそのラインナップの拡充と

か、その辺りを来年度どうお考えかという

ことをお教えください。 

 続いて２０ページです。 

 鳥飼東小学校跡地活用検討委託料１，７

２８万１，０００円について、内容を教え

ていただきたいと思います。 

 続いて、２２ページの河川防災ステーシ

ョン連絡橋実施設計委託料です。 

 内容についてはもう既に知らされてい

るんですけども、積算根拠が分からないん

です。これを教えてほしいです。 

 ７番目、２２ページの水防センター等整

備基本方針検討委託料１，１９３万８，０

００円です。 

 令和７年度、何を検討していくのかとい

うことについて、教えてください。 

 続きまして、人権女性政策課です。予算

概要２６ページです。 

 男女共同参画センター運営事業で、報償

金１万円とありますけども、この中身につ

いて、まずお教えください。 

 続いて、総合行政委員会事務局です。 

 予算概要３８ページです。 

 まず、来年度執行予定の参議院議員通常

選挙と市議会議員一般選挙の期日前投票

所の考え方について教えてください。 

 続いて、予算書の９６ページです。 

 鳥飼書庫についてです。 

 鳥飼書庫については、たしか４年ほど前

にＰＣＢの変圧器があって、それを処分す

る必要があるということで予算計上され

ていた記憶があります。今この鳥飼書庫の

解体工事ということで、管理委託料を含め

ると９，０００万円余りが計上されている

わけなんですが、来年度、絶対実施しなき

ゃいけないのか、その必要性について、教

えてください。 

 以上です。 

○野口博委員長 大藪課長。 

○大藪消防総務課長 それでは、質問番号
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１番、消防費についての御質問にお答えい

たします。 

 消防費につきましては、水防費、災害対

策費も含まれておりますので、常備消防費

につきましてお答えさせていただきます。 

 近年の消防費の総額は、令和５年度は９

億８，８６８万１，０００円、令和６年度

が１５億９，１４５万１，０００円、令和

７年度が１０億８，５６９万７，０００円、

令和６年度が約５億円の増額となってお

ります。 

 この主な要因といたしましては、令和６

年度から運用開始しております北大阪消

防指令センターの広域消防指令情報シス

テム等の構築にかかる経費と消防ポンプ

自動車、救助工作車及び救助資機材等の更

新に伴います経費が令和６年度に重なっ

たためでございます。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 小田原課長。 

○小田原救急救命課長 質問番号２番、一

般事務事業の職員特別健康診断委託料に

ついての御質問にお答えします。 

 職員特別健康診断委託料は、救急隊員が

感染のおそれのある疾患をお持ちの傷病

者の処置中に血液を浴びたときや、やむを

得ず濃厚接触した場合などに、血液検査や

胸部レントゲンなどの健康診断を行うた

めの予算を計上いたしております。 

 一例を挙げますと、救急活動において、

肝炎の傷病者が大量の吐血をした場合に、

隊員がその血液を浴びてしまったといた

します。事象後、直ちに肝炎に罹患してい

ないことを証明するための必要な検査を

実施します。 

 その後、一定期間の経過観察後に万が一、

肝炎を発症した場合は、その証明を基に、

公務災害の申請や医療機関との調整など、

できる限りのサポートを行います。 

 実績としまして、令和５年度は結核感染

者との濃厚接触に伴う検査４名分、１万９，

８００円を支出しております。 

 また、令和６年度におきましては、現在

のところ未執行となっております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 松本課長。 

○松本人事課長 それでは、人事課に係り

ます２点の御質問にお答えいたします。 

 質問番号３番、令和７年度におけるハラ

スメント撲滅に向けた取組についてでご

ざいます。 

 まずはハラスメント防止研修を実施い

たします。上位職位者より順次、実施して

おりまして、令和６年度は弁護士を講師と

しまして、課長級以上の管理職を対象に実

施しましたが、令和７年度は課長代理級、

主幹、係長級の一部までを対象として実施

する予定をしております。 

 内容といたしましては、令和５年度に実

施しましたアンケートの結果やハラスメ

ント防止指針を基に、本市の現状を踏まえ

つつ、各種ハラスメントの定義や分類とい

った知識面はもちろんのこと実例や訴訟

リスク等々を学ぶことにより抑止力につ

ながることを想定したものでございます。 

 あと令和６年度には被害について問う

のではなくて、加害行為のセルフチェック、

例えば、「こういう行為を受けたことがあ

りますか」という設問ではなくて、「こう

いう行為をしたことがありますか」という

セルフチェックを実施しております。 

 自らを主語とすることで、逆にこうした

行為がハラスメントに該当すると認識す

る機会ともなっておりまして、こうしたこ

とを研修に取り入れたいと考えておりま

す。 



- 40 - 

 

 次に、質問番号４番、地域手当の財政へ

のインパクトということで影響額につい

て一般会計ベースでお答えいたします。 

 地域手当の支給率が６％から１０％へ

と増加することによりまして、地域手当以

外に、期末手当、勤勉手当、時間外勤務手

当などその跳ね返りの影響がございます。

共済費の影響も含めますと、正規職員、会

計年度任用職員合わせておおよそ２億２，

０００万円の増となっております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 辻課長。 

○辻広報課長 質問番号５番、シティプロ

モーション推進事業の令和７年度の取組

内容についてお答えいたします。 

 まず、ＳＮＳを活用した魅力発信でござ

います。 

 シティプロモーションサイト「＆ｓｅｔ

ｔｓｕ」の更新、市公式ユーチューブチャ

ンネルの充実を行います。 

 インスタグラムの活用におきましては、

庁内インスタ隊や大阪人間科学大学の学

生による投稿、フォトコンテストによる相

互発信の充実を図ります。 

 また、カプセルトイ、新幹線鳥飼車両基

地等の市の魅力スポットを印刷したクリ

アファイル、セッピィデザインのビニール

バッグなどのノベルティーグッズを作成

いたしまして、市内外のイベントにおいて

参加者にお渡ししまして、市内住民の愛着

度形成及び市外住民の認知度向上を図り

ます。 

 さらに、ＪＲ千里丘駅西地区再開発区域

において設置された万能塀に、他課と連携

し、市の魅力に係るデザインを掲示してま

いります。 

 続きまして、質問番号６番、ふるさと応

援寄附金の拡充策についてお答えいたし

ます。 

 令和７年度にＰａｙＰａｙ商品券を導

入いたします。 

 これは市外住民に、市内の飲食店等で利

用していただく体験型の返礼品でござい

ます。より多くの市外住民に本市の魅力を

体験していただきたいと考えております。 

 また、本市は鉄道が魅力のまちであり、

新幹線鳥飼車両基地や阪急電鉄正雀工

場・車庫の見学・体験ツアーをふるさと応

援寄附金の返礼品に導入するための研究

をしてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 寺田参事。 

○寺田政策推進課参事 それでは７番目、

鳥飼東小学校の跡地活用委託料の取組内

容に係る御質問についてです。 

 鳥飼東小学校跡地活用検討委託料の内

容といたしましては、民間事業者にサウン

ディング調査を行い、その結果を基に、市

民の皆様とワークショップを行って、鳥飼

東小学校の土地で成し得た、将来予想につ

いて整理を行い、跡地活用案の作成を行っ

ていくものとなっております。 

 続きまして、８番目、防災ステーション

の連絡橋実施設計委託の積算根拠につい

てです。 

 連絡橋の詳細設計を行うものとなって

おりまして、設計の内容といたしましては、

上部工と橋台工と橋脚工の詳細設計を行

う内容となっております。 

 次に９番目、水防センター等の委託の内

容についての御質問にお答えいたします。 

 水防センターの機能を決定していくた

めに、水防センター等整備検討委員会を設

置いたしまして、学識経験者等の知見を基

に、災害時機能の規模の検討を行い、また

ワークショップを通じて平常時の利活用
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や淀川河川敷の一体利用の検討を行う内

容となっております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 末永課長。 

○末永人権女性政策課長 それでは、質問

番号１０番目の男女共同参画センター運

営事業の報償金の使途について、お答えい

たします。 

 当該報償金につきましては、男女共同参

画センターが年２回程度発行予定の情報

誌ウィズ通信などの啓発紙への寄稿に対

する謝礼として計上しているもので、テー

マにより専門的知識を必要とする場合、専

門家に寄稿を依頼することに対しての謝

礼として執行する予定をしております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 下郡局次長。 

○下郡総合行政委員会事務局次長 それ

では質問番号１１番、期日前投票の考え方

についてお答えいたします。 

 期日前投票の場所や開設期間につきま

しては、今後、選挙管理委員会にお諮りを

して決定していくものではございます。 

 ただ、場所につきましてはこれまでと同

様の市役所本館１階、それからフォルテ３

０１、ゆうゆうホール鳥飼西の３か所を予

定させていただきたいと考えております。 

 また期間につきましては、従前、フォル

テ３０１、ゆうゆうホール鳥飼西、それぞ

れ２日間で実施をしておりました分を４

日間に、これは令和３年の市議会議員選挙

から、コロナの分散投票を促すという観点

で延長したものでございます。 

 こちら、コロナが５類に移行後、初めて

行われました今年度の選挙におきまして

も４日間ということで延長は継続したも

のでございます。 

 今回につきましても、同様の日数を確保

したいと考えております。 

 続きまして、質問番号１２番、鳥飼書庫

の解体に係ります御質問にお答えをいた

します。 

 鳥飼書庫につきましては、１９６５年に

設置をされた建物でございまして、以前に

は鳥飼送水所の監視室として使っておら

れたところを、現在、選挙の物品でありま

す記載台、投票箱、また長机などを保管さ

せていただいておるものでございます。 

 現況といたしまして選挙管理委員会の

職員が定期的に外部・内部のチェックを行

っておりますが、柱には多数ひびが入って

おりまして、外構で見ますと階段等にはひ

び割れも見られます。 

 外壁につきましては、多数のひびが見ら

れて剥がれて落下するというところもご

ざいまして、剥落防止のネットなどを設置

して安全対策を講じておるような状況で

ございます。 

 また、内部につきましても、天井の剥が

れなどがございまして一部鉄筋がむき出

しになっているところもございます。 

 今年で６０年経過するということもご

ざいまして、老朽化が著しいということで、

公共施設等総合管理計画におきましては、

代替施設、場所を確保した上で、令和４年

度をめどに解体とされておるものでござ

います。 

 この間、庁内で調整を図りまして、近畿

道下の倉庫に代替地としてのめどが立ち

ましたことから、今年度、令和６年度には

解体に向けた実施設計を行ったところで

ございます。 

 そして、令和７年度に解体の予算を計上

させていただいたものでございます。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 塚本委員。 
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○塚本崇委員 ありがとうございます。 

 それでは、消防は要望とさせていただき

たいと思います。 

 総額の予算が約１３％アップしている

中で、今回、消防に関しては予算をかなり

減額していただいたということはすごく

ありがたいことですし、その計画的な運用

によって、また更新を平準化していただけ

ればと思います。よろしくお願いします。 

 職員特別健康診断委託料に関しては、ウ

イルス性のものであったりとか、先日も兵

庫県で帰国した女性がはしかを発症され

たというニュースもありました。そういっ

たところで救急隊員、第一線で活躍されて

いる方は常に危険と隣り合わせというと

ころがございます。ここについては、しっ

かりケアをしてあげていただきたいと思

っております。どうぞよろしくお願いいた

します。 

 人事課です。 

 加害者のセルフチェック等を行ってい

くところなんですけども、これについても、

実態ありきのところもあると思いますの

で、通報の窓口だけはしっかりと開けてお

いてください。どうぞよろしくお願いいた

します。 

 地域手当の分ですが、約２．２億円とい

うところで、ずっと声を上げて頑張ってき

たんですけど、財政が厳しい中で約２．２

億円は結構きついと思いながら、ただしっ

かりと良い人材を確保するという意味で

も、今まで地域手当がネックになってきた

部分が大きいと思っています。 

 ここについては、一定理解しつつ、ただ

一部の課や人材に過度の負担がかかって

いることは従前から指摘させていただい

ているので、そこはしっかり見ていただき

たいと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

 シティプロモーションです。 

 ＳＮＳの発信ですけども、結果的に見る

と、視聴数というか閲覧数も少ないところ

で、少し残念だと思っております。 

 職員が「こんなことしてるの」っていう

のを見たいような内容のコンテンツにな

らないといけないと思ってます。 

 そうするには、情報発信系で一番手っ取

り早いというか、王道は、大手とコラボを

することなんです。インフルエンサーの方

とかに情報を発信していただいて閲覧数

を稼ぐというのが常套手段なわけです。 

 それをやらない限り伸びないと思って

いますので、この人が摂津市のことを何か

言っているから、少し見てみようとか、こ

の人とコラボするんだとか。摂津市出身の

有名人の方で、お名前については言えない

んですけど、とある芸能人の方とかは何ら

かの形で摂津市に恩返しをしたいとおっ

しゃっていました。 

 インスタグラムでも５０万人以上のフ

ォロワーがいるような方ですので、発信力

というのは相当あると思うんです。 

 そういう方とコラボレーションしてい

ただくということが大事じゃないかと思

っていますので、そこについてはまたつな

げるところはつなげさせていただきます

ので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 ふるさと応援寄附金なんですけども、車

両基地とか阪急電車の見学ができたらめ

ちゃくちゃ寄附金が集まりそうなので、頑

張っていただきたいと思います。 

 今回、残念ながら議案第９号の補正予算

では減額になっていまして、結局、来年度

予算に関しても委託金を２，０００万円払

って、言ってみたらどれだけ入ってくるん

だというところを考えると、なかなか難し
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いところがある。 

 ただ、総務部の審査でも答弁がありまし

たように、本来であれば本市に入ってくる

はずの住民税が、ふるさと応援寄附金とし

て他の市町村に渡ってしまう。入ってこな

いものをいかに取り返すかという、そこの

ジレンマがあってすごい難しい部分では

あります。鉄道に関してはすごくゆかりの

深いまちで、駅とか踏切で写真を撮ってお

られる方を、摂津市内ですごく見かけるの

で、需要はあると思うんです。ぜひ頑張っ

ていただきたいと思います。要望にさせて

いただきます。 

 鳥飼東小学校跡地活用検討委託料です。 

 サウンディング調査をやるというとこ

ろですけども、あと１年でこの跡地はどう

なるのかが気になります。 

 あと１年しかありませんが、どうお考え

か、２回目に御答弁よろしくお願いします。 

 連絡橋実施設計委託料です。 

 積算のところで必要なのは、誰が、何か

月かかってやるかという、何人月なんです。 

 どれぐらいの人間が何人かけて、何か月

でこの仕事を仕上げるんだという積算根

拠がないと、推し測れないので、この部分

をやりますと言われても分からない。ここ

の部分をもう一回教えてください。 

 水防センター等の検討委託料です。 

 これは鳥飼まちづくりグランドデザイ

ンの中でもかなり重要視されている部分

ではあると思うんですけども、浸水機能に

ついては、どういうふうに検討されている

のか、分かる範囲で教えてください。 

 男女共同参画センターです。 

 ウィズせっつ、僕もすごいお世話になっ

てまして、いろいろ魅力的な講師の方を呼

んでいただけると思ってるんですが、講師

の方への謝礼はどうしているのか、２回目、

教えてください。 

 総合行政委員会事務局です。 

 選挙時の期日前投票所、たしか衆議院議

員総選挙のときは、１日目だけが場所を抑

えられなかったと記憶してます。 

 ただ、期間を延ばしていただいていると

か、徐々に拡充していただいていると思い

ますので、引き続き、またよろしくお願い

します。 

 鳥飼書庫については、近畿道の下に移設

するということで、築６０年で、壁が剥が

れて鉄筋が出てるような建物となると、な

かなか使うのが怖いと思います。 

 ただこれ、移設はいいんですけど、解体

した後ってどうされるのか、見通しがあれ

ば、２回目、教えてください。 

 以上です。 

○野口博委員長 寺田参事。 

○寺田政策推進課参事 ７番目、鳥飼東小

学校の跡地活用のスケジュールです。 

 スケジュールにつきましては、令和７年

度はサウンディング調査による民間事業

者へのヒアリングや地域の皆様とのワー

クショップを行って、小学校の跡地活用の

方向性案の提示をしていこうと考えてお

ります。 

 令和８年度には、具体化に向けた取組を

進めて、鳥飼東小学校の跡地活用の計画案

の作成を目指していきたいと考えており

ます。 

 次、８番目の２回目です。 

 連絡橋の実施設計の歩掛りと言います

か、何か月で何人かかってくるのか、そう

いった内容の御質問だったと思います。 

 今回の連絡橋の実施設計につきまして

は、国土交通省から出ております積算歩掛、

これに基づいて、積算をしております。そ

れによる積算根拠といたしましては、主任
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技師や技師のＡとかＢとかＣとか、そうい

ったところで、各工程に応じて、人工が決

まっておりますので、それらを積算した上

での金額となっております。 

 次、９番目、水防センターの浸水機能に

ついて、どのように検討しているのかです。 

 こちらにつきましては、令和６年度の下

半期から、庁内で災害時の検討ワーキング

グループを開催いたしまして、災害時機能

の検討をしております。 

 それらを踏まえまして、来年度、学識経

験者等と、本当に必要な内容をしっかりと

検討していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 末永課長。 

○末永人権女性政策課長 それでは、男女

共同参画センターの講座等に対する謝礼

の科目について、お答えいたします。 

 当センターの予算は、センターの運営に

係る人件費や事務費等の諸経費を計上し

た男女共同参画センター運営事業、そして

男女共同参画推進審議会を主とした男女

共同参画計画に基づく取組に係る経費を

男女共同参画推進事業として、また女性の

ための各種相談に係る経費を女性問題相

談事業という形で、大きく三つに分けて計

上しております。 

 委員が御質問の講座に係る講師料につ

きましては、男女共同参画推進事業の報償

金により、ウィズせっつカレッジ入学記念

講演をはじめとする男女共同参画計画に

基づいた各種主催講座、延べ約４０コマ分、

またチャレンジ企画審査謝礼として執行

を予定しております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 下郡局次長。 

○下郡総合行政委員会事務局次長 それ

では、質問番号１２番の鳥飼書庫解体後が

どうなるのかという御質問にお答えいた

します。 

 鳥飼書庫につきましては、児童発達支援

センター（つくし園）と同一の敷地内にご

ざいまして、出入りする門等も共用で利用

しているものでございます。 

 解体後の跡地につきましては、こども政

策課に所管の変更をさせていただきまし

て、つくし園利用者の方の駐車場として活

用する予定でございます。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 塚本委員。 

○塚本崇委員 ありがとうございます。 

 では、最後、要望だけにとどめさせてい

ただきます。 

 鳥飼東小学校跡地活用検討委託料です。

令和８年度に計画案を作成するというこ

とは、実際に利用されるのは令和９年度以

降、もしくは令和１０年度にかかるのかと

思います。地元の方は、結構早くの跡地利

用を求めておられると思いますので、この

辺は早急に案をまとめていただいたほう

がいいんじゃないかと思います。 

 連絡橋の実施設計委託料です。実際の人

工がもう既にちゃんとしっかり決まって

いるのであれば、それに基づいた予算とい

うことで、これについては、割と画期的な

ことです。隣のところが、まだ固まってな

い部分があると思うんですけども、しっか

り密に連携を取っていただいて、実施につ

なげていただければと思います。 

 水防センターの浸水機能です。個人的に

は、淀川の生き物とかを感じられるような

ところを期待しております。結構地元の方

からも言われております。僕は大正川とか

をよく歩いてたりするんですけど、昨日な

んかカワセミを見ました。大正川はよく遊

んでいる子供たちがいます。水防センター
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については、期待しておりますので、いろ

いろ検討も行っていってください。お願い

します。 

 男女共同参画センターです。 

 これも要望ですけども、本当にいろんな

学びや気づきを与えてくれるカレッジと

か、やっていただいていることにすごく感

謝しています。ただ、来てくださる方がす

ごい固定化されている部分も見受けられ

ます。 

 市内の調剤薬局とかに女性問題相談事

業のビラとか貼っていただいたりとかし

て、協力していただいているとこもあるの

で、そういったとこで、もっとこんなこと

やっているとＰＲしていただくのも一つ

の手かと思います。もっといろんな人に知

っていただきたいと思っています。僕も頑

張りますので、よろしくお願いします。 

 鳥飼書庫ですが、子ども政策課に引き渡

して、駐車場にされるということです。確

かに送迎の駐車場とか必要かと思うんで

すけど、そう考えると、移設は必要だけど、

解体自体は絶対やらなあかんのかと言っ

たら、そうでもない気はしています。これ

は要検討なのかという気がしています。 

これについては、危険ではあるけども、

逆に移設して立入禁止にしてしまえば、令

和７年度の予算で９，０００万円かけて絶

対やらなきゃいけないかって言ったら、僕

はそうは感じないので、ここについては、

考えなきゃいけないんじゃないかと思い

ます。 

 以上です。 

○野口博委員長 塚本委員の質問は終わ

りました。 

 暫時休憩します。 

（午後２時４０分 休憩） 

（午後３時 ８分 再開） 

○野口博委員長 再開します。 

 続いて、安藤委員。 

○安藤薫委員 よろしくお願いします。 

 それでは、広報課から聞いていきたいと

思います。 

質問番号で言いますと１番、ふるさと応

援寄附金推進事業でございます。 

 塚本委員からも質問がありましたし、先

週の金曜日の総務部の審査でも、ふるさと

応援寄附金で、これは歳入で、市税の影響

額等をお聞きいたしました。 

 今回、先ほども御説明がありましたよう

に、返礼品として、電子商品券のＰａｙＰ

ａｙ商品券が追加されたということであ

ります。 

 電子商品券にした理由を一つお聞きし

たいということと、ＰａｙＰａｙ商品券を

追加したということもあって、委託料が前

年よりも１０８万円ほど増額となってい

ます。 

 それに基づいて、寄附金収入も上がると

見込まれて、予算ベースでありますが、２

００万円の増を見込んでおられます。 

 令和６年度は、収入見込みが一般寄附金

で４，０００万円、補正で減額もあります

ので、令和６年度の実績と、それから令和

７年度、この新たなＰａｙＰａｙ商品券や

先ほども御説明のあった新しい取組など

を含めて、寄附金収入の見込みを、どう考

えておられるか、お聞きしたいと思います。

ＰａｙＰａｙ商品券を選んだ理由と二つ

お聞かせください。 

 ２番目です。政策推進課に質問をしたい

と思います。大きく三つお聞きします。 

 一つ目は、行政経営戦略策定事業につい

てです。 

 現行の行政経営戦略を令和８年度まで

延長して、２年かけてじっくりと基本構想
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の部分と含めて、検討をしていくというこ

とであります。 

 質問させていただきたいのは、延長にな

ったということで、事前に議会にもスケジ

ュール案を提示していただいております。 

令和７年度から、庁内策定委員会ですと

か、また８月ぐらいから、行政経営戦略審

議会であるとか、有識者懇談会が開かれる

というスケジュールをされておられます。

それぞれの委員会の内容、それからメンバ

ーの構成、また会議の頻度であったり、会

議の内容についての傍聴、議事録、資料等

の公開など、どのような方針で臨まれるの

か、お伺いしたいのが１点です。 

 行政経営戦略策定事業について、あと二

つ聞きたいんですけども、市民の意見を保

障するということで、市民意識調査、市民

参加機会の設置も予定されています。 

市民の意識を正確に把握するとともに、

基本構想は市民の暮らしに非常に直結す

る。摂津市の今後の方向性を決める大事な

ものでありますから、当然、スケジュール

案にも示されているように、市民参加はと

りわけ重視されるべきものだと思ってい

ます。この市民意識調査と市民参加機会設

置について、内容とそれぞれの目的、意義

について、お聞かせください。 

 それから、もう一つ、行政経営戦略策定

等支援業務委託先を公募型プロポーザル

にて選定することになっています。 

予定では、３月５日にプレゼンを実施し

て、昨日の１０日には、審査結果通知とい

うスケジュールになっていたかと思いま

す。 

令和７年度から、この計画の策定支援業

務を行われる事業者について、事業者はど

こに決まったのか。 

 また、選定理由、それから公募型プロポ

ーザルに応募された事業者は何者あった

のか、お聞かせください。 

 ２番目の行政経営戦略策定事業につい

て、三つお聞きしておりますので、よろし

くお願いします。 

 次に、鳥飼まちづくりグランドデザイン

です。予算概要、２０ページです。 

 グランドデザインは、鳥飼まちづくりの

将来像を市民参加のもとで積み上げてい

くということだと思います。 

 その中でも、教育の環境を整えるという

意味で、鳥飼小学校、鳥飼東小学校の統合

の問題があります。 

 既に、鳥飼東小学校は廃校が決定されて、

来年４月には、鳥飼小学校へ統合されると。

先ほど塚本委員の質問にもありましたと

おり、鳥飼東小学校は建物と体育館と運動

場が残された学校ではない公共施設とい

うことで、残されることになります。 

 跡地の活用については、アイデアを募集

されて、それから市民の皆さんの意見を聴

くということで、ワークショップを行う。 

 そして、ワークショップで出た意見など

も参考にしながら、サウンディング調査を

令和７年度に進めていくということであ

ります。 

 １回目は、既に２月２８日に開催をされ

たと思っております。 

 今後のワークショップのスケジュール、

それからサウンディング調査を経て、一定

のゴールは、どのようなものを想定してい

るのか、いつごろになるのか、お聞かせく

ださい。 

 それと、グランドデザイン全体、四つの

エリア、それから細かく言えば、六つに分

けられたそれぞれの地域ごとに住民説明

会が行われてきました。 

淀川河川敷の有効活用など、一部ではワ
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ークショップも始まって、一定終わってい

るということであります。今後の残ってい

る地域の住民説明会、それからワークショ

ップ、開催エリアはどこを想定していて、

何回やられようとしているのか、今年度の

計画、それからその後の展望、どの辺まで

で全地域を終えていこうとしているのか、

そのスケジュール、大まかな目算というも

のがあれば、お聞かせいただきたいと思い

ます。鳥飼グランドデザインについては、

二つでございます。 

 次に、４番目に淀川河川防災ステーショ

ン等整備促進事業についてであります。 

 今回は、連絡橋実施設計委託料と水防セ

ンター等整備基本方針検討委託料が丸々

増額となっています。 

 防災ステーションが整備される予定地

のすぐお隣の民間の土地に民間事業者が

建物を建設していくと。その建物を建てる

上で、防災ステーションとの連絡橋を造っ

ていくと一定理解をしています。この連絡

橋を整備する目的、整備内容、もう少し詳

しく教えていただきたい。 

 それから、この連絡橋を民間事業者の協

力を得て整備していく方針が決定をされ

るに至った経過は、どんな形でこういうも

のになっていったのか、一つお聞かせくだ

さい。 

 それと、もう一つの水防センター等整備

基本方針検討委託料について、委託の内容、

委託先、それから市民や市民団体、地域の

皆さんの参画の機会等が保障されている

のか。この委託の中であるのかないのか。

もしくはその後に予定されているのか。そ

の点、お考えをお聞かせください。 

 続いて、人事課に質問をします。質問番

号５番になります。 

 二つお聞きしたいと思います。 

 人事院勧告によりまして、職員の給与ア

ップ、地域手当も上がり、処遇なども会計

年度任用職員などを中心に改善が図られ

てきました。 

 それに伴って、特別職では１，４０５万

６，０００円、一般職では２億９，３１１

万５，０００円、共済費も含めて言います

と、それだけのお金が増額となっています。 

 これだけ社会も多様化、そして複雑化し、

また失われた３０年とも言われるように、

経済や社会の状況が市民生活に非常に大

きな影響を与えています。市民が行政に求

めることですとか、様々な施策が自治体に

も下りてきたり、それから権限委譲等もあ

って、少ない人員の中で、仕事は複雑化す

るし、多様化するし、または求められるも

のも非常に大きくなってきている中で、職

員の心身の不調によって、病気でお休みに

なられる方によって、職員の数が減ってし

まっていると。組織の疲弊が非常に心配で

す。 

体制強化は、非常に大事ではないかと私

は思っています。 

 新年度につきまして、職員体制はどうな

っていくんでしょうか。 

 今年度末で退職をされる方、減る方、そ

れから新規採用数はどうされているのか。 

 職員体制全体の強化が図られているの

か。一つ目、聞きたいと思います。 

 もう一つは、先の本会議でも訂正があり

ましたけれども、事務ミスが度々起きてい

ます。 

 もちろん人がやることでもありますし、

本会議で各議員からありましたとおり、一

つ一つの事務ミスを攻め立てたり、責任を

追及したりすることは正しくない。私もそ

う思っています。 

 じゃあ、どうしていくんだ。組織的な、
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もしくはシステムに何か問題があったん

じゃないかというところまで、しっかりと

目を向けて、検証をして、対策を打つこと

が非常に重要であると思います。 

 先日、副市長から、マニュアル等も大事

ですが、ＯＪＴなどによって、事務事業の

理解を一つ職員に持ってもらう、そのこと

が非常に必要だというような趣旨で、御答

弁をされたと思います。私も学校を卒業し

た後、社会に出たときには、何も分からな

い新人が仕事を覚え、社会の中で活躍でき

るように頑張ってきたのも、職場でのＯＪ

Ｔの力によるもの、非常に大きかったと改

めて思っています。 

 それでは、摂津市役所の中で、こうした

ＯＪＴを担う、指導される方は、それぞれ

の職場でどういう方が行われているのか。

もしくはどのような形でＯＪＴというも

のを捉えられているのか。職場によっても、

事情は違うかと思いますけども、ＯＪＴに

ついて、きちんと機能されているのかどう

なのか。取組の現状について、お聞かせい

ただけたらと思います。 

 人事課にもう一つ聞きます。 

 第４次特定事業主行動計画についてで

ございます。 

 改正女性活躍推進法等を受けまして、特

定事業主行動計画も少しずつ見直しをさ

れて、現在、第４次計画となっていますが、

これもこの３月末で計画が終了をいたし

ます。 

 その到達を踏まえて、４月からスタート

する第５次特定事業主行動計画の内容と

推進の方策について、第４次の目標と掲げ

ていた幾つかの指標の到達点を踏まえて、

お答えいただきたいと思います。 

 次、７番目に、人権女性政策課に質問を

いたします。 

 特定事業主行動計画では、市役所の中の

女性の仕事参画であるとか、男女共同の取

組を問うているわけですけども、男女共同

参画推進事業について、お聞かせいただき

たいと思います。 

 第４期男女共同参画計画、これは２０２

２年から第４期として、スタートをしてお

ります。 

 令和７年度において、この計画の中で掲

げておられます目標とか施策について、令

和７年度の取組で、どんなことを進めてい

こうとしているのか、大きな方向性で、お

聞かせいただきたいと思います。 

 それから、同じく人権女性政策課、８番

目の質問として、平和施策推進事業につい

て、お聞きいたします。 

前年比よりは若干の増となっている年

間７０万円の予算でございます。 

 令和７年度は、戦後８０年、節目の年で

あります。 

市政運営の基本方針の中でも、戦後８０

年を迎えて、戦争の悲惨さ、それから二度

と戦争を起こしてはいけないというよう

な思いを共有していく取組をしたいとい

う表明があったと思います。 

 そこで、改めて、戦後８０年、節目の年

にふさわしい非核平和の取組について、ど

んなことを令和７年度に行おうとしてい

るのか、前年度と同じような中身なのか、

それについて、お聞きしたいと思います。 

 それから、次は総合行政委員会事務局で、

選挙関係についてお聞きします。 

 昨年は、市長選挙と府議会議員補欠選挙、

そして衆議院議員総選挙と、三つの選挙が

ありました。大変、短い期間の中で準備を

し、大変だったと思うんですが、新年度も

二つの選挙が予定されています。こちらは

突発的に起きるものではなくて、もう既に、
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参議院議員一般選挙はまだかもしれませ

んが、大体の日付も決まっていますし、市

議会議員の選挙では、先般の選挙管理委員

会で期日も決定しているということであ

ります。選挙は民主主義の国にとっては、

国民一人一人の参政権を保障する大事な

ものでありますから、この選挙の義務は、

非常に重要になってくると思っています。 

 そこで、お伺いしたいのは、こうした多

くの有権者の皆さんの参政権を保障する

ための取組について、聞きたいと思います。

あまりにも大まか過ぎるかと思うんです

けども、なかなか投票率が伸びない、伸び

悩んでいる状況、それから若い人たちの投

票率がなかなか上がらない状況もあると

ちまたでは言われています。 

同時に、高齢化が進みまして、投票に行

きたくても行けなくなっている方々も、地

域の中では非常に増えているのを実感し

ています。 

 また、情報についても、インターネット

を利用できる方はインターネットでいろ

いろな情報を得られますけども、そうでな

い方々が情報を得るものとしては、選挙公

報等であると思います。 

 選挙公報の配布の時期であるとか、先ほ

どの質問にもありましたが、期日前投票所

の在り方についてです。 

 それから、病院や老人ホーム等で行われ

る不在者投票について、改善の余地はない

のか、お考えをお聞かせいただきたいと思

います。 

 私の質問の最後になりますが、消防総務

課にお伺いをしたいと思います。 

 消防施設整備費補助金が１，２００万円

ということで、前年よりも大幅にアップと

なっています。 

 以前もお聞きしましたし、先の代表質問

でも御答弁をしておられたかと思います

が、消防団が更新をされる消防車両につい

ての補助金限度額の引上げであると思い

ます。 

改めて、消防団の消防車両更新における

補助金について、アップの理由と期待でき

る効果、また今後、様々な消防団で、更新

等がどのように予定されているのか、お伺

いしておきたいと思います。 

 １回目は、以上です。 

○野口博委員長 辻課長。 

○辻広報課長 それでは、１番目、ふるさ

と応援寄附金について、お答えいたします。 

 まず、ＰａｙＰａｙ商品券を選んだ理由

でございます。ＰａｙＰａｙ商品券は、市

外住民に市内の飲食店等で利用していた

だく体験型の返礼品でございまして、単な

る物の受け取りである返礼品に比べまし

て、寄附者に本市とのつながりを深めてい

ただくことのできる返礼品であるため、Ｐ

ａｙＰａｙ商品券を選んだものでござい

ます。 

 このＰａｙＰａｙ商品券の導入により

まして、２４０万円の寄附を見込んでおり

ます。 

 内訳は、３万円と５万円のＰａｙＰａｙ

商品券を用意いたしまして、それぞれにお

いて、３０件の寄附を見込んでおります。 

 このようなＰａｙＰａｙ商品券の導入

をはじめとする返礼品数の拡充とともに、

様々なイベントにおいて、市外住民への周

知を図ることによって、ふるさと応援寄附

金額の増を図ってまいりたいと考えてお

ります。令和７年度におきましては、特に

周知におきまして、大阪・関西万博を大い

に活用してまいりたいと考えております。 

 このような考えの中で、令和７年度予算

におきましては、寄附金額４，２００万円、
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業務委託料２，０７７万７，０００円を計

上しております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 有場課長。 

○有場政策推進課長 政策推進課に係り

ます３点の御質問にお答えいたします。 

 まず、行政経営戦略審議会につきまして

は、今回、摂津市附属機関に関する条例の

改正を提案させていただいています。 

総合計画審議会を行政経営戦略審議会

へと変更するものでございます。 

 この行政経営戦略審議会は、計画策定の

審議会になるんですけど、委員につきまし

ては、現在のところ、主要な分野計画の審

議会の委員に御参画いただきたいと考え

ておりまして、今後調整を進めていきたい

と思います。 

 開催は何回ぐらいかという御質問かと

思いますが、想定として、今年度は大体４

回ぐらい、開催する予定でございます。 

 予算上は、少し多めに取っておりまして、

６回分を計上させていただいております。 

 次に、有識者懇談会につきましては、メ

ンバーとしては、産官学で、それに金融で

あったりとか、士業の方をお呼びして、ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略の部分での

アドバイスをいただいております。 

 前回は、インタビュー形式で実施してお

ります。 

 今回インタビュー形式にするのか、ある

いは審議会と一体で議論していくのかに

つきましては、まだ今のところ検討中でご

ざいます。 

 仮に、一体的にやるのであれば、議事録

は当然アップされる予定ですが、インタビ

ュー形式の場合は、計画の中にそのまま内

容が反映される形で考えております。 

 あと、スケジュールのところでは、庁内

策定委員会等となっております。これにつ

きましては、前回と同様、市長をトップと

して、幹部職員で構成するような形を想定

しております。 

 等の部分につきましては、ＫＰＩの調整

であったりとか、各課との調整がございま

すので、そういったところで各課と検討を

進めていきたいと考えております。 

 庁内策定委員会につきましても、議事録

作成を想定しております。 

 頻度につきましては、まだ固まった回数

は、決定はしておらず、随時開催していき

たいと考えております。 

 次に、市民の意見をどのように取ってい

くかということでございます。まず市民意

識調査につきましては、無作為抽出でのア

ンケート調査ということで、想定しており

ます。 

 また、その他、市民の御意見を聴取する

機会としては、グループワーク等を想定し

ておりますが、策定支援業務の業者からの、

御提案もいただいておりますので、今後、

業者とも調整しながら、どういった形で、

効率的な意見の聴取ができるかというこ

とについて、検討していきたいと考えてい

るところでございます。 

 今回、行政経営戦略の基本構想部分を変

えるということでございますので、目指す

将来像も変わる想定でございます。こうい

ったところは、行政では、なかなか策定は

難しいと考えています。市民の御意見をお

聴きして、決定していくものだと思います

ので、そういったところで御意見をいただ

きたいと考えております。 

 最後に、公募型プロポーザルは、先週実

施したところで、業者は、既に決定してお

ります。業者名ですけど、株式会社地域計

画建築研究所でございます。プロポーザル
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の参加事業者数は、この事業者１社でござ

いました。 

 庁内のプロポーザルの選定委員会で、こ

の事業者の提案を審査させていただきま

した。提案内容、また、実績につきまして

も、近隣市で同様の計画を多く実施されて

いるということでございます。いろいろ御

提案もいただいておりますので、申し分な

いかと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 寺田参事。 

○寺田政策推進課参事 ３番目、鳥飼東小

学校跡地活用検討委託で、今後のスケジュ

ールと、ゴールについてです。スケジュー

ルにつきましては、４月頃に発注を行いま

して、委託業者が決定次第、今年度行いま

したアンケート調査や、ワークショップの

結果、それらを基に、委託業者と検討を行

いまして、サウンディング調査を行う事業

者の選定を行ったりしたいと思っており

ます。 

 サウンディング調査を行った後に、サウ

ンディングの結果等を分析し、９月頃に市

民を交えたワークショップを行いまして、

地域住民の皆様と鳥飼東小学校の跡地活

用について、再度、議論していきたいと考

えております。 

 ゴールについてなんですけれども、先ほ

どの塚本委員の質問にもお答えさせても

らいましたように、令和８年度に今年度の

方向性案をベースにして、取組を進めて、

小学校の跡地計画案の作成を目指して、や

っていきたいと考えております。 

 ３番目の質問の二つ目、グランドデザイ

ン全体の令和７年度の取組についてです。

令和６年度につきましては、将来予想の磨

き上げが終了していないエリアについて、

説明会を実施して、地域住民の皆様と将来

予想の磨き上げを行って、住民の皆様との

意見を踏まえた将来予想について、エリア

内での共有が終わったところでございま

す。 

 それを踏まえまして、令和７年度は、鳥

飼東小学校の跡地活用の検討と淀川河川

敷の活用についてのワークショップを進

めていく予定となっております。 

 それら以外のエリアにつきましては、住

民の皆様からこういった内容で検討がし

たいという声が上がってき次第、一緒に検

討を進めていきたいと考えております。 

 ４番目、防災ステーションの水防センタ

ーとの連絡橋の目的についてです。 

 水防センターは、広域避難が困難な障害

者等の避難行動要支援者の一時的な避難

場所としていますが、広域避難が間に合わ

ずに、やむを得ない事情の住民の方々も避

難することが想定されることから、高台ま

ちづくりの考え方に基づきまして、防災ス

テーションと隣接地と連絡橋で結ぶこと

で、避難場所である高台をネットワーク化

して、防災ステーションに避難してきた

方々を隣接地へ避難できるようにしてい

くものと考えております。 

 隣接地の地権者につきましては、令和４

年頃から、連絡橋によるネットワーク化に

ついての議論を進めておりまして、隣接地

の災害時の協力や防災ステーションとの

連絡橋による接続については、協力してい

ただける方向で調整しております。 

 隣接地は、建物の施工に入っており、連

絡橋を設置する施工となっております。 

 隣接地との災害協定に係る具体的な協

議は、担当課とともに進めているところで

ありまして、隣接地は現在、建設工事中で

あることから、完成に併せて、防災協定を

結ぶ予定となっております。 
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 次に、水防センター等整備基本方針検討

委託の中で、市民の声が反映されるのかど

うかといった御質問だったと思います。 

 今回、水防センターの整備に当たりまし

ては、水防センター等整備検討委員会の設

置を考えております。 

 この委員会では、災害時機能の検討を行

うもので、委員としましては、学識経験者

や地域団体の代表者、各種団体の関係者、

公募市民を想定しておりまして、防災、福

祉、河川等の多様な観点から、外部有識者

等による御意見をいただいて、それを反映

することで、水防センターの施設機能を決

定していくことを目的としております。 

 もう１点、平常時の利活用であったりと

か、淀川河川敷との一体利活用、そういっ

たところにつきましても、令和５年度から

住民の皆様とワークショップを実施して

おります。 

 引き続き、この内容でもワークショップ

を続けていきまして、市民の皆様と様々な

ことを話し合いながら、魅力あるにぎわい

が創造できるように進めていく予定です。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 松本課長。 

○松本人事課長 それでは、人事課に係り

ます御質問にお答えいたします。 

 まず、職員体制のお話であったかと思い

ます。 

職員の採用状況でございますが、令和７

年４月１日付の新規採用職員につきまし

ては、割愛職員を除きまして、１４名を予

定しております。 

売り手市場である中、人材の確保は、

年々難しくなっておると感じております。 

実際に、事務職の令和６年度の応募者は、

令和５年度と比較して、７割ほどとなって

ございます。 

 令和６年度で見たときに、採用者が、こ

れは割愛職員も含めて２８名、退職者が年

度末も含めて、３６名ということで、令和

６年４月１日と比較すると、正規職員は６

４６名と、８名の減の見込みでございます。 

 再任用などの短時間勤務職員を合わせ

た人数としては、６７１人で、短時間勤務

職員を合わせた人数でいうと、４名の減に

なります。 

 その理由といたしましては、計画の策定

完了による予定どおりの減の課もござい

ますし、令和７年度、全体の事業の状況か

ら、増員予定はありませんでしたが、急な

退職ですとか、採用辞退があったことによ

りまして、減となってございます。 

 ただ、育児休業で復職してくる職員もお

りますので、各課の状況を踏まえながら、

配属という形になっていくとは思います

けれども、欠員が出る場合におきましては、

状況により、会計年度任用職員で補完をす

るという場合も想定はしております。 

 なお、病気休暇及び休職の割合は、本日

時点で１．６％となっております。 

 摂津市職員育成・行動基本計画にある職

員に求められる能力として、マネジメント、

コミュニケーション、指導育成、政策形成

があり、その土台にコンプライアンスがあ

ります。 

 一人一人に求められる能力を標準職務

遂行能力として、これを基に人事評価して

おります。求められている役割、行動をし

っかりとやり切る、それぞれが１００の力

を出し切ることが重要です。こうしたこと

を積み上げることで、個の力が上がること

になります。これを支えるのが研修であり、

指導であり、ＯＪＴという話になってこよ

うかと思います。 

 組織全体の強化につながる話として、Ｏ
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ＪＴの質問があったと思いますけれども、

ＯＪＴにつきましては、平成２７年３月に、

摂津市職員ＯＪＴ実践マニュアルといっ

たものを策定しております。 

 ＯＪＴとは、職場の中で上司、先輩職員

が部下や後輩職員に対して、効果的かつ効

率的に仕事を進める上で必要な知識、技術、

態度等について、日常業務を通じて指導を

することで、これらの指導は単発的に行う

のではなく、職員それぞれの特性を理解し

た上で、意図を持って計画的かつ継続的に、

そして根気よく取り組むと、こう定義して

おります。 

 このマニュアルをこれまで研修で教材

として使用をしたり、所属での指導に活用

をしていただいてまいりました。 

 このＯＪＴマニュアルの中身ですが、例

えば起案時における実践の例として、ＯＪ

Ｔを行う側は、できる限り、起案書の内容

について、説明を求めるとともに、質問す

るようにするなど、記載しております。 

 ただ、正直、職員の意識から、このＯＪ

Ｔという認識が薄れているのかもしれな

い、そんな可能性はあるのかもしれません。 

私が思うに、管理職の役割の半分、これは

部下育成、人材育成だと思っております。 

 次の世代をいかに育成するかというこ

とでございます。 

 いま一度、このＯＪＴマニュアルの活用

について、どう実践していくかということ

も含めて、この個々の力を上げる研修に取

り入れてまいりたいと考えております。 

 続きまして、摂津市特定事業主行動基本

計画についてでございます。 

 まず、到達状況でございますが、目標が

四つございまして、採用した職員に占める

女性職員の割合、男性職員の育休取得率に

ついては、目標を達成しております。逆に、

管理的地位に占める女性職員の割合、あと

男性の出産補助休暇、育児参加休暇の合計

５日以上の取得率が未達成になります。 

 二つ目に申し上げました、男性の出産補

助休暇、育児参加休暇につきましては、男

性の育休取得が増加していることから、結

果的にこの休暇を使わずに育休を取得し

ていることが主な理由だと思っておりま

す。管理的地位に占める女性職員の割合に

つきましては、令和５年６月に働き方に関

する職員意識アンケートといったものを

実施しております。 

 ここで言う管理的地位に占めるという

のは、係長以上のことを指しておりますの

で、女性職員が係長級になることを希望し

ない理由等々も聞いております。最も多か

ったのが、自分に係長職員に必要な能力は

備わっていないと思うからであり、続いて、

仕事と家庭の両立が困難になると思うか

ら。ほかにも職務や職責が給料に見合って

いないと思うから。こういったものが理由

としてはございました。 

 現に、係長級昇任試験におきまして、受

験する年代は、出産、子育てに係る職員が

多くを占め、女性の受験者、合格者が男性

に比べて少ないのが現状でございます。 

 つきましては、今の時代の意識と、求め

る働き方の変化として、この当該人の上席

に当たる職員に対して、仕事に対する活力

や熱意の重要性とか、ワークライフバラン

スの研修について、実施して、意識改革を

図るということを努めてまりいたいと考

えております。 

 ５次計画の中身につきましては、新たに

目標として、次世代育成支援対策推進法に

係る事業主行動計画策定指針及び内閣府

令で定量的に定める事項として、新たに勤

務時間の状況が規定されることもあり、現
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在、職員１人当たりの平均時間外勤務時間

数を新たな目標項目に入れることを考え

てございます。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 末永課長。 

○末永人権女性政策課長 それでは、人権

女性政策課に係ります２点の御質問につ

いて、お答え申し上げます。 

 まず、男女共同参画計画の令和７年度の

取組について、女性活躍推進の観点から申

し上げたいと思います。 

 男女共同参画計画の基本的方向、男女共

同参画社会に向けての環境整備、あらゆる

分野への男女共同参画の促進におきまし

て、審議会委員への女性の登用、参画率の

増加というところが課題であるかと考え

ております。 

 毎年、４月１日現在の審議会への登用数

を進捗管理しておりますが、今年度４月１

日の状況としましては、附属機関が４６ご

ざいまして、そのうち女性が参画されてい

る委員会が４２となっております。 

その中で、４６の附属機関の全委員数５

１１人中、女性委員が１７２人であるので、

女性の参画状況は現在のところ３３．７％、

昨年度と比べまして、若干、下降ぎみにな

っております。 

 そういったところで、毎年、行政経営戦

略や男女共同参画計画の進捗状況を関係

課に聞き取りさせていただいております。

その中で、審議会委員への登用状況につい

ても、併せて確認をさせていただいており

まして、女性の登用が少ない審議会につい

ては、構成メンバーによって、どうしても

女性を入れられないといった事情もある

かと思うんですけれども、そういったとこ

ろの事情を把握いたしまして、できる限り

の登用促進ということで啓発をさせてい

ただいております。 

 また、男女共同参画センターにおいて、

毎年６月の男女共同参画週間に合わせて

開校しておりますウィズせっつカレッジ

の中で、予定のテーマを修了された方には、

女性人材登録制度がございまして、こちら

のリストに登録をしていただくように呼

びかけをしております。 

 その中で、昨年度は８名登録があったん

ですけれども、そのうち２名の方が登用さ

れたという報告を受けております。 

 また、登録を促すだけではなく、リスト

を有効に使っていただくようにというこ

とで、全庁的にも働きかけをしております。

男女共同参画計画での令和８年度の目標

値を全庁で４０％と掲げており、それを達

成するには、まだまだ呼びかけが必要だと

感じておりますので、こちらを課題として、

取り組んでいきたいと考えております。 

 計画につきましては、以上でございます。 

 続きまして、戦後８０年に向けての平和

施策でございます。本市は昭和５８年３月

に平和都市宣言を行いまして、平成２１年

７月には、平和首長会議に加入をしており

ます。その後、市民のつどいをはじめ、様々

な取組を行っておるところですが、先日の

日本原水爆被害者団体協議会のノーベル

平和賞授賞式の演説であったりとか、平和

首長会議の国内加盟都市会議総会におい

ても、述べられておりましたように、戦争

体験者が減少する中で、薄れゆく戦争の記

憶を若い世代に引き継いでいかないとい

けないということが課題となっておりま

す。それが私たちの役目ということを、認

識しております。 

 本市におきましては、平和登校時の市長

メッセージによる呼びかけであったり、小

学生の広島市への修学旅行での学び、平和
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月間における絵画展や映画会などを通じ

て、子供たちへの啓発に努めているところ

でございます。 

 しかし、８０年という節目を迎えまして、

これまでの取組を続けながら、さらに若年

層の平和意識を高めるには、どのような手

法が効果的かというところを今、模索して

いるところでございます。 

 平和首長会議と連携した取組を進める

とともに、核兵器禁止条約の締結を求める

署名につきましても、市独自のオンライン

による署名も今年度から始めているとこ

ろで、こちらも積極的に呼びかけてまいり

たいと考えております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 下郡局次長。 

○下郡総合行政委員会事務局次長 それ

では、質問番号９番、選挙に係ります御質

問にお答えをいたします。 

 まず、有権者の参政権保障ということで、

投票率の向上についての御質問でござい

ます。 

 投票率の向上に関しましては、啓発活動

が重要であると考えております。これまで

も選挙のたびには、様々取組を行ってまい

りましたが、具体的な選挙啓発につきまし

ては、広報紙への掲載や啓発チラシの全戸

配布、公用車への啓発用ボディーパネルの

貼りつけ、公共施設の館内放送や広報車で

の市内巡回、また最近では、ＬＩＮＥによ

る発信や市役所１階の待合スペースのモ

ニター画面への動画による啓発などを行

っております。 

 また、若年層の方の投票率が低いという

課題もございます。投票率を向上させる啓

発といたしまして、１８歳になられて初め

て選挙となる方に対しまして、有権者とな

ったことをお知らせする文書を送付いた

しております。この文書にはＱＲコードを

印刷しておりまして、ユーチューブ動画で

の啓発を行っております。 

 今後につきましても、これらに限らず

様々な手法で工夫をしながら、投票率の向

上に向けて啓発に取り組んでまいりたい

と考えております。 

 次に、選挙公報の配布時期についてでご

ざいます。こちらにつきましては、告示日

に候補者が確定をいたします。確定に伴い

まして、御提出いただきました原稿の印刷

をかけまして、印刷ができ次第、速やかに

全戸配布をする予定でおります。 

 それから期日前投票所についてでござ

います。こちらにつきましては、これまで

と同様になりますが、市役所本館１階とフ

ォルテ３０１、ゆうゆうホール鳥飼西の３

か所で同様の日数を確保してまいりたい

と考えております。 

 最後に、不在者投票についての御質問で

ございます。こちらにつきましては、市内

には不在者投票のできる施設が１６施設

ございます。選挙の前には、選管の職員が

不在者投票の案内を持参して、各施設を個

別訪問しまして、担当の方に御説明いたし

ております。 

 今後につきましても、不在者投票で投票

の機会を逃されることのないように取り

組んでまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 大藪課長。 

○大藪消防総務課長 それでは質問番号

１０番、消防団車両更新補助金についての

御質問にお答えいたします。 

 摂津市消防施設整備等補助金交付要綱

につきまして、消防団車両の更新に対する

補助金の上限額を現行の３００万円から

５５０万円に引き上げる提案の経緯でご
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ざいます。 

近年の物価と人件費の高騰により消防

車両の価格が上昇いたしております。 

 令和６年度に消防団車両購入費用の見

積りを取得いたしましたところ、必要最低

限の装備と艤装を合わせまして約５５０

万円でございました。現行の３００万円の

補助では、消防団を支える地域の負担が大

きいと考え、補助金額の上限を引き上げる

提案をいたしました。 

 消防団車両の更新につきましては、摂津

市第一分団から第四分団の市直轄の自動

車分団につきましては、市で更新を実施い

たしております。その他の分団につきまし

ては、各分団が主体となって実施しており

ますので、更新計画はございません。 

 例年７月から８月頃に各分団に対しま

して、車両更新予定の有無を確認し、予算

を計上している次第でございます。 

 消防本部といたしましては、消防団車両

の経過年数を把握し、有効な消防活動が継

続できるよう適切な更新をすることで、安

全な消防団活動ができるものと考えてお

ります。 

 過去にも車両更新を市で実施してはど

うかとの意見がございまして、消防団幹部

とともに検討いたしました経緯がござい

ます。その結論といたしまして、現行の補

助金制度を運用している次第でございま

すが、理由といたしましては、消防団車両

は地域防災の要となる重要な要素であり、

その性能が地域防災力に直結するもので

ございます。性能面を重視し、消防ポンプ

自動車を整備する分団もございますので、

市といたしましては、通常の消防団車両が

整備できる金額を一律の補助金として支

出している次第でございます。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 それでは２回目の質問に

入りたいと思います。 

 ふるさと応援寄附金についてです。 

 商品券ということで、摂津市の魅力ある

返礼品も知っていただきつつ、摂津市で消

費をしていただくという点で言えば、若干

のシティプロモーションという観点と、そ

れから波及効果というのでしょうか、そう

いったものがあるということで、ただただ

何か物を買って送るというよりは、一定の

ものが期待できるのかと思います。 

 ふるさと納税と言われる応援寄附金そ

のものについては、本来であれば、一般財

源の地方自治体同士での取り合いという

制度の面で言うと、非常に甚だ疑問に感じ

ているものではあります。現行こういった

制度がある中では、できるだけ労力をそこ

にかけるというよりは、少しでもマイナス

を抑える形でやるのと、本来は直接シティ

プロモーションをやるべきものでありま

すけども、それに絡めた形で、努力をして

いただくということを言わなければいけ

ないのかと思っております。 

 いろいろな苦労をされながらしていら

っしゃると思います。先般も市税収入でい

きますと、令和６年度で約３億円の市税収

入の減収になります。先般は触れなかった

んですが、その減収分の７５％は後年度交

付税措置されるということであります。し

かし、それを補おうとすると相当の寄附金

を期待しなければならない。それに広報課

の皆さんが労力をかけることが果たして

いいものなのかどうか、私も非常に疑問に

は思います。 

 市税収入の確保という点で、一定マイナ

スを大きくしないという努力をしていた

だけたらということを申し上げておきた
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いと思います。苦しいお話になりますが、

以上です。 

 次に、行政経営戦略についてです。 

 一定、外部の会議として行政経営戦略審

議会、今回条例にも名称変更で上がってお

り、有識者懇談会などがあって、それぞれ

構成メンバーもお話いただきました。有識

者懇談会について、まだ手法はこれからだ

ということでありますが、専門の方々にい

ろんな御意見いただいた内容については、

議事録であったり、資料は随時公開してい

ただきたいと思います。 

 摂津市の大きな目標を立てていく上で、

先ほどもおっしゃったように、市民の声を

抜きに基本方針を立てていくわけにはい

きませんし、市民の側も今のトレンドであ

ったり専門的な意見を理解していくのも

大事なことだと思いますので、その点につ

いてはお願いをしておきます。 

 それからお聞きしたいのは、この行政経

営戦略審議会とか、有識者懇談会の中で、

女性の参加について特段の枠を設けるな

りの検討はされているのかどうなのか。 

 先ほど男女共同参画で審議会への女性

の参画が、現状では３３．数％、４割を目

指しているということであります。女性が

入っている審議会は多いけれども、実際の

委員数で見ると、まだまだ少ないという中

で、摂津市の大きな将来像を決めていく中

に、あえてきちんと女性の枠を取った上で、

女性の参加率を高めていくような取組は、

行政経営戦略という基本方針を立てる上

では非常に重要なことですし、摂津市の姿

勢を示すことになるかと思います。 

 女性の参加をどういうふうに確保しよ

うとされているのか。この行政経営戦略審

議会、有識者懇談会の中で、どういうふう

に方針を立てておられるのか、お聞かせい

ただきたいと思います。 

 それから市民参加についてです。 

 新しい事業者も決定したということで

あります。このプロポーザルの仕様書を見

せていただきますと、市民参加機会の実施

の項目に、効率的に行うために、必要最低

回数にとどめるという形で、仕様書に記さ

れています。それが意図することはよく分

からないので、その辺の意味合いをお聞か

せいただきたい。それから市が想定してい

るものと、選定された事業者がどんな提案

をされているか今の段階で分からないん

ですけども、オープン型ワークショップと

いうものを、安威川以北、安威川以南で１

回ずつと、それから大学生との懇談会を１

回程度ということを一定仕様書の中で紹

介をされています。少し少ないような気が

するんですけども、その新たな事業者が提

案している市民参加機会と今回の仕様書

の中身とでいうと、回数のことだとか、市

民の参加機会という点で、もう少しきちん

と回数も保障して、丁寧に市民意見を聴き

取る、もしくは市民に情報を提供する機会

を、最初からきちんと位置づけていく必要

があるんじゃないかと思いますが、いかが

でしょうか。 

 さらには、最近では意見の表明権という

のが非常に重要になっています。子どもの

権利条約の中にもあるように、子供たちの

意見表明権を保障していく、摂津市のまち

づくりにとっても将来にとっても、摂津市

で学んでいる小学生、中学生、もしくは高

校生など、そういった子供たちからの意見

もしっかりと聴いた上で、それを参考にし

ながら、この有識者会議であったり、審議

会等で、基本方針の案をつくっていく必要

があるんじゃないかと思います。その市民

参加機会という点で、子供たちであったり、
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摂津市の事業所で働いておられる労働者

の方であったり、もしくは最近増えている

外国の方々からの意見を聴いて、摂津市全

体のまちづくりについて、基本構想を練り

上げていくのが重要だと思うんですけど、

そういうことについてのお考えをお聞か

せください。 

 それから、事業者についてです。 

 １社が応募されて、そこに決まったとい

うことであります。もちろん料金だけで決

めるというものではありませんが、公募型

プロポーザルというのはできるだけ多く

の団体からいろんな提案を受けて、その中

から、より摂津市に合うものを選ぶという

のが公募型プロポーザルの一番のメリッ

トではあると思うんです。しかしながら、

応募が１社しかなかったことについて、そ

の辺のお考え、それからその１社だけで決

められたことについて、もちろん平均点よ

りも高かったのか分からないんですけど

も、それで本当に大丈夫なのかと単純に思

います。幾つかある中で比べながら検討す

るのではなくて、１社しかなかったらそこ

しかないじゃないですかというのが一般

的な認識になると思うんです。その辺どう

いうふうに考えているのか、聞かせていた

だきたいと思います。 

 次に、鳥飼まちづくりグランドデザイン

について、鳥飼東小学校の跡地の問題につ

いてであります。 

 先日行われたワークショップを運営さ

れていた団体と、４月以降にこの検討を委

託する事業者とは別になるんでしょうか。 

 ２月２８日だったか、１回目のワークシ

ョップが行われた後、そこから先、サウン

ディング調査をして９月以降にワークシ

ョップをやっていくというお話なんです

が、それで令和７年度、令和８年度にはさ

らにブラッシュアップしていくというこ

とです。 

 そのワークショップの間がかなり空い

ています。参加者が変わってくる可能性も

ありますし、ワークショップで議論した内

容の継続性という点でも、少し間が空き過

ぎているんじゃないかと思います。 

 その進め方について、どういうお考えの

下なのか、２月２８日のワークショップは

何を目的にしたワークショップであって、

そこから得られた成果をどういうふうに

サウンディング調査に生かして、一定の方

針を決めて、さらには磨き上げを令和８年

度にやって、具体化してこうとしているの

か。そこが非常に見えにくい、見えないな

と思うんです。 

 参加する市民の方も、せっかく参加した

んだけども、その後、どうなったか分から

ないと、今何やってるんだろうということ

になってしまいかねない問題でもあると

思うんです。 

 せっかく市民参加で、鳥飼のまちを盛り

上げるための跡地活用の議論をやってい

るのであれば、もう少し市民の意見を聴く

ワークショップを小まめに行うなり、サウ

ンディング調査のタイミングをどう図っ

ていくのかというのを、もう少し具体的に

スケジュールを立てて、参加している人も

参加できなかったけどもインターネット

で結果を見て、こういうことをやってんの

やと、見てもらう方にとっても進め方が分

かりやすく伝えられるような開催の仕方

が必要じゃないかと思いますけども、どの

ようにお考えなのか。 

 それから鳥飼東小学校は、体育館におい

てエアコンの設置が新年度に行われる。今

後マンホールトイレ等についても整備さ

れていくということです。 
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 体育館、校舎という建物があります。た

だ跡地活用については、お隣のせんだん公

園と合わせて、全部の建て替えというよう

な考え方も排除しない形での議論になっ

ているような気がします。 

 その辺の整理もきちんとした上で、市民

の意見を聴きながら積み上げていく必要

があるんじゃないかと思います。その点の

具体的な議論をやる上での条件整備につ

いてのお考えも一緒にお聞かせをいただ

きたいと思います。 

 もう一つ、グランドデザインにも関わる

ことなんですけども、学校統合はグランド

デザインの一つの具体化の大事な市民参

加の検討であり課題でもあり、この課題を

市民参加でよりよいものにしていこうと、

いろんな意見はあるけども、いいものにし

ていこうということで教育委員会であっ

たり、それから通学路の問題であれば公共

交通関係であったり、もしくは防災関係で

あったり、いろんな部署が連携をしながら、

この問題を良い方向でまとめていくのが

大事な課題だと思うんです。 

 来年の３月末で鳥飼東小学校がなくな

るということで、鳥飼東小学校の運動場や

体育館を使っておられる学校体育施設開

放の登録をしている団体が、たちまち活動

の場がなくなるということで、生涯学習課

であったり、文化スポーツ課にも相談をし

たり、要望書を出しておられます。 

 ただ、学校が統合してしまえば、学校体

育施設開放事業そのものもなくなってし

まいます。そうすると、鳥飼東小学校の地

域の方々、鳥飼東小学校を利用されている

方々が、路頭に迷ってしまう状況があるわ

けです。 

 そこをきちんと整理をしていくために、

グランドデザインのプロジェクトチーム

が音頭を取って、各課が調整をしながら、

一定の答えを出していかないといけない

んじゃないかと思うんです。 

 跡地についても、令和８年度からこうし

ますということにはなかなかならないと

思います。令和７年度から１年過ぎた令和

８年度に、たちまち何もなくなってしまう

かといえば、体育館は残りますし、運動場

もまだ残るということで考えれば、暫定的

にも一定利用を保障しましょうと、暫定措

置について庁内きちんと調整をして、今使

っておられる方々に対しての答えを出し

てあげる必要が私はあると思うんです。そ

れは鳥飼グランドデザイン全体の計画に

も関わってくる問題で、鳥飼東小学校がな

くなったけど、後はほったらかしかという

ような市民にそういう印象を与えてしま

うのは、私絶対に避けてほしいと思うんで

す。 

 そういう意味から、そのお考えをお聞か

せいただけないかと思っております。 

 いろんな部署にまたがるものですけど、

扇の要として、取りまとめるという意味合

いで質問をさせていただきました。 

 次に、防災ステーションについてです。 

 御答弁いただいて、隣接企業とはもう令

和４年度ぐらいから交流をしながら、高台

のまちづくりという観点で、こういった協

定、連絡橋を造るということで、その後は、

防災協定も結んでいく予定だとお聞きし

ましたので、その点は理解をいたしました。 

 それで、もう一つお聞きしておきたいの

は、国の防災ステーションの整備について

の進捗状況についてお聞きしておきたい

と思います。 

 まだまだ先だと思っていたんですが、当

時は前市長の市長選挙の辺りからだった

と思うので、令和２年度ぐらいからお話が
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スタートしたと思います。令和７年度です

ので、５年目に入ってまいります。 

 防災ステーション、盛り土をしていくな

どの整備が進められてきて、いよいよ上部

の防災ステーションの議論も進められて

いこうとしている中で、国の防災ステーシ

ョンの整備の進捗状況等、それと完成予定

はどのような状況になっているのか。水防

センターの建設の議論をやっていく上で

も、現状をきちんと市民の皆さんにお示し

をしながら議論していく必要があると思

いますが、その点の状況についてお聞かせ

ください。 

 続いて、人事課であります。 

 正規職員を増やしてほしいと、非正規か

ら正規職員を増やして、市民のニーズにし

っかりと応えられるようにしてほしいと

思っています。国から突然下りてくる給付

金事業にも各課から職員を出して苦労し

ながらやる状況で、ほかの仕事に影響がな

いように、潤沢な職員を確保して体制を強

化するにこしたことはないけれども、そう

はいかないということを何度も御説明い

ただいてきたかと思います。かと言って、

必要なところはそうでもないということ

だったと思います。 

 その上でお聞きしておきたいと思うん

ですけども、この間にいろいろな人数につ

いて、ＯＪＴが大事だとおっしゃられてい

たので、ＯＪＴってちゃんと機能している

のかを聞きたいんです。 

 職場によっていろんな事情があるかと

思うんです。私は、新入社員のときには営

業職で、先輩の営業社員に付いて回ります。

朝から夕方までで、帰ってきたら、報告書

を作ります。先輩に見てもらいます。注文

を取ってきたら、稟議書を上げる。それも

先輩に見てもらいながら、至れり尽くせり

のＯＪＴの中で鍛えられ、そこそこのお仕

事ができるようになりました。 

 ただ市役所の場合は、その部署その部署

で全然仕事が違うと思うんです。一人の方

が専門的に仕事をやっておられる場合と、

一つの仕事をみんなで共通してやられる

場合と職場によっていろいろ違いがある

と思うんです。 

 一つの仕事について、みんなで分け合い

ながらやるんであれば、どの先輩もその仕

事全般が分かりますから、ＯＪＴが可能で

あるかもしれません。 

 しかしその一人一人が専門職になって

いっているような部署の場合、既に前任者

はいない。辞められた。もしくは人事異動

でいない。横の先輩に聞いても、分からん

ということになっていったときに、もちろ

ん共通の起案書の上げ方については指導

できるかもしれませんが、きめ細かなきち

んとした指導や、それからスキルをアップ

していく上でのＯＪＴというのが、きちん

とできるんやろうかと。そういうところに

係長とか管理職の責任、役割が求められて

くるのではないかと思っていますが。 

 そういったことから、その役割を担う係

長クラスの方とか、課長代理の方々につい

ての仕事をとっても心配しています。 

 多くの方が休んでおられる、病休割合は

現段階で１．６％でありました。以前、塚

本委員もこれは高過ぎるんじゃないかと

指摘もされた、質問もされていました。お

休みをされる職員も多い中で、係長クラス

の方とか課長代理クラスの方とか、ＯＪＴ

で後輩を指導するような方々が通常の勤

務の中で自分の仕事もやりながら、そうい

ったＯＪＴもやると。目配りできるのかど

うなのか。 

 その管理職の方々は、通常勤務を超えた
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働き方をされているんではないかと懸念

しています。その点の実情について、お聞

かせください。 

 第４次特定事業主行動計画についてで

す。達成できているものと達成できていな

いものがあると。達成できていないものに

ついてはぜひ原因も分析していただいて、

第５次に生かしていただきたいと思うん

です。 

 女性が管理職にならない理由として、先

ほど松本課長がおっしゃったように、自分

にそんな能力がないというのは、あまり理

由としては考えられない、ないはずないん

です。そういう方々が採用されているわけ

ですから。やはり両立ができないっていう

ところだと思うんです。 

 管理職になると、例えば時間外の対応が

非常に多くなり、休日も出なければいけな

い、家庭との関係でいくと、とても両立に

不安があるということで、手を挙げられな

いことに影響してくるんじゃないかと思

います。 

 そういう意味では、そういった現状もよ

く把握をしていただきたいと思うんです

けども、併せて特定事業主行動計画の観点

からも組織体制であるとかを強化しない

といけないと思うんですけど、見解をお聞

かせください。 

 次に、男女共同参画についてです。 

 丁寧に御説明をいただいたわけですけ

ども、あらゆる分野で女性を参画していく

と。審議会でも、女性が入っていても人数

的にはまだまだ３割台ということである

と思います。 

 日本の場合は政治分野での女性の参画

が非常に低いということもあって、女性の

ジェンダーギャップ指数は、世界でも非常

に遅れていると。政治の分野がまさにそう

で、女性の議員を増やすために、クオータ

制度が必要だと提案も出されているわけ

です。 

 摂津市が行う審議会は、まさに市民の生

活に関わるものばかりですから、そこに女

性の役割配分として、一定程度の枠をつく

っていくことも考えていかないといけな

いと思うんです。 

 もちろん登録していて、この登録者の中

から選んでくださいというのも一つのや

り方だと思いますが、それではなかなか難

しいと思います。 

 各審議会は、それぞれ審議会に関わりの

ある団体にお願いをする。団体の中で役員

が出てこられることになれば、その団体の

中での女性の比率の問題に関わってきま

すので、そう簡単になかなかいかないと。 

 であるならば、女性の観点から意見をも

らう立場で、きちんとした枠をつくるとい

うのは、いよいよ重要になるかと思います

が、そのお考えをお聞かせください。 

 そしてもう１点、男女共同参画の中で性

的指向及び性自認の多様性に関わる問題

でございます。 

 当事者が抱える課題解決に向けた取組

を推進すると、ＬＧＢＴＱ＋の取組につい

てですけども、その具体的な取組をお考え

なのか、お聞かせください。 

 平和施策については、御説明いただいた

ように、今、世界で戦争がやむこともなく、

なかなか終息の糸口が見つからないと。最

近では力によって相手に言うことを聞か

せるような言動を世界のトップたちが平

気でするようになっていく中で、日本もそ

の影響を受けて、防衛費等が非常に拡大し

ていく。 

 防衛費を拡大することによって、さらに

軍事費拡大競争によって市民のための予
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算も食いつぶされていくという悪循環を

生み出し、場合によったらエスカレーショ

ンを起こして、戦争の火種が我々の近くで

起きるかもしれない。 

 我々の近くでなくても、世界のどこかで

小さい子供たちの命が奪われていること

について、この戦後８０年、平和憲法を持

ち、非核平和宣言を行っている摂津市から、

それにふさわしい取組をぜひやっていき

たい、これは要望しておきたいと思います。 

 ９番目は、選挙についてでございます。 

 いろんな取組をしていただいておりま

す。投票率は、事務局の努力だけでは何と

もし難い、要は政治家の責任が一番大きい

問題で、国民の政治に対する不信感がある

ままで、選挙に行ってくれというのはなか

なか難しいことであるし、市民に分かりや

すい政策を提示してくことも、我々に課せ

られている問題であると思っております。 

 そういう立場で改めて伺いますが、投票

に行きたくても行けない方々をどうカバ

ーしていくかというときに、私は期日前投

票所をもう少し拡充すべきではないかと

思っております。 

 参議院議員通常選挙は、ほかの選挙より

も、選挙期間が長く設定されております。

今までの４日間でいいのかどうなのかと

思います。それから投票所が統合されてい

るんですけども、投票所から離れていると

ころ、遠い距離であったり、投票所の交通

の状況が不便だったところについて、投票

率はどうなのか。 

 または期日前投票所を設置しているこ

とによって投票率がかなり上がっている

投票区もあります。期日前投票所があるか

らこそ、投票率が２０％台から４０％台に

なっている投票区があるわけです。 

 そうであるならば、全市的にも期日前投

票所の機会を増やす努力していただきた

いと思うんです。いろいろなシステム上の

問題、人員の問題等あるかと思いますけど

も、一歩でも二歩でも進める努力をしてい

ただきたいと思うんです。 

 各市を見ると、ターミナルであったり、

大きなスーパーの中で投票ができるとい

う機会をつくることによって、選挙に行き

たいと思っている方が行きやすく、若い方

も行きやすくなる。高齢の方も家族と車で

一緒に行けることは、投票の機会が増える

と思うので、その点をぜひ検討していただ

きたいんですが、その方向性としてどのよ

うにお考えか、見解をお聞きしておきたい

と思います。 

 それから消防についてでございます。 

 前回もお聞きして、前回からまた上限も

上がってきましたが、物価高騰の中で、車

両費がどんどん上がっていると。近くの消

防団の車両購入には上限額アップが追い

つかずに、その差額分を地元の自治会が負

担をすると。地元の自治会でも、加入率が

少なくなっている中で、加入している会員

たちが払っている会費から、消防団の車の

足らずを補っているところがある。 

 かつてのように村の消防団という考え

方であるならば、そういうこともあったの

かもしれませんが、いまや消防団というの

は、非常勤の公務員であり、地域消防を担

う大事な組織でもあって、そこに物価高騰

によって負担が課せられることはどうも

合理的ではないと思うんです。 

 それぞれの地域によっていろいろな消

防力が必要なんだ、整備が必要なんだとい

うことであれば、それは必要な装備であっ

て、その必要な装備についてもきちんと摂

津市が責任を負うべきではないかと思っ

ています。 
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 今日はもう要望にしておきますけども、

現状でも、地域の消防団が購入したものの

管理については消防本部に渡されるとい

うことであるんであれば、最初から更新を

希望される車があった場合は、消防団とも

よく相談をし、必要十分な装備については、

全額摂津市が負担することを、私は検討し

ていくべきだと思いますので、その点はぜ

ひ検討していただきたい。 

 そうしないと、今、消防団の数を確保す

るのも非常に苦労しておられると思いま

す。火事のときに、本当に献身的に、夜遅

くまで見守りをしてくれたりしておられ

るわけで、そういう人たちが報われるよう

な整備補助もしくは車両の購入をきちん

と市が責任を持つようにしてほしいと申

し上げておきたいと思います。 

 以上です。 

○野口博委員長 有場課長。 

○有場政策推進課長 それでは政策推進

課に関わります御質問にお答えいたしま

す。 

 ３点ほどあったかと思います。 

 まず、女性委員の確保につきましては、

全庁的に意識して取り組んでいるところ

でございます。 

 ただ、専門性を求めて委員を探していく

と、なかなか思うようにいかないという実

態もあるものと思います。 

 そのような中で、目標値を設定して委員

を求めていくことについては、考えてはい

ないですけども、今後、分野計画の審議会

から委員の参画をいただくことも考えて

おりますので、各所管の担当課と相談をし

まして、できるだけ女性委員の確保につい

て努めていきたいと考えております。 

 それと、２点目が、市民参加です。仕様

書で必要最低回数という、少し誤解のある

表現であったかもしれないですけども、あ

くまで限られた財源、限られた時間の中で、

効率性を求めるために、そういう意図で記

載したものでございます。 

 オープン型ワークショップがイベント

とか人が集まるところにブースを設けて、

実際に市民に、御意見をいただくという取

組でございます。新しい試みとして、そう

いったことも入れていきたいという思い

で、仕様書に記載させていただきました。 

 事業者からは、市民意識調査をやります

ので、そのアンケートにグループワークに

参加していただけますかというような御

質問をさせていただいて、無作為抽出とい

う形になるんですけども、市民に御参加い

ただくと。そこに本市の職員など参加して、

グループワークをやっていくということ

の御提案がございました。 

 そこで、目指す将来像とか、御議論いた

だいた上で、幾つか御提案があると思いま

すので、そういったものをその後オープン

ハウス型のワークショップでイベント等

へ来られた市民に見ていただく、御意見を

いただくという御提案がございました。 

 それと、大学生の懇談会なんですけど、

これは以前、「まち・ひと・しごと創生総

合戦略」のところで、大阪人間科学大学に

御協力いただきまして、実際に大学生の御

意見をいただいております。そういったイ

メージで記載させていただいたもので、事

業者からも大学生の懇談会、ワークショッ

プを一、二回ほど開催するというような御

提案があったところでございます。 

 今回、行政経営戦略の作成にあたりまし

て、審議会の委員、分野計画から参画いた

だきたいということで、この意図としまし

ては、各分野計画にも審議会があって、そ

の中で公募の市民も参画いただいている。
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そういったことを一種ピラミッド型にな

るんですけれども、そこでの御意見を集約

するという形を取らせていただく。そうす

ることで、結果的にいろんな分野の御意見

をいただけることになるものと考えてお

ります。そういったことも市民参加の取組

であろうと考えております。 

 それとプロポーザルの件ですけど、実際

社会情勢等もあると思います。なかなか人

手不足で参加できないという御事情もお

聞きしております。今回１社の応募でござ

いました。もちろん複数あればいろんな御

意見をいただけるということで、１社のみ

ではなくて複数社の御参加をいただきた

いところでございますが、結果的にそうい

った形になりました。 

 審査に当たりましては、基準を設けてお

りまして、全体の評点の６５％以上という

基準がございます。委員は４名いまして、

各委員の全体の評点から契約するかどう

かを決定していくということでございま

す。 

 こういった基準に基づいて、実際運用し

ているということでございます。 

 以上です。 

○野口博委員長 寺田参事。 

○寺田政策推進課参事 それでは質問３

の２回目です。大きく分けて３点ほど質問

があったかと思います。 

 まず１点目の、２月２８日に行いました

鳥飼東小学校の跡地活用に関するワーク

ショップです。 

 ワークショップを実施していただいた

委託業者と次年度以降発注する事業者は

同じなのか、変わるのかということと、こ

の間のワークショップ、何を目的としてい

たのかという内容だったかと思います。 

 ２月２８日に行いましたワークショッ

プにつきまして、鳥飼東小学校の跡地活用

のアイデア募集を７月から８月にかけて

行っております。 

 それらの意見を踏まえまして、どういう

ふうにまとめていけばいいのかを内部で

様々検討を行いまして、その中で鳥飼東小

学校の跡地活用に対する地域の方々の熱

意であったりとか、思いが非常に大きなも

のであるので、ワークショップを専門とす

る事業者にお願いし、住民の方々から様々

な意見が出やすい環境をつくり出しての

ワークショップの実施をしていただいた

と思っています。 

 来年度につきましては、ワークショップ

をするだけではなくて、サウンディング調

査等も行いますので、委託としましては総

合コンサルタントへの委託を考えており

ます。 

 その委託の中で、先日のワークショップ

をしていただいた事業者にも協力いただ

けるようにお願いしているところなんで

すけれども、話がうまくまとまれば、再来

年度行うワークショップの中でも、そうい

った事業者に入っていただけるのかと考

えております。 

 それと前回のワークショップの目的は

何だったのかというところなんですけれ

ども、先ほど申しました活用アイデア募集

で、様々な御意見をいただきました。それ

らを整理していく中で、まず整理しないと

いけないのは、鳥飼まちづくりグランドデ

ザインのどういった将来予想の実現に向

けてどういう活用をしたいのかというと

ころだと思っております。 

 そこをまず参加していただいた方々と

整理・共有していくところでです。先日の

ワークショップで模造紙に書いていただ

くところでも、どういった将来にしたいの
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かを書いていただきました。 

 その中で、今回、鳥飼東小学校の跡地を

使ってどういった将来にしたいのかを参

加していただいた方々と整理を行いまし

た。その将来に向かってどういった活用を

したいのか、どういう活用をすればその将

来に近づくのかを参加していただいた

方々と議論させていただきました。 

 こういった将来に向けてこういう使い

方をしたいという意見の取りまとめを行

いましたので、その方向性を理解しながら、

次、サウンディング調査を行っていきたい

と考えております。 

 質問の３の２個目、鳥飼東小学校の跡地

活用をどういうふうに進めていくのかと

いう内容だったかと思います。 

 鳥飼東小学校の跡地活用につきまして

は、鳥飼まちづくりグランドデザインの考

え方と整合を図りつつ、地域の皆様と十分

に議論した上で活用方法を決定していく

必要があると考えております。 

 そのような中で先日のようなワークシ

ョップを進めているんですけれども、鳥飼

東小学校の跡地で確保すべき機能という

ものを精査しつつ、地域の皆様とともに現

状の校舎、運動場、体育館などをどうする

のか、先日のワークショップではその校舎、

運動場、体育館などは、そのままの形で使

っていこうという意見が非常に多かった

かと思います。 

 そのような住民の皆様の活用の方向性

というものをしっかりと我々も受け止め

させていただいて、利活用の方針を示して

まいりたいと考えております。 

 次に、学校の統廃合の新たな利活用まで

の間、どういうふうに使っていくのかとい

う内容だと思うんですけれども、小学校の

閉校後における施設利用についての要望

書等も頂いています。 

 その要望書の内容につきましては、跡地

活用における利用団体への意見聴取であ

ったりとか廃校後の施設利用ができない

場合の対応とか、学校施設並びに市内の体

育館の冷暖房設備の利用運用に関するも

のと認識しております。跡地活用について

は様々な意見を踏まえながら、我々も検討

していきたいと考えております。 

 次、４番目の２回目の質問となります。

河川防災ステーションの国の進捗につい

てという内容だと思います。 

 鳥飼地区河川防災ステーションは令和

４年３月２５日に登録されております。そ

の後、国では測量であったり地質調査、河

川防災ステーションの基本設計などをさ

れております。 

 昨年度と今年度につきましては、既存の

水路とか堤防横道路の取扱いについての

検討を行っております。 

 並行して国では、用地買収も進められて

おります。 

 河川防災ステーションの整備は国事業

であることから、用地業務や委託業務とい

うものは淀川河川事務所で対応されてい

ますけれども、本市は地元市ということで、

様々な分野で協力、連携しながら一緒に進

めているところでございます。 

 完成時期の変更につきましては、今のと

ころ国から何の情報も聞いておりません。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 松本課長。 

○松本人事課長 それでは人事課に関わ

ります御質問にお答えいたします。 

 まずＯＪＴが機能しているのかという

質問かと思います。 

 先ほど申し上げましたＯＪＴマニュア

ルには、ＯＪＴをより効果的に進めるため
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に、階層別や、経験別であったり、新規採

用職員、若手職員、職場の長い職員、異動

したばかりの職員、こういった場合分けが

立場ごとに示されております。しかしなが

ら、業務の本質を、いかにしっかりと指導

するかについて、機能しているかというと

ころに関しては低下している部分も感じ

ております。 

 例えば、このボタン一つでのやり方を教

えるのではなく、なぜこの物事は成り立ち、

なぜそうするのかと、これが非常に重要で

ございます。 

 もちろんそのためには、教える方にも理

解が必要であると考えております。 

 職員育成・行動基本計画推進委員会は各

庶務担当課長で形成しておりますが、ここ

でも議題として取り上げて進めてまいり

たいと思っています。 

 あと課長代理等々の時間外の状況でご

ざいます。 

 課長代理級が、令和５年度が１人一月当

たり２８．４時間、令和６年度が２３．１

時間、主幹が、令和５年度が１人一月当た

り３０．６時間、令和６年度が２４．４時

間、係長級が令和５年度が一月当たり１８

時間、令和６年度が１８．３時間で、全て

の職種等を合計した時間数でございます。

これら監督職と言われる職に対しまして、

副主査級以下の職員と比較して時間外勤

務時間数が多いのは、事実でございます。 

 働き方が多様化している中で、これは、

特定事業主行動基本計画にもつながって

きますが、これまでも育休ですとか、働き

方の部分に関して、出生サポート休暇とか、

育児短時間勤務の制度であるとか、育休取

得日数の増加とか、こうした改正はもとよ

り、現状育児休業を取られている方が配属

されてる課には、できる限り正職を補充し

ております。 

 ただ、組織力で言いますと、時間外勤務

の平準化は必要であろうかと思っていま

す。やる人、やれる人だけに仕事が偏るこ

とがもしあるようであれば、それは芳しく

ないと思っています。 

 実際に所属長が昇任された職員の昇任

前と昇任後で、その働き方、勤務状況に大

きな変化があるかないかを注視するとか、

そういった部分も非常に貴重であろうと

思っています。 

 研修の話としてお答えさせてもらいま

したが、今、係長への昇任を望まないこと

について、女性だけではなく、男性もそう

いった傾向があると言われています。 

 こうした部分もありますので、しっかり

と仕事にやりがいを持ち、誇りを感じて熱

心に取り組むと、仕事から活力を得ると、

組織への貢献意欲を深めるような内容の

ものをしっかりとやっていきたいと思っ

ております。 

 以上でございます 

○野口博委員長 末永課長。 

○末永人権女性政策課長 それでは、人権

女性政策課に関わります御質問について

お答えいたします。 

 まず、女性の審議会への登用率について

です。先ほど行政経営戦略であったり男女

共同参画計画の進捗状況を聞き取りして

いる中で、もっと人権女性政策課からの取

組といいますか、声かけなどが必要ではな

いかというような課題等を担当課からい

ただいております。 

 といいますのは、地域社会への女性参加

の意義がなかなか各課へ浸透していない

ところが実感として得られ、枠づくりの前

に、そういったところをまず解決していか

ないといけないと考えております。 
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 そして性自認への取組ですが、男女共同

参画センターを中心に、第４期男女共同参

加計画の基本的方向、男女共同参加社会へ

向けての意識形成に基づきまして、講座等

により性の多様性に関する啓発を行って

おります。 

 今年度はちょうどオリンピックという

こともありまして、それに伴ってスポーツ

とトランスジェンダーをテーマに講座を

開催いたしました。 

 また、来週辺りになりますが、ＬＧＢＴ

Ｑ＋の困り事、トランスジェンダーのリア

ルということで講座を行い、その中でまた

関連する書籍の御案内等も行います。 

 また、今年度は３名以上のグループによ

るチャレンジ企画ということで、男女共同

参画推進団体がＬＧＢＴＱ＋をテーマに

した講座を企画して取り組んでいただい

ております。 

 令和７年度も引き続き男女共同参画計

画に基づいた取組としまして、センターの

事業計画に取り込む予定でございます。 

 なお、毎年６月が男女共同参画週間とい

うのは皆様に知れ渡ってるんですけど、実

は性の多様性に関する理解を深めるため

のプライド月間ということも定められて

おります。なかなか啓発できておらなかっ

たんですけれども、各地では様々な取組が

されております。 

 それに併せまして、本市におきましても

月間の周知も含め、この時期に併せた啓発

を行ってまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 下郡局次長。 

○下郡総合行政委員会事務局次長 それ

では、質問番号９番、期日前投票所の増設

について、検討の方向性ということでの御

質問にお答えをいたします。 

 期日前投票所の増設につきましては、幾

つか課題があると考えております。 

 まず、どの場所に設置をするかという位

置の問題、当日投票所として市内２２か所

の投票所との関係性、投票区の有権者など

を踏まえた上で、選挙に十分な広さと駐車

スペースを有していること、それからバリ

アフリー化や空調設備といった利用のし

やすさを兼ね備えた施設を一定期間、安定

的に確保していく必要がございます。 

 また経費面と、人員の確保といった問題

もございます。経費面といたしましては、

二重投票を防止するための投票システム

を新たに整備するコスト、また人員の確保

の面では、法令上必要となります投票管理

者、投票立会人、それから従事者等も相当

数確保する必要がございます。またそれに

伴う人件費も発生いたします。こうした課

題がございますが、現在の地域ごとの投票

率の傾向であったり、現在の日程での期日

前投票者数と当日投票の投票者数の相関

性など様々な角度から分析を行いまして、

費用対効果も踏まえて検討していく必要

があると考えております。 

 以上でございます。 

○野口博委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 ありがとうございます。 

 それでは行政経営戦略についてです。い

ろいろ市民参加のことについても、御説明

いただきました。プロポーザルで１社しか

ないことも、なかなか応募がなければ、無

理やり引っ張ってくることはできないの

かもしれません。その公募型プロポーザル

そのものも、どうなんだろうかということ

を考えないといけないのかという気もし

ております。せっかく応募していただいた

事業者ですから、市民参加をきちんと保障

する。それから女性の参加もきちんと意識
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をしていくということの庁内論議であっ

たり、有識者会議だったり、市民参加機会

をきちんと取りながら、その進捗状況等も

随時市民の皆さんにお知らせしたり、議事

録を公開していただいたり、その会議に参

加できない人、オープン型ワークショップ

には出られなかった人にも、こんなことを

やってたんだと皆さんに知らせながら、行

政経営戦略の基本構想部分については、議

論していただきたいと、これは要望してお

きたいと思います。お願いいたします。 

 それから鳥飼まちづくりグランドデザ

インについてでございます。 

 いろいろ長年にわたって苦労していら

っしゃることもよくわかります。ただ最近

の説明会とかワークショップでも、結構若

い方が参加されていたり、職員が参加され

て、一緒に議論をされたいということで、

私も見学させてもらいました。こういう雰

囲気でまちづくりをいろんな場所で何回

も何回も積み重ねるのは、とても大事だと

思います。その場で成果物ができないにせ

よ、そういう議論を行う過程は非常に重要

だと改めて感じました。そういう意味では、

ぜひこれから鳥飼まちづくりグランドデ

ザインについてもワークショップが予定

されている部分と、その他の部分について

は住民の皆さんから要望があればという

先ほどの御答弁もありました。住民の皆さ

んの声待ちではなくて、グランドデザイン

の方向性に沿った形でまちづくりの投げ

掛けをしていただかないと、どんどん忘れ

去られてしまいますので、積極的な呼びか

けをして、あちこちでワークショップなど

行っていくことをぜひ求めておきたいと

思います。 

 それから鳥飼東小学校の統合後の跡地

活用がまだ決まる前までの暫定利用につ

いては、きちんとした形で早く市民の皆さ

んに、またはこれまで利用された方々に答

えを出してあげられるように、寄り添って

話を聴いてあげてほしいと思います。うち

の部署ではもう関係なくなりますとか、担

当部署はどうしてもそうなりがちなのか

もしれません。動くための根拠がなくなる

わけですから。そういうときに鳥飼まちづ

くりグランドデザインの部分で表に立っ

て、話をしていただく、道筋を一定決めて

いただくということをお願いしておきた

いと思います。 

 防災ステーションについても分かりま

した。国からまだ完成予定は何も聞かされ

ていないということで、水防センターもい

つになるか分からないという話なのかと

思ってしまうわけです。この間にきちんと

した市民の皆さんとの議論を重ねていた

だいて、積み上げていただくようにお願い

しておきたいと思います。また、完成時期

のめどについては、国からきちんと地元自

治体に対して、進捗状況を伝えてもらって

いるのかもしれませんけれども、分かる範

囲であるとか、めどについては、もう５年

ほどたつわけですから一定示してもらう

ようなことは、求めていただきたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

 人件費に関わって、人事政策についてで

ございます。 

 いろいろ御丁寧に御説明をいただいた

わけですけども、こうあるべきってのはよ

く分かります。ただそれをやるための職員

の体制であったり、それから人数が少なか

ったり、お休みの方が増えてしまったりと

いう中で通常の業務との関係で疲弊して

しまってるんじゃないかと心配をしてい

ます。そこでもう１点だけ聞きたいのは、

ここ最近非常に人事異動の周期が短いよ
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うに感じるんです。それぞれの部署ごとで

ＯＪＴをやろうにも、そのＯＪＴをやる方

が短い期間で変わってしまう。去年来た方

がＯＪＴを担当するとか、そういう事務の

継承、技術の継承、職務の継承について、

もちろん人事異動そのものは否定するも

のだと思いませんけれども、それぞれの部

署に長期的な計画があったり、プロジェク

トがあったりするわけです。専門的な分野

であったり、福祉の分野であれば、市民の

皆さんとの人間的な関係の構築もあるわ

けで、簡単にころころ変えられてしまうこ

とは、市民にとってもマイナスですし、職

場にとっても若い人たちを育てていこう

とか、仕事の内容の意味を分かってもらう。

このボタン押すことは、誰でも分かるわけ

で、そうじゃないところを、恐らく副市長

はおっしゃっていただいていて、それをや

るためにも、その業務に精通していて、も

しくはその業務を通じて公務員としての

矜持をしっかり持って、これが俺たちの仕

事なんだ、私たちの役割なんだということ

を後輩たちに教えられるような状況を作

っていく必要があると思うんです。人事異

動について、これまで私の感覚では非常に

早かったり、一度に上の方が二人ともいな

くなったりということをよく見ているよ

うな気がします。令和７年度以降、人事異

動の考え方について、聞かせていただきた

い。どういう予定をしているのか、もしく

はこれまでの人事異動と少し変えなけれ

ばいけない、問題意識があるのかどうなの

か。お聞かせいただきたいと思います。こ

れは３回目になりますので、具体的な中身

と合わせて、男女共同参画の部分と合わせ

て副市長から職員体制の在り方、それから

ＯＪＴなどをやるための人事異動そのも

の、人の動かし方というものについてのお

考えをお聞かせください。 

 それから、女性政策でＬＧＢＴＱ＋のこ

とで御答弁いただきました。パートナーシ

ップ条例であるとか、ファミリーシップ条

例であるとかいろんな政策を我々も提案

しています。男女共同参画センターで行わ

れているいろんなセミナーであるとかも

参加させていただいて、その都度新しい気

づきというものを感じさせていただいて

いて、その繰り返しで啓発をずっと粘り強

くやっていくのは、非常に重要だと思いま

す。同時に当事者の方々が生きづらさを抱

えている。そういった社会の中で少しでも

生きづらさを解消していく手立てとして

市役所の窓口に例えばレインボーフラッ

グを立てて、うちの市役所は当事者の方々

のことを知ってます、理解してますという

ことを示す。アライ宣言とでも言うんでし

ょうか、そういったものをきちんと掲げて

いくことが、当事者の方がカミングアウト

されているかどうかは別にして、当事者の

方々の生きづらさを解消していく一つの

手段だと思うんです。その方向をぜひ検討

してほしいんです。市役所であったり、そ

れぞれの出先機関であったり、どこへ行っ

てもここは私たちのことを分かってくれ

るとか、このことを聞いてみても変な目で

見られないとか、そういう思いを持って安

心感を与えられるという点ではとっても

行政としても重要なことで、既にいろんな

自治体でも取り組んでおられると思いま

すので、その取組をぜひやってほしいです。

令和７年度の初めからとは言わないんで

すけども、ぜひ年度中に宣言をやれるよう

な、もしくは部署ごとできちんと分かるよ

うなものを、示してほしいと思いますが、

いかがでしょうか。お聞かせください。 

 選挙については、もうこれは要望として
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おきますが、ぜひ研究していただきたいと

思います。 

 以上です。 

○野口博委員長 山本副市長。 

○山本副市長 全体的な御質問に御答弁

させていただきたいと思います。 

 女性参画、我々としても全庁的に周知を

しておりますし、それに向けて全庁的に取

り組んでいただいていると認識していま

す。まだまだ目標に達していない数値かも

わかりませんけども、より一層努力をして

いきたいと思っております。たまたま行政

経営戦略の更新の時期ですので、この間を

見ておりましたら、そこで懇談会のメンバ

ーが７人いらっしゃいまして、女性が４人

という懇談会の構成で、いろんな立場の方、

男性でありましても、女性でありましても、

いろんな見識をお持ちの方がいらっしゃ

います。その見識ある方に各委員となって

いただくような努力をより一層していき

たいと思っています。 

 それで個人を尊重しなければいけない

ところで、その方の思いを大切にする必要

がございます。当然、各職場で今も取り組

んでいただいておりますけども、そのこと

は続けていきたいと思っています。御提言

いただきました内容を一度研究してみた

いと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 それと人材育成のところでございます。

内部統制というところは本会議の場でも

御説明させてさせていただいたと思いま

す。係長は市長の任命権ですけど各係員は

課長の権限で担当替えも可能でございま

す。私も４０数年前に市役所に入りまして、

その頃は、そういうマニュアルとか、なか

った時代ですけども、多くの先輩の背中を

見ながら、今日に至っております。その中

で学んだことは、たくさんございます。特

に若い頃は、福祉の職場に長くおりました

ので、逆に福祉の職場にいたことが自分に

とってプラスになっております。福祉の職

場は特に法律でございますとか、国の通知

でございますとか、大阪府の通知でござい

ますとか、Ｑ＆Ａとかがしっかりしており

ました。それを見て勉強するということを

当然先輩からこういうのがあると学ばせ

ていただいて、仕事というのはそこから入

っていかなきゃいけないと自分として先

輩の教えで入っていきましたので、そうい

うことを基本にやっていっております。Ｏ

ＪＴというのは、今は指針がございますけ

ども、そういうものがない中でも、自分と

しては、そういうふうに育って来たと思い

ます。現在指針がありますけども、その指

針ももしかしたら中身をブラッシュアッ

プしていかなければいけないかも分かり

ません。そのことも含めながら、人事課で

検討するように指示をしたいと思います。

ですけども、そのことと並行して、現在あ

る指針をもってまずは、全ての管理職の方

にＯＪＴをやっていただきたい。もう既に

やっていただいていると思いますけども、

より一層確認していただきたいと思って

いますのでよろしくお願いします。 

 それと人事異動のところでございます。

すいません、私は５年ほど離れていたので、

この間のことを評価するというのは、私の

立場から言うのはどうかと思います。それ

以前に、新規採用職員が１０年間か十数年

で３か所の部署を経験していただくとか、

その中でその方の特性を生かして、次の部

署に配属していくような指針が残ってい

ると思います。過去の指針も参考にしなが

ら、今後の人事異動の在り方を進めていき

たい思っておりますので、よろしくお願い
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いたします。 

○野口博委員長 末永課長。 

○末永人権女性政策課長 委員から御提

案いただいたんですけれども、これまでの

講座の中でもいろいろ当事者のことであ

ったりとか、事例を交えて講師の方にお話

をいただいて、その中でワークをしたり、

参加者の方にはかなり好評をいただいて

おります。御提案いただいたレインボーフ

ラッグ等々も当事者の生きづらさをどの

ように解決していくかという点で、こちら

もどういう啓発手法が良いのか検討して

まいりたいと思います。 

○野口博委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 長くなって申し訳ないん

ですが、副市長ありがとうございます。い

ろいろこうあるべきということで、私は人

材育成のプロではありませんから、理念は

皆さんでしっかりと議論していただきた

いと思います。それをやるためのシステム

や体制がきちんと整っていなければ、結局

言葉が悪いですけど絵に描いた餅になっ

てしまうのは、本当にもったいない。せっ

かく優秀な方々を採用されたわけで、それ

を最大限生かしていくために育成をして

いく。ＯＪＴをやる。できるだけミスを少

なくするために、皆さんで向上していくと

いうような職場をぜひつくるために、知恵

と力とお金をかけてほしいと申し上げて

おきたいと思います。あと女性の参加につ

いても、それぞれの部署が女性を増やすこ

とは理解をしているということと、実際に

増やすことはまた別問題です。増やすこと

は頭にあるけど、集めるメンバーはこうだ

から結果的に入らなかったでは、いつまで

たっても現状変わっていかないと思いま

す。女性をきちんと入れる枠といいますか、

そういった意識を持った審議会等、組織の

検討をしていただきたい。それから、レイ

ンボーフラッグを立てたからといって、何

がどう変わるかっていうことだと思うか

もしれないですけど、当事者の方からする

と、それがあるだけでほっとするという思

いを持たれるというのは聞いたことがあ

ります。 

 当事者の方も含めていろんな方のお話

を聴いていただいて、市役所の窓口もしく

はアライ宣言等で、摂津市の姿勢をきちん

と示す方法について議論していただきた

いということを申し上げて終わりとしま

す。 

 ありがとうございます。 

○野口博委員長 安藤委員の質問が終わ

りました。 

 本日はこの程度にとどめ、散会させてい

ただきます。 

（午後５時１９分 散会） 
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